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〞
ド
イ
ツ
〝
概
念
の
政
治
的
・
歴
史
的
地
平

下
）

三
佐
川

亮

宏

一
章

は
じ
め
に

二
章

グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
七
世
｜
｜
「
不
当
に
も
ド
イ
ツ
国
王
か
ら
受
け
取
り
し
故
に
」

一
節

我
々
は
カ
ノ
ッ
サ
か
ら
来
た
」

二
節

ド
イ
ツ
と
は
何
か
」

三
節

叙
任
権
闘
争
」
の
争
点

三
章

ラ
ン
ペ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
ヘ
ル
ス
フ
ェ
ル
ト
｜
｜
「
ド
イ
ツ
王
国
の
光
輝
」

一
節

ド
イ
ツ
王
国
」
概
念
の
普
及

二
節

ラ
ン
ペ
ル
ト
の
王
国
観

三
節

ド
イ
ツ
王
国
」
へ
の
道
程

四
節

ラ
ン
ペ
ル
ト
の
「
ド
イ
ツ
」
概
念

（
以
上
前
号
）

四
章

『
ア
ン
ノ
の
歌
』
｜
｜
カ
エ
サ
ル
と
「
ド
イ
ツ
人
」
の
起
源
説
話
（
以
下
本
号
）

一
節

中
世
に
お
け
る
「
ド
イ
ツ
人
の
歴
史
」

二
節

ユ
リ
ウ
ス
・
カ
エ
サ
ル
と
「
ド
イ
ツ
人
」

三
節

O
rigo gen

tis T
eu
ton

icoru
m

四
節

中
世
〞
ド
イ
ツ
人
〝
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
近
代
の
〞
歴
史
神
話
〝

五
章

結
び
に
代
え
て
｜
｜
「
ロ
ー
マ
人
の
国
王
」
と
「
ド
イ
ツ
王
国
」

四
章

『
ア
ン
ノ
の
歌
』｜
｜
カ
エ
サ
ル
と

ド
イ
ツ
人
」の
起
源
説
話

一
節

中
世
に
お
け
る
「
ド
イ
ツ
人
の
歴
史
」

ラ
ン
ペ
ル
ト
の
「
ド
イ
ツ
」
概
念
が
『
編
年
誌
』
の
読
者
に
対
し
、
い
さ
さ

か
生
彩
を
欠
く
印
象
を
与
え
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
も
う
一
つ
の
要
因
は
、

「
ド
イ
ツ
王
国
」
の
政
治
的
形
象
に
関
す
る
詳
述
と
は
対
照
的
に
、〞
ド
イ
ツ
〝

な
る
も
の
の
歴﹅
史﹅
的﹅
側
面
に
つ
い
て
、
著
者
が
沈
黙
し
て
い
る
こ
と
に
求
め
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。『
編
年
誌
』
の
叙
述
は
、
旧
約
の
ア
ダ
ム
、
ノ
ア
の
時
代

に
始
ま
る
が
、
ラ
ン
ペ
ル
ト
がT

eu
ton

icu
s

と
い
う
名
辞
に
初
め
て
言
及
し

た
の
は
、
先
述
の
一
〇
五
三
年
の
項
に
お
い
て
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
う
し

た
状
況
は
、
必
ず
し
も
彼
ひ
と
り
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。

グ
ル
ン
ト
マ
ン
は
、
一
九
五
七
年
に
中
世
の
歴
史
叙
述
を
概
観
し
た
際
、

“V
o
lk
sg
esch

ich
te

（O
rigo

 
gen

tis

）”

、
す
な
わ
ち
「
民
族
の
歴
史
（gen

s

の
起
源
説
話
）」
の
分
類
項
の
中
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
で
合
計
一
七
点
の
作

品
な
い
し
作
者
の
名
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
た
｜
｜
カ
ッ
シ
オ
ド
ー
ル
ス

ヨ
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ル
ダ
ー
ネ
ス
『
ゴ
ー
ト
人
の
歴
史
』、
ト
ゥ
ー
ル
の
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
『
フ
ラ
ン

ク
人
の
歴
史
』、
ベ
ー
ダ
『
ア
ン
グ
ル
人
の
教
会
史
』、
パ
ウ
ル
ス

デ
ィ
ア
コ

ー
ヌ
ス
『
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ト
人
の
起
源
』、
プ
ラ
ハ
の
コ
ス
マ
ス
『
ボ
ヘ
ミ
ア
人

の
年
代
記
』、
匿
名
の
ガ
ル
ス
『
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
大
公
・
君
主
の
年
代
記
と

事
績
録
』、
ネ
ス
ト
ー
ル
『
年
代
記
』、
サ
ク
ソ

グ
ラ
マ
テ
ィ
ク
ス
『
デ
ー
ン

人
の
事
績
録
』、
サ
ン

ド
ニ
修
道
院
長
シ
ュ
ジ
ェ
に
よ
る
歴
史
叙
述
の
編
纂

活
動
、『
大
フ
ラ
ン
ス
年
代
記
』

101
）

等
々
。

し
か
し
な
が
ら
、
ド
イ
ツ
は
、
そ
の
民
族
フォルク

の
歴
史
に
つ
い
て
、
中
世
に
お

い
て
い
か
な
る
叙
述
も
得
る
こ
と
は
な
か
っ
た
｜
｜
あ
た
か
も
、
そ
れ
﹇＝

ド

イ
ツ
﹈
に
は
共
通
の
過
去
に
対
す
る
視
点
が
欠
け
て
い
る
か
の
如
く
。
各
部シュ
族タム

は
、
部
分
的
に
し
か
書
き
留
め
ら
れ
て
い
な
い
に
せ
よ
、
そ
れ
ぞ
れ
自
己
の
固

有
の
記
憶
を
有
し
て
い
た
。
し
か
し
、
部
族
団
体
が
解
体
し
た
時
、
そ
の
記
憶

は
、
な
お
共
通
の
伝
統
へ
と
は
融
合
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
か
つ
て
の

ゲ
ル
マ
ン
人
の
歴
史
は
、
ド
イ
ツ
を
は
る
か
に
超
え
る
も
の
で
あ
っ
た
し
、
そ

れ
が
自
ら
の
民
族
の
前
史
と
し
て
再
発
見
さ
れ
た
の
は
、
よ
う
や
く
一
三
世
紀

に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
（
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
フ
ォ
ン
・
ロ
エ
ス
『
覚
書

（M
em
oriale

）』、
一
二
八
一
年
）。
政
治
的
に
、
そ
し
て
歴
史
的
に
も
ま
た
そ

れ
﹇＝

ド
イ
ツ
﹈
は
、
ロ
ー
マ
帝

国

インペリウム、
す
な
わ
ち
ダ
ニ
エ
ル
に
よ
っ
て
予
言

さ
れ
た
最
後
の
世
界
帝
国
の
普
遍
的
伝
統
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
の
民
族

の
歴
史
は
、
救
済
史
（H

eilsg
esch

ich
te

）
の
中
へ
と
吸
収
さ
れ
た
。
ド
イ

ツ
の
歴
史
を
固
有
の
も
の
と
し
て
見
る
た
め
に
は
、
中
世
の
歴
史
叙
述
者
の
視

点
は
常
に
、
あ
ま
り
に
広
す
ぎ
る
か
、
あ
る
い
は
あ
ま
り
に
狭
す
ぎ
た
の
で

102
）

あ
る
」。

ド
イ
ツ
人
の
歴
史
」
の
欠
如
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
一
九
六
一
年
に
公

刊
さ
れ
た
ヴ
ェ
ン
ス
ク
ス
の
画
期
的
研
究
、『
部
族
形
成
と
国
制
｜
｜
中
世
初

期
のgen

tes

の
生
成
』
に
よ
り
、
さ
ら
に
そ
の
問
題
性
を
増
す
こ
と
に

103
）

な
る
。

一
九
世
紀
来
の
ロ
マ
ン
主
義
的
民
族
観
、
す
な
わ
ち
ゲ
ル
マ
ン
人
と
ド
イ
ツ
人

を
同
一
視
し
つ
つ
、「
民
族
（V

o
lk

）」
を
、
人
為
的
に
作
ら
れ
た
国
家
に
先

立
ち
自﹅
然﹅
に﹅
生
成
し
た
超
歴
史
的
で
有
機
的

オルガーニシュ
な
生
命
体
と
捉
え
る
見
解
（
後

述
四
節
）
に
つ
い
て
は
、
一
九
二
三
年
に
ハ
ラ
ー
が
そ
の
誤
謬
を
厳
し
く
指
弾

し
て
い
た
。「
ド
イ
ツ
民
族
は
、
自
然
に
で
は
な
く
、
歴
史
的
に
生
成
し
た
一

個
の
統
一
体
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
先
行
す
る
部
族
の
政
治
的
結
集
に
よ
り
初
め

て
成
立
し
た
の
で
あ
る

104
）

、
と
。
し
か
し
、「
部
族
（S

ta
m
m

）」
｜
｜
史
料
に

お
い
て
は
多
く
の
場
合gen

s

と
し
て
現
れ
る
｜
｜
に
関
し
て
は
、
ハ
ラ
ー
も

な
お
そ
の
自
然
的
性
格
を
認
め
て
い
た
の
に
対
し
、
ヴ
ェ
ン
ス
ク
ス
は
上
記
の

研
究
に
お
い
て
、
民
族
社
会
学
の

エ
ト
ノ
ス
生
成

E
th
n
o
g
en
ese

）」の
理

論
を
援
用
し
つ
つ
、
移
動
期
前
後
のgen

s

を
捉
え
直
し
、
外
在
的
要
因
、
す

な
わ
ち
血
統
や
身
体
的
特
徴
と
い
っ
た
所
与
の
生
物

遺
伝
学
的
属
性
を
真
っ

向
か
ら
否
定
し
た
の
で

105
）

あ
る
。

ヴ
ェ
ン
ス
ク
ス
に
よ
れ
ば
、gen

s

の
成
員
相
互
を
内
的
に
凝
集
さ
せ
る
紐

帯
と
し
て
決
定
的
に
重
要
な
の
は
、
客
観
的
要
件
で
は
な
く
意﹅
識﹅
、
具
体
的
に

は
共
通
の
祖
先
に
出
自
す
る
と
い
う
（
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
）
確
信
を
基
軸
と

し
て
主
観
的
に
結
ば
れ
た
過
去
の
歴
史
の
共
有
関
係
で
あ
る
。「
あ
る
共
同
体

が
エ
ト
ノ
ス
と
し
て
存
在
し
始
め
る
の
は
、
自
ら
に
固
有
の
歴
史
的
・
エ
ト
ノ

ス
的
伝
統
を
生
み
出
し
た
時
で
あ
る
。
伝
統
形
成
（T

ra
d
itio

n
sb
ild
u
n
g

）

は
、
歴
史
的
連
続
性
の
前
提
で
あ
る
」。
そ
し
て
、
か
か
る
歴
史
意
識
の
形
成

は
、
国
王
を
初
め
と
す
る
支
配
者
層
を
主
要
な
担
い
手
と
し
つ
つ
、
独
自
の

「
起
源
説
話
（O

rigo

）」
の
創
出
に
、
そ
の
集
団
的
自
己
意
識
の
表
現
を
見
出

し
た
と
さ
れ
る
の
で

106
）

あ
る
。

ド
イ
ツ
人
の
起
源
説
話
は
、
中
世
の
歴
史
叙
述
作
品
に
本
当
に
見
出
さ
れ
な
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い
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
、
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
史
料
の
中
に
登
場

す
るT

eu
ton

ici

と
は
、
い
か
な
る
絆
を
通
じ
て
互
い
に
結
ば
れ
た
人
々
で
あ

っ
た
の
か
。
ま
た
、
ヴ
ェ
ン
ス
ク
ス
は
、
ゴ
ー
ト
人
、
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ト
人
と
並

ん
で
フ
ラ
ン
ク
人
、
ア
レ
マ
ン
人
、
ザ
ク
セ
ン
人
、
バ
イ
エ
ル
ン
人
等
々
を

gen
s

と
し
て
取
り
上
げ
、
こ
の
語
にS

ta
m
m

、
す
な
わ
ち
「
部
族
」
と
い
う

訳
語
を
充
て
て
い
る
が
、
グ
ル
ン
ト
マ
ン
は
、
ド
イ
ツ
人
を
ゴ
ー
ト
人
そ
の
他

と
同
列
に
置
き
、O

rigo
 
gen

tis

を
「
民
族
（V

o
lk

）
の
歴
史
」
と
言
い
換

え
論
じ
て
い
た
。gen

s
の
位
置
づ
け
と
そ
の
用
語
法
を
め
ぐ
る
相
違
は
、
い

か
に
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

も
っ
と
も
、
グ
ル
ン
ト
マ
ン
が
上
記
の
様
々
なO

rigo
 
gen

tis

を
渉
猟
し

た
際
、
そ
の
視
野
か
ら
、
中
世
に
お
け
る
ラ
ン
ペ
ル
ト
の
『
編
年
誌
』
の
数
少

な
い
読
者
の
一
人
が
抜
け
落
ち
て
い
た
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

107
）

な
い
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ミ
ュ
ラ
ー

メ
ル
テ
ン
ス
も
同
じ
で
あ
る
。
一
〇
七
七

〜
八
一
年
の
間
に
、
ケ
ル
ン
な
い
し
そ
の
近
郊
ジ
ー
ク
ブ
ル
ク
の
一
修
道
士
が
、

中
高
ド
イ
ツ
語
で
『
ア
ン
ノ
の
歌
』
を
著
し
た
際
、
ケ
ル
ン
大
司
教
（
在
位
一

〇
五
六
｜
七
五
年
）
に
し
て
ジ
ー
ク
ブ
ル
ク
修
道
院
の
創
建
者
た
る
ア
ン
ノ
二

世
の
死
を
嘆
く
ラ
ン
ペ
ル
ト
の
詳
細
な
追
悼
文
（『
編
年
誌
』
一
〇
七
五
年
の

項
）
を
用
い
た
こ
と
は
、
確
証
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
不
詳
の
人
物
の
語

彙
に
は
、
ミ
ュ
ラ
ー

メ
ル
テ
ン
ス
が
考
察
対
象
と
し
た
「
ド
イ
ツ
王
国

（regn
u
m
 
T
eu
ton

icu
m

）」
｜
｜
中
高
ド
イ
ツ
語
で
はd

iu
tisch

 
rıch

e

｜
｜

は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で

108
）

あ
る
。

年
代
確
定
の
可
能
な
史
料
の
中
で
「
ド
イ
ツ
（d

eu
tsch

）」
の
古
高
ド
イ
ツ

語
形d

iu
tisk

が
最
初
に
確
認
さ
れ
る
の
は
、
一
〇
〇
〇
年
頃
の
こ
と
で
あ
る
。

た
だ
し
、
そ
れ
を
用
い
た
ザ
ン
ク
ト

ガ
レ
ン
修
道
院
の
ノ
ー
ト
カ
ー
（
九
五

〇
年
頃
｜
一
〇
二
二
年
）
は
、
こ
の
単
語
をin

 
d
ıu
tiscu

n

と
い
う
言
語
呼
称

の
形
容
詞
と
し
て
し
か
用
い
て
い
な
か
っ
た

109
）

六
例
）。
他
方
、
そ
の
後
の
八
〇

年
余
の
空
白
期
を
経
て
、『
ア
ン
ノ
の
歌
』
の
詩
人
は
、
形
容
す
る
対
象
を

言

語
」（d
iu
tisch

in
 
sprecch

in

）
の
み
な
ら
ず
、「
人
間
集
団
」（d

iu
tisch

i
 

liu
ti,

d
iu
tsch

i
 
m
an

）
や
「
国
土
」（in

 
d
iu
tisch

em
i
 
lan

d
e,

d
iu
tsch

e
 

lan
t,
d
iu
tisch

im
o
 
lan

te

）
へ
と
拡
大
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
も
っ
と
も
、

上
述
の
よ
う
に
「
王
国
（rıch

e

）」
や
「
国
王
（ku

n
in
g

）」
は
そ
の
対
象
に

含
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
彼
は
形
容
詞
を
名
詞
化
す
る
｜
｜D

iu
tsch

en

｜
｜
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
語
が
初
め
て
現
れ
る
の
は
、
一
一
五

〇
年
頃
に
成
立
し
た
『
皇
帝
年
代
記

K
a
iserch

ro
n
ik

）』
に
お
い
て
で
あ
る
。

二
節

ユ
リ
ウ
ス
・
カ
エ
サ
ル
と
「
ド
イ
ツ
人
」

一
九
四
五
年
以
降
ド
イ
ツ
で
発
表
さ
れ
た
中
世
史
に
関
す
る
数
多
の
研
究

の
中
で
最
も
重
要
に
し
て
、
お
そ
ら
く
最
も
刺
激
的
で
も
あ
る
研
究
」
｜
｜
ミ

ュ
ラ
ー

メ
ル
テ
ン
ス
の
成
果
を
い
ち
早
く
絶
賛
し
た
ト
ー
マ
ス
が
、『
ア
ン

ノ
の
歌
』
に
歴
史
学
者
の
関
心
を
喚
起
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
も
と
よ
り
上
述

の
言
語
学
上
の
意
義
に
留
ま
ら
な
い
。
そ
れ
は
、「
ド
イ
ツ
」
と
形
容
さ
れ
た

集
団
が
、
こ
の
作
品
の
中
で
演
じ
る
極
め
て
興
味
深
い
歴﹅
史﹅
的﹅
役
割
の
故
で
も

110
）

あ
る
。

プ
ロ
ロ
ー
グ
の
文
言
は
読
者
に
対
し
、
主
人
公
ア
ン
ノ
の
聖
俗
両
面
に
お
け

る
活
躍
、
死
と
そ
れ
に
続
く
奇
蹟
の
叙
述
が
、
全
四
九
節
、
八
七
八
行
か
ら
成

る
詩
作
の
中
核
を
な
す
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
取
り
上
げ
ら

れ
る
の
は
、
よ
う
や
く
三
四
節
に
到
達
し
て
か
ら
で
あ
る
。
作
品
の
三
分
の
二

を
占
め
る
先
行
部
に
お
い
て
は
、
ア
ン
ノ
の
登
位
に
い
た
る
ま
で
の
歴
史
が
、

聖
俗
二
重
の
視
点
か
ら
描
き
出
さ
れ
る
。

三佐川亮宏
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ま
ず
二
〜
七
節
で
は
、
天
地
創
造
に
始
ま
り
、
ア
ダ
ム
と
エ
ヴ
ァ
の
堕
罪
、

キ
リ
ス
ト
に
よ
る
救
済
の
御
業
、
使
徒
の
伝
道
活
動
、
そ
し
て
「
こ
れ
ま
で
ド

イ
ツ
の
地
に
お
い
て
（in

 
d
iu
tisch

em
i lan

d
e

）
建
て
ら
れ
た
最
も
美
し
い

都
市
」（
七
節
）
ケ
ル
ン
に
お
い
て
ア
ン
ノ
が
大
司
教
と
し
て
聖
別
さ
れ
る
ま

で
の
経
過
が
、
救﹅
済﹅
史﹅
（H

eilsg
esch

ich
te

）
の
観
点
か
ら
手
短
に
歌
わ
れ

る
。
ケ
ル
ン
へ
の
言
及
を
機
に
話
題
は
都
市
の
起
源
に
転
じ
、
そ
れ
は
遡
っ
て

「
世
界
」
の
世﹅
俗﹅
史﹅
（P

ro
fa
n
g
esch

ich
te

）
の
叙
述
へ
と
向
か
う
（
八
〜
三

三
節
）。
先
に
グ
ル
ン
ト
マ
ン
も
言
及
し
て
い
た
『
ダ
ニ
エ
ル
書
』
の
四
世
界

帝
国
論
に
拠
り
つ
つ
、
物
語
は
バ
ビ
ロ
ニ
ア
、
ペ
ル
シ
ア
、
ギ
リ
シ
ア
と
進
み
、

第
四
の
、
そ
し
て
最
後
の
「
ロ
ー
マ
帝
国
（rıch

e ci R
om
e

）」
へ
と
い
た
る
。

ロ
ー
マ
の
元
老
院
議
員
三
〇
〇
名
は
、
高
貴
な
生
ま
れ
の
カ
エ
サ
ル
｜
｜

「
彼
に
因
ん
で
今
日
で
も
な
お
国
王
た
ち
は
皇
帝
（keisere

）
と
呼
ば
れ
て
い

る
」
｜
｜
に
遠
征
を
命
じ
た
。
た
だ
し
、『
ア
ン
ノ
の
歌
』
に
よ
れ
ば
、『
ガ
リ

ア
戦
記
』
の
著
者
が
派
遣
さ
れ
た
先
は
、
若
き
ヴ
ェ
ル
キ
ン
ゲ
ト
リ
ク
ス
た
ち

の
活
躍
す
る
か
の
地
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、「
ド
イ
ツ
の
諸
地
方
に
対
し
て

（w
id
er
 
d
iu
tsch

e
 
lan

t

）」
で
あ
っ
た
（

）。
カ
エ
サ
ル
は
一
〇
年
の
歳
月

を
要
し
て
、
よ
う
や
く
勇
敢
な
者
た
ち
に
勝
利
を
収
め
、
最
後
に
同
盟
を
締
結

し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
彼
に
名
誉
、
す
な
わ
ち
支
配
権
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な

る
で
あ
ろ
う
（
一
八
節
）。

続
く
一
九
〜
二
三
節
で
は
、
カ
エ
サ
ル
が
次
々
に
戦
い
、
服
従
さ
せ
た
四
つ

の
集
団
、
す
な
わ
ち
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
人
（S

u
aben

）、
バ
イ
エ
ル
ン
人

（P
eiere

）、「
移
り
気
な
ザ
ク
セ
ン
人
（D

er
 
S
ah
sin
 
w
an
keli m

u
t

）」、
そ

し
て
「
高
貴
な
る
フ
ラ
ン
ク
人
（F

ran
ken

 
d
in
 
ed
ilin

）」
に
つ
い
て
、
そ

れ
ぞ
れ
のO

rigo

、「
起
源
説
話
」
と
戦
い
の
経
過
が
詳
述
さ

111
）

れ
る
。
シ
ュ
ヴ

ァ
ー
ベ
ン
人
の
祖
先
は
海
を
越
え
て
、
バ
イ
エ
ル
ン
人
は
か
つ
て
ノ
ア
が
方
舟

か
ら
降
り
立
っ
た
ア
ル
メ
ニ
ア
か
ら
到
来
し
た
。
方
舟
の
標
は
な
お
今
日
も
ア

ラ
ラ
ト
山
に
あ
り
、
伝
え
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
か
の
地
方
に
は
「
ド
イ
ツ

語
を
話
す
人
々
（d

ie d
ir d

iu
tisch

in sprecch
in

）」
が
今
な
お
見
出
さ
れ
る

と
い
う
｜
｜
。
い
ず
れ
も
『
ア
ン
ノ
の
歌
』
が
初
出
で
あ
る
が
、
続
く
二
つ
の

説
話
、
す
な
わ
ち
ザ
ク
セ
ン
人
を
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
大
王
の
従
者
の
後
裔
と
す

る
「
マ
ケ
ド
ニ
ア
起
源
説
話
」
は
、
一
〇
世
紀
後
半
に
コ
ル
ヴ
ァ
イ
の
修
道
士

ヴ
ィ
ド
ゥ
キ
ン
ト
が
既
に
伝
え
て
い
た
し
、
フ
ラ
ン
ク
人
の
「
ト
ロ
イ
ア
起
源

説
話
」
に
い
た
っ
て
は
、
七
世
紀
の
〞
フ
レ
デ
ガ
リ
ウ
ス
〝
に
ま
で
遡
る
長
い

伝
統
を
有
し
て
い
た
。
特
に
フ
ラ
ン
ク
人
に
関
す
る
叙
述
は
詳
細
で
あ
る
。
そ

れ
に
よ
れ
ば
カ
エ
サ
ル
（＝

ロ
ー
マ
人
）
と
フ
ラ
ン
ク
人
は
本
来
縁
戚
関
係
に

あ
り
、
両
者
の
共
通
の
祖
先
は
、
ト
ロ
イ
ア
が
ギ
リ
シ
ア
人
の
攻
撃
に
よ
り
陥

落
し
た
際
に
脱
出
し
た
人
々
に
発
す
る
。
彼
ら
は
各
地
を
彷
徨
し
た
後
、
ア
エ

ネ
ア
ス
に
率
い
ら
れ
た
一
派
は
ロ
ー
マ
を
建
設
し
、
フ
ラ
ン
コ
（F

ran
ko

）

と
い
う
名
の
指
導
者
に
従
っ
た
集
団
は
、
ラ
イ
ン
河
畔
に
小
ト
ロ
イ
ア
（＝

ク

サ
ン
テ
ン
）
を
建
て
、
フ
ラ
ン
ク
人
の
祖
と
な
っ
た
。
彼
ら
の
軍
隊
は
、
カ
エ

サ
ル
に
服
従
し
た
が
、
彼
を
煩
わ
せ
た
。

勝
利
の
後
カ
エ
サ
ル
は
、
ロ
ー
マ
に
凱
旋
す
る
。
し
か
し
、
待
っ
て
い
た
の

は
相
応
し
い
歓
迎
で
は
な
く
、
兵
員
の
多
く
を
喪
失
し
た
の
は
彼
の
高
慢
さ
の

故
で
あ
る
と
い
っ
た
非
難
の
言
葉
で
あ
っ
た
。
カ
エ
サ
ル
は
、
再
び
「
ド
イ
ツ

の
諸
地
方
へ
（ci d

iu
tisch

im
o
 
lan

te

）」
と
戻
り
、
か
の
地
を
支
配
す
る
有

力
者
に
窮
状
を
訴
え
、
同
盟
を
求
め
た
（
二
四
節
）。
ガ
リ
ア
と
ゲ
ル
マ
ー

112
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ニ
ア
か
ら
甲

と
盾
で
身
を
固
め
夥
し
い
数
の
軍
勢
が
集
結
し
、
そ
の
軍
隊
が

ロ
ー
マ
に
迫
る
と
、
カ
ト
ー
、
ポ
ン
ペ
イ
ウ
ス
、
そ
し
て
元
老
院
は
エ
ジ
プ
ト

ま
で
逃
走
し
た
。
こ
の
世
で
知
ら
れ
て
い
る
限
り
最
も
激
し
い
戦
い
が
繰
り
広

げ
ら
れ
た
が
、
最
後
に
勝
利
を
勝
ち
取
っ
た
の
は
カ
エ
サ
ル
で
あ
っ
た
（
二
五

(191)
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〜
二
七
節
）。
彼
は
す
べ
て
の
国
々
を
征
服
し
た
こ
と
を
喜
び
、
ロ
ー
マ
に
入

城
し
た
が
、
そ
の
際
ロ
ー
マ
人
は
彼
に
対
す
る
歓
迎
の
標
と
し
て
新
た
な
慣
習

を
採
り
入
れ
た
。
そ
れ
ま
で
多
く
の
者
に
分
割
さ
れ
て
い
た
権
力
の
す
べ
て
を

一
手
に
掌
握
し
た
カ
エ
サ
ル
に
敬
意
を
表
す
る
べ
く
、
彼
ら
は
支
配
者
を
（
複

数
形
の
敬
称
）
で
あ
るIh

r

を
用
い
て
呼
び
掛
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
の
新
た
な
慣
習
を
、
カ
エ
サ
ル
は
「
ド
イ
ツ
の
人
々
（d

iu
tisch

i
 

liu
ti

）」に
も
教
え
さ
せ
た
。
ロ
ー
マ
で
彼
は
宝
物
庫
を
開
き
、
従
者
た
ち
に
高

価
な
絹
や
金
を
分
け
与
え
た
。「
爾
来
、
ド
イ
ツ
の
男
た
ち
は
、
ロ
ー
マ
で
愛

さ
れ
ま
た
重
ん
ぜ
ら
れ
た
（sid

ir
 
w
arin

 
d
iu
tsch

i
 
m
an
/ci

 
R
om
e
 
lıf

 
u
n
ti w

ersam

）」（
二
八
節
）
｜
｜
。

三
節

さ
て
、
カ
エ
サ
ル
と
ド
イ
ツ
人
が
織
り
な
す
以
上
の
歴
史
絵
巻
は
、
言
う
ま

で
も
な
く
史
実
を
大
き
く
逸
脱
し
た
〞
虚
像
〝
で
あ
り
、
そ
れ
を
伝
え
る
『
ア

ン
ノ
の
歌
』
を
、
古
代
ロ
ー
マ
史
を
研
究
す
る
た
め
の
「
史
料
」
と
し
て
用
い

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
そ
こ
か
ら
、
中
世
の
一
修
道
士
が
抱
い
て
い

た
、
彼﹅
に﹅
と﹅
っ﹅
て﹅
の
「
歴
史
的
真
理
」
を
読
み
取
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
そ

し
て
、
ト
ー
マ
ス
に
よ
れ
ば
上
述
一
九
〜
二
八
節
の
叙
述
こ
そ
、
ま
さ
し
く
か

のO
rigo

 
gen

tis T
eu
ton

icoru
m

、
す
な
わ
ち
グ
ル
ン
ト
マ
ン
が
探
し
求
め
、

見
出
す
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
「
ド
イ
ツ
人
の
起
源
説
話
」
を
創
出
す
べ
く
な

さ
れ
た
最
初
に
し
て
お
そ
ら
く
は
唯
一
の
試
み
に
他
な
ら
な
い
と

113
）

い
う
。

カ
エ
サ
ル
が
二
度
に
わ
た
り
向
か
っ
た
の
は
、
単
一
の
〞
ド
イ
ツ
の
地

（D
eu
tsch

L
a
n
d

）〝
で
は
な
く
、「
ド
イ
ツ
の
諸
地
方
（d

eu
tsch

e
 
L
a
n
-

d
er

）」
に
対
し
て
で
あ

114
）

っ
た
。
そ
こ
に
彼
が
見
出
し
た
の
は
、
や
は
り
〞
ド
イ

ツ
人
〝
で
は
な
く
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
人
、
バ
イ
エ
ル
ン
人
、
ザ
ク
セ
ン
人
、

フ
ラ
ン
ク
人
と
い
う
四
つ
の
互
い
に
独
立
し
、
各
々
固
有
の
出
自
を
有
す
る
団

体
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
の
集
団
は
、
い
か
な
る
契
機
か
ら
一
個
の

共
同
体
へ
と
結
集
し
た
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
確
か
に
明
言
さ
れ
て
は

い
な
い
。
し
か
し
、
彼
ら
の
統
合
が
、
内
部
か
ら
の
自
発
的
な
意
志
に
よ
る
成

果
で
は
な
く
、
カ
エ
サ
ル
に
対
し
そ
れ
ぞ
れ
個
々
の
集
団
が
次
々
に
服
従
し
、

さ
ら
に
彼
の
同
盟
者
に
な
っ
た
こ
と
で
初
め
て
実
現
さ
れ
た
こ
と
は
、
文
脈
上

明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
「
ド
イ
ツ
の
人
々
（d

iu
tisch

i liu
ti

）」、

「
ド
イ
ツ
の
男
た
ち
（d

iu
tsch

i m
an

）」
の
助
け
を
得
て
、
カ
エ
サ
ル
は
元
老

院
に
集
う
貴
族
勢
力
に
勝
利
を
収
め
、
共
和
政
に
代
わ
る
帝
政
を
樹
立
し
た
。

つ
ま
り
、「
ド
イ
ツ
人
」
は
そ
の
形
成
を
、
皇
帝
像
の
原
型
と
も
言
う
べ
き
カ

エ
サ
ル
｜
｜

彼
に
因
ん
で
今
日
で
も
な
お
国
王
た
ち
は
皇
帝

keisere

）と
呼

ば
れ
て
い
る
」
｜
｜
へ
の
服
従
と
同
盟
関
係
に
負
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た

両
者
の
提
携
を
通
じ
て
初
め
て
単
独
支
配
体
制
の
君
主
国
家
と
し
て
の
ロ
ー
マ

帝
国
の
成
立
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
一
言
で
表
現
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ

は
、
ド
イ
ツ
人
の
起
源
説
話
で
あ
る
み
な
ら
ず
、
ロ
ー
マ
帝
国
の
建
国
神
話
で

も
あ
る
｜
｜O

rigo gen
tis T

eu
ton

icoru
m
 
et R

om
an
i Im

perii

。

ラ
ン
ペ
ル
ト
は
、『
編
年
誌
』
に
お
い
て
国
王
と
並
ぶ
諸
侯
の
参
与
に
よ
り

支
え
ら
れ
た
ア
ル
プ
ス
以
北
の
王
国
を
、
繰
り
返
しregn

u
m
 
T
eu
ton

icu
m

と
呼
び
、
政
治
的
視
野
の
中
心
に
据
え
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
読
者
の
一
人

で
あ
っ
た
ラ
イ
ン
地
方
の
不
詳
の
修
道
士
は
、d

iu
tisch

 
rıch

e

に
一
切
言
及

す
る
こ
と
な
く
、
た
だ
ひ
た
す
ら
「
ロ
ー
マ
」
と
い
う
救
済
史
上
最
後
の
世
界

帝
国
の
枠
組
み
の
中
に
、「
ド
イ
ツ
人
（d

iu
tisch

i liu
ti,

d
iu
tsch

i m
an

）」

の
歴
史
の
始
ま
り
と
彼
ら
の
存
在
の
証
し
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、『
ア
ン
ノ
の
歌
』
の
作
者
の
生
き
て
い
る
〞
現
在
〝
の
時
点
に

お
い
て
も
、
か
の
「
ロ
ー
マ
帝
国
」
は
な
お
存
続
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

(190 ) 東海大学紀要文学部
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続
く
二
九
・
三
〇
節
で
は
、「
世
界
の
歴
史
」
の
叙
述
の
契
機
と
な
り
な
が
ら
、

先
送
り
さ
れ
て
い
た
ケ
ル
ン
、
あ
る
い
は
そ
の
他
の
諸
都
市
の
起
源
、
い
わ
ば

O
rigo

 
u
rbiu

m

が
述
べ
ら
れ
る
。
カ
エ
サ
ル
の
後
継
者
と
な
っ
た
ア
ウ
グ
ス

ト
ゥ
ス
に
因
ん
で
そ
の
名
を
与
え
ら
れ
た
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
、
ア
グ
リ
ッ
パ
の

手
に
成
る
ケ
ル
ン
、
カ
エ
サ
ル
の
遠
征
時
に
既
に
ロ
ー
マ
人
が
建
て
た
ヴ
ォ
ル

ム
ス
と
シ
ュ
パ
イ
ア
ー
、
そ
し
て
マ
イ
ン
ツ
、
メ
ッ
ツ
、
ト
リ
ア
ー
…
…
。
物

語
は
、
さ
ら
に
イ
エ
ス
の
降
誕
、
聖
ペ
テ
ロ
の
弟
子
た
ち
に
よ
る
フ
ラ
ン
ク
人

布
教
、
初
代
ケ
ル
ン
司
教
マ
テ
ル
ヌ
ス
の
活
躍
と
続
き
、
そ
こ
か
ら
話
題
は
一

挙
に
三
三
代
司
教
の
ア
ン
ノ
の
時
代
へ
と
跳
躍
す
る
の
で
あ
る
（
三
一
〜
三
三

節
）。
カ
ー
ル
大
帝
や
オ
ッ
ト
ー
大
帝
は
歴
史
の
舞
台
に
登
場
す
る
こ
と
な
く
、

皇
帝
権
が
ロ
ー
マ
人
か
ら
ド
イ
ツ
人
の
手
へ
と
移
譲
さ
れ
た
（T

ra
n
sla
tio

 
Im
p
erii

）
と
の
記
述
も
見
出
さ
れ
な
い
。

た
だ
、
作
者
は
四
〇
節
に
お
い
て
、「
第
四
の
ハ
イ
ン
リ
ヒ
」
の
下
でrıch

e

の
秩
序
が
大
い
に
乱
れ
、
殺
人
、
略
奪
、
放
火
に
よ
り
教
会
と
諸
地
方
が
荒
廃

に
帰
し
た
こ
と
を
悲
嘆
し
た
後
、
苦
境
に
あ
え
ぐ
そ
のrıch

e

の
空
間
的
範
囲

を
、
そ
れ
と
境
を
接
す
る
隣
国
の
名
前
を
挙
げ
る
こ
と
で
間
接
的
に
説
明
し
て

い
る
｜
｜“von

 
T
en
em
arc u

n
z in

 
A
pu
liam

/van
 
K
erlin

gin
 
u
n
z an

 
V
n
gerin

”

（「
デ
ン
マ
ー
ク
か
ら
ア
プ
ー
リ
ア
ま
で
、
フ
ラ
ン
ス
か
ら
ハ
ン
ガ

リ
ー
ま
で
」）。
ロ
ー
マ
を
も
含
め
た
こ
のrıch

e

が
、
オ
ッ
ト
ー
ネ
ン

ザ
ー

リ
ア
ー
の
ラ
イ
ヒ
、
す
な
わ
ち
一
〇
世
紀
末
以
降
ま
す
ま
す
「
ロ
ー
マ
的

（ro
m
isch

）」
な
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
た
「
帝

国

インペリウム」
を
指
し
て
い
る
こ

と
に
疑
い
の
余
地
は
あ
る

115
）

ま
い
。
そ
し
て
、
ド
イ
ツ
人
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る

ロ
ー
マ
帝
国
、
と
い
う
国
家
観
は
、
そ
の
皇
帝
の
普
遍
的
支
配
権
に
対
し
異
を

唱
え
た
教
皇
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
七
世
の
姿
勢
と
、
結
果
的
に
は
相
容
れ
な
い
も
の

で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
ト
ー
マ
ス
が
断
言
す
る
よ
う
に
、
こ
の
四
〇
節
を
、
教

皇
の
政
治
的
意
図
を
周
知
の
う
え
で
詩
人
が
提
示
し
た
返
答
と
見
な
し
、
彼
を

「
反
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
派
」
に
分
類
で
き
る
か
は
疑
問
で
あ

116
）

る
が
。

カ
エ
サ
ル
を
ラ
イ
ン
河
岸
の
諸
司
教
都
市
の
建
設
者
と
す
る
見
解
や
、「
ド

イ
ツ
の
諸
地
方
」
に
対
す
る
彼
の
戦
い
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
、
一
一
世
紀
半
ば

に
ラ
イ
ン
・
モ
ー
ゼ
ル
地
方
で
著
さ
れ
た
種
々
の
歴
史
叙
述
の
影
響
を
受
け
た

も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て

117
）

い
る
。
ま
た
、
作
者
に
対
し
、「
ド
イ
ツ
」
な
る

概
念
へ
の
省
察
を
促
す
直
接
の
契
機
を
提
供
し
た
の
が
、
ラ
ン
ペ
ル
ト
の

regn
u
m
 
T
eu
ton

icu
m

の
語
法
で
あ
っ
た
こ
と
も
確
か
で
あ

118
）

ろ
う
。
し
か
し

な
が
ら
、
ロ
ー
マ
帝
国
の
樹
立
を
ド
イ
ツ
人
の
活
躍
に
帰
す
る
と
い
う
構
図
は
、

当
時
他
に
例
を
見
な
い
新
た
な
る
着
想
で

119
）

あ
る
。
そ
し
て
、
後
世
に
対
す
る
影

響
と
い
う
観
点
か
ら
す
る
と
、『
編
年
誌
』
の
場
合
と
は
対
照
的
に
、『
ア
ン
ノ

の
歌
』
は
相
当
な
成
果
を
挙
げ
る
こ
と
が
で

120
）

き
た
。

作
品
自
体
の
影
響
力
は
、
ジ
ー
ク
ブ
ル
ク
／
ケ
ル
ン
周
辺
に
限
ら
れ
て
お
り
、

今
日
伝
存
す
る
中
世
の
写
本
は
一
点
も
な
い
。
た
だ
、
カ
エ
サ
ル
と
ド
イ
ツ
人

に
関
す
る
叙
述
部
分
の
み
は
、
ケ
ル
ン
大
司
教
を
主
題
と
す
る
詩
作
か
ら
切
り

離
さ
れ
、
改
変
さ
れ
た
形
で
上
述
の
『
皇
帝
年
代
記
（K

a
iserch

ro
n
ik

）』

（
一
一
五
〇
年
頃
、
レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル
ク
で
成
立
）
の
冒
頭
へ
と
組
み
込
ま
れ
た
。

広
く
流
布
し
た
そ
の
多
数
の
写
本
を
通
じ
て
、
物
語
は
、
一
三
世
紀
に
『
シ
ュ

ヴ
ァ
ー
ベ
ン
・
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
』、『
ザ
ク
セ
ン
世
界
年
代
記
』、
ヤ
ン
ス

エ

ニ
ケ
ル
『
世
界
年
代
記
』、
さ
ら
に
ヤ
ー
コ
プ

ツ
ヴ
ィ
ン
ガ
ー
・
フ
ォ
ン
・

ケ
ー
ニ
ヒ
ス
ホ
ー
フ
ェ
ン
『
年
代
記
』（
一
四
〇
〇
年
頃
）
等
々
の
諸
作
品
へ

と
受
け
継
が
れ
、
ま
た
そ
こ
か
ら
様
々
な
逸
話
を
新
た
に
派
生
さ
せ
て
い
っ
た
。

例
え
ば
、『
ア
ン
ノ
の
歌
』
の
伝
え
る
ロ
ー
マ
帝
国
の
成
立
事
情
に
即
す
れ

ば
、
ド
イ
ツ
人
が
皇
帝
権
に
対
し
影
響
力
を
行
使
す
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
は
、

(189 )

〝叙任権闘争"と regnum Teutonicum――〝ドイツ"概念の政治的・歴史的地平――(下)

第76輯（2002）



歴
史
的
に
根
拠
づ
け
ら
れ
て
は
い
る
が
、
そ
の
確
た
る
法﹅
的﹅
根
拠
は
明
記
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、『
ザ
ク
セ
ン
世
界
年
代
記
』
の
二
点
の

写
本
で
は
、
次
の
説
明
が
付
加
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
人
は
、
カ

エ
サ
ル
に
対
し
「
我
々
の
身
体
、
財
産
、
女
性
、
そ
し
て
子
供
た
ち
に
と
っ
て

の
正
し
き
主ヘ
君ル
」
た
る
こ
と
を
申
し
出
、
彼
は
そ
れ
を
受
け
容
れ
た
。「
か
く

し
て
初
め
て
、
帝
国
の
﹇
主ヘ
君ル
の
﹈
選
挙
（d

es rich
es kore

）
は
、
ド
イ
ツ

人
の
君
侯
た
ち
の
力
へ
と
帰
し
た
の
で

121
）

あ
る
」。
一
一
六
〇
年
頃
に
成
立
し
た

『
エ
ー
ベ
ル
ス
ハ
イ
ム
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
年
代
記
』
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
ミ
ニ

ス
テ
リ
ア
ー
レ
ン
が
騎
士
身
分
へ
と
上
昇
し
て
い
く
歴
史
的
要
因
を
、
あ
る
い

は
一
三
世
紀
末
頃
に
ヤ
ン
ス

エ
ニ
ケ
ル
は
、
ド
イ
ツ
人
が
ロ
ー
マ
帝
国
の
主

要
な
担
い
手
で
あ
り
な
が
ら
ロ
ー
マ
法
に
よ
り
裁
か
れ
な
い
理
由
を
、
そ
れ
ぞ

れ
カ
エ
サ
ル
の
偉
業
に
帰
せ
し
め
た
。「
ロ
ー
マ
史
は
、
い
わ
ば
カ
エ
サ
ル
と

と
も
に
ド
イ
ツ
人
の
も
と
に
到
来
し
、
以
後
彼
ら
の
歴
史
と
緊
密
に
結
び
つ
い

た
の
で
あ
る
」（
フ
ィ
ヒ
テ

122
）

ナ
ウ
）。

こ
う
し
た
広
範
で
長
期
に
わ
た
る
伝
播
・
受
容
は
、
い
か
な
る
事
情
か
ら
可

能
と
な
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
一
九
世
紀
以
降
の
歴
史
学
者
が
「
民
族
」
の
視

座
か
ら
躊
躇
う
こ
と
な
く

ド
イ
ツ
・
ラ
イ
ヒ
」と
呼
ん
で
き
た
中
世
のrıch

e

＝
im
periu

m

を
、
叙
任
権
闘
争
期
以
後
の
時
代
に
生
き
た
知
識
人
は
、「
国

家
」
と
い
う
範
疇
か
ら
捉
え
、
カ
エ
サ
ル
に
よ
り
樹
立
さ
れ
、
さ
ら
に
普
遍

的
・
キ
リ
ス
ト
教
的
性
格
を
刻
印
さ
れ
た
「
ロ
ー
マ
帝

国

インペリウム」
の
伝
統
の
中
に

位
置
づ
け
て
い
た
こ
と
を
強
く
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
皇
帝
権

の
性
格
を
「
ロ
ー
マ
」
と
規
定
す
る
観
念
が
、
オ
ッ
ト
ー
三
世
に
よ
っ
て
初
め

て
明
示
さ
れ
、
コ
ン
ラ
ー
ト
二
世
以
降
歴
代
君
主
の
間
で
定
着
し
て
い
っ
た
こ

と
に
つ
い
て
は
、
二
章
一
節
で
触
れ
た
。
そ
し
て
、『
ア
ン
ノ
の
歌
』
と
ほ
ぼ

同
時
期
、
す
な
わ
ち
叙
任
権
闘
争
の
渦
中
に
著
さ
れ
た
そ
の
他
の
歴
史
叙
述
に

は
、
か
の
詩
人
が
明
言
し
て
い
な
か
っ
た
〞
現
在
〝
の
帝
国
に
つ
い
て
、
こ
れ

を
古
代
の
「
ロ
ー
マ
帝
国
」
の
直
接
的
連
続
体
と
捉
え
、
ド
イ
ツ
人
を
ロ
ー
マ

人
に
代
わ
る
正
当
な
継
承
者
と
す
る
見
解
が
現
れ
始
め
る
の
で

123
）

あ
る
。

『
ア
ン
ノ
の
歌
』
の
数
年
前
に
『
ハ
ン
ブ
ル
ク
教
会
史
』（
一
〇
七
二
｜
七
五

／
七
六
年
成
立
）
を
著
し
た
ア
ダ
ム
・
フ
ォ
ン
・
ブ
レ
ー
メ
ン
（
？
｜
一
〇
八

五
年
以
前
）
は
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
三
世
を
「
皇カエ
帝サル
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
以
来
九
〇
代

目
の
ロ
ー
マ
人
の
皇
帝
」
と
呼
び
、
中
世
に
お
い
て
初
め
て
〞
現
在
〝
の
支
配

者
を
古
代
ロ
ー
マ
皇
帝
の
後
継
者
に
算

124
）

え
た
。
そ
の
四
半
世
紀
後
に
、
バ
ン
ベ

ル
ク
の
ミ
ヒ
ェ
ル
ス
ベ
ル
ク
修
道
院
で
親
皇
帝
派
的
立
場
か
ら
『
年
代
記
』

（
一
一
〇
〇
年
頃
成
立
）
を
著
し
た
フ
ル
ト
ル
フ

？
｜
一
一
〇
三
年
）
は
、
こ

の
算
え
方
を
整
序
・
体
系
化
し
、
ま
た
そ
の
他
の
東
フ
ラ
ン
ク

〞
ド
イ
ツ
〝

国
王
・
皇
帝
に
つ
い
て
も
、
国
王
選
出
に
言
及
す
る
際
、
常
に
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ

ス
以
来
の
歴
代
序
数
を
付
記
し
て

125
）

い
る
。
な
お
、
ア
ダ
ム
は
そ
の
大
部
の
著
作

に
お
い
て
「
ド
イ
ツ
人
」
に
僅
か
一
度
し
か
言
及
し
て
い
な
い
が
、
そ
れ
は
特

徴
的
な
こ
と
に
「
ロ
ー
マ
帝
国
」
と
の
関
連
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
八
世
紀
半

ば
に
ボ
ニ
フ
ァ
テ
ィ
ウ
ス
が
改
宗
さ
せ
た
異
教
徒
を
「
ド
イ
ツ
人
の
民

（T
eu
ton

u
m
 
popu

li

）」
と
記
し
た
後
、「
彼
ら
の
下
で
今
日
、
ロ
ー
マ
帝
国

の
統
治
（su

m
m
a
 
im
perii R

om
an
i

）
が
栄
え
、
花
開
い
て

126
）

い
る
」、
と
。

『
皇
帝
ハ
イ
ン
リ
ヒ
四
世
伝
』（
一
一
〇
六
／
七
年
頃
成
立
）
を
著
し
た
ハ
イ
ン

リ
ヒ
の
側
近
に
と
っ
て
、
一
一
〇
六
年
に
不
遇
の
う
ち
に
そ
の
生
涯
を
閉
じ
た

皇
帝
は
、「
ロ
ー
マ
の
栄
光
、
帝
国
の
誉
れ
」
で
あ
っ
た
。「
そ
の
死
を
嘆
き
悲

し
む
の
は
私
の
み
で
は
な
い
。
ロ
ー
マ
は
悼
み
、
全
ロ
ー
マ
帝
国
が
涙
を
流
し

て

127
）

い
る
」。
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四
節

中
世
〞
ド
イ
ツ
人
〝
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
近
代
の
〞
歴
史
神
話
〝

と
こ
ろ
で
、
フ
ラ
ン
ク
人
の
「
ト
ロ
イ
ア
起
源
説
話
」
を
初
め
と
す
る
各
々

の
起
源
説
話
が
、（
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
）
系
譜
関
係
に
よ
り
基
礎
づ
け
ら
れ

た
「
血
縁
共
同
体
（A

b
sta
m
m
u
n
g
sg
em
ein
sch

a
ft

）」
の
「
出
自
伝
説

（H
erk

u
n
ftssa

g
e

）」
と
い
う
特
徴
を
帯
び
て
い
た
の
に
対
し
、
ト
ー
マ
ス
が

『
ア
ン
ノ
の
歌
』
の
中
に
見
出
し
た
ド
イ
ツ
人
のO

rigo

は
、
既
成
の
四
集
団

の
統
合
プ
ロ
セ
ス
を
カ
エ
サ
ル
に
よ
る
ロ
ー
マ
帝
国
の
「
建
国
神
話
」
と
組
み

合
わ
せ
た
も
の
で
あ
り
、
前
者
と
は
か
な
り
性
格
を
異
に
し
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
同
種
の
出
自
伝
説
を
新
た
に
創
出
す
る
た
め
の
手
が
か
り
が
、

ド
イ
ツ
人
に
ま
っ
た
く
欠
け
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
中
世
の
知
識

人
の
好
ん
だ
イ
シ
ド
ー
ル
ス
流
の
語
源
的

128
）

解
釈
の
手
法
を
も
っ
て
、Teu

ton
ici

と
い
う
民
族
名
の
由
来
か
ら
発
し
て
、
そ
の
祖
先
をT
eu
ton

es

、
す
な
わ
ち

古
代
の
「
テ
ウ
ト
ー
ネ
ス
族
」
に
遡
ら
せ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
ろ
う
。
彼

ら
は
、
キ
ン
ブ
リ
族
と
と
も
に
、
紀
元
前
二
世
紀
初
頭
に
ガ
リ
ア
に
侵
入
し
、

前
一
〇
二
年
ロ
ー
マ
の
将
軍
マ
リ
ウ
ス
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
壊
滅
せ
ら
れ
た
ゲ
ル
マ

ン
系
民
族
で

129
）

あ
り
、
そ
の
存
在
は
、
オ
ロ
シ
ウ
ス
の
著
作
等
を
通
じ
て
中
世
に

お
い
て
も
知
ら
れ
て
い
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
テ
ウ
ト
ー
ネ
ス
族
を
ド
イ
ツ

人
と
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
伝
統
形
成
の
試
み
は
、
中
世
に
お
い
て
一
度
も
な

さ
れ
る
こ
と
が
な
か

130
）

っ
た
。
確
か
に
彼
ら
は
決
定
的
敗
北
を
喫
し
た
も
の
の
、

そ
れ
が
必
ず
し
も
欠
点
で
な
い
こ
と
は
、
ま
さ
に
そ
の
敗
北
に
民
族
の
歴
史
の

出
発
点
を
据
え
た
「
ト
ロ
イ
ア
起
源
説
話
」
の
例
が
反
証
と
な
ろ
う
。
そ
し
て
、

隣
国
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
カ
ペ
ー
王
家
が
こ
の
伝
説
を
積
極
的
に
採
り
入
れ
る

こ
と
で
、
自
ら
が
フ
ラ
ン
ク

カ
ロ
リ
ン
グ
的
伝
統
の
正
当
な
後
継
者
た
る
こ

と
の
証
し
と
し
て
い
た
の
で

131
）

あ
る
。

ほ
と
ん
ど
唯
一
の
例
外
は
、
そ
の
フ
ラ
ン
ス
人
に
対
抗
し
つ
つ
、
グ
ル
ン
ト

マ
ン
の
挙
げ
る
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
（
？
｜
一
三
〇
〇
年
以
前
、
本
章
一
節
）
が
、

〞
ト
ロ
イ
ア
〝
と
一
三
世
紀
の
半
ば
に
案
出
さ
れ
たT

h
eu
ton

な
る
巨
人
を
め

ぐ
る
伝
説
を
組
み
合
わ
せ
、
脚
色
し
た
物
語
で
あ
る
。
破
壊
さ
れ
た
か
の
都
市

か
ら
逃
走
し
た
人
々
の
う
ち
、
ア
エ
ネ
ア
ス
が
イ
タ
リ
ア
に
向
か
っ
た
の
に
対

し
、
小
プ
リ
ア
モ
ス
に
率
い
ら
れ
た
集
団
は
、
ガ
リ
ア
の
地
に
定
住
し
て
「
ド

イ
ツ
人
の
女
性
た
ち
（T

h
eu
ton

ici m
u
lieres

）」
を
妻
に
娶
っ
た
。
彼
女
た

ち
は
、
丸
々
と
太
っ
て
お
り
、
剛
健
な
子
供
を
生
む
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ

る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
彼
女
た
ち
の
始
祖
た
るT

h
eu
ton

は
、
巨
人
で
あ

っ
た
か
ら
で
あ
り
、
か
のT

h
eu
ton

か
ら

ド
イ
ツ
人
（T

h
eu
ton

ici

）」と
い

う
名
前
も
由
来
す
る
の
で
あ
る

132
）

、
と
。
後
世
に
ほ
と
ん
ど
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と

の
な
か
っ
た
こ
の
寓
話
か
ら
窺
わ
れ
る
の
は
、
当
時
の
知
識
人
た
ち
が
自
ら
の

過
去
を
省
察
す
る
際
に
直
面
し
た
困
惑
ぶ
り
と
、
そ
の
途
方
に
暮
れ
た
姿
で
は

な
か
ろ

133
）

う
か
。

ド
イ
ツ
人
の
過
去
を
も
は
や
ロ
ー
マ
帝
国
に
で
は
な
く
、「
ゲ
ル
マ
ン
人
」

へ
と
結
び
つ
け
る
道
筋
は
、
一
五
世
紀
中
葉
、
久
し
く
埋
も
れ
て
い
た
タ
キ
ト

ゥ
ス
の
『
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ア
』
を
イ
タ
リ
ア
の
人
文
主
義
者
が
〞
再
発
見
〝
し
た

こ
と
に
よ
り
初
め
て
切
り
拓
か

134
）

れ
た
。
こ
の
出
来
事
は
、
中
世
末
期
か
ら
近
世

初
期
に
か
け
て
の
激
動
、
す
な
わ
ち
そ
れ
ま
で
皇
帝
権
（im

p
eriu

m

）
と
教

皇
権
（sa

cerd
o
tiu
m

）
に
よ
り
象
徴
さ
れ
て
き
た
中
世
世
界
の
キ
リ
ス
ト
教

的
普
遍
主
義
の
秩
序
が
崩
壊
へ
と
向
か
い
｜
｜
「
ド
イ
ツ
国
民
の
神
聖
ロ
ー
マ

帝
国
（H

eilig
es R

o
m
isch

es R
eich d

eu
tsch

er N
a
tio
n

）」
と
い
う
奇
妙

な
名
辞
に
表
出
さ
れ
た
皇
帝
権
の
自
己
限
定
、
帝
国
改
造
論
議
、
ロ
ー
マ
教
皇

庁
の
権
威
低
下
と
宗
教
改
革
の
勃
発
等
々
｜
｜
、
反﹅
ロ﹅
ー﹅
マ﹅
感
情
が
尖
鋭
化
し

て
い
く

135
）

中
で
、
ド
イ
ツ
人
を
ゲ
ル
マ
ン
人
と
同﹅
一﹅
視﹅
す
る
と
い
う
新
た
な
る
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「
起
源
説
話
」
の
創
出
へ
と
展
開
し
て
い
く
。
イ
タ
リ
ア
の
人
文
主
義
者
が
ゲ

ル
マ
ン
人
を
未
開
の
野
蛮
人
と
見
下
し
た
の
に
対
し
、
ド
イ
ツ
の
、
と
り
わ
け

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
系
人
文
主
義
者
は
、
タ
キ
ト
ゥ
ス
の
描
き
出
す
ゲ
ル
マ
ー
ニ

ア
の
森
に
住
む
純
真
で
勇
猛
果
敢
な
土
着
の
民
の
中
に
、
自
由
と
誠
実
を
愛
す

る
誇
る
べ
き
祖
先
の
姿
を
探
し
求
め
た
の
で

136
）

あ
る
。
例
え
ば
、
高
揚
す
る
民
族

感
情
の
激
烈
な
代
弁
者
で
あ
っ
た
フ
ッ
テ
ン
（
一
四
八
八
｜
一
五
二
三
年
）
が
、

〞
ゲ
ル
マ
ン

ド
イ
ツ
民
族
〝
の
過
去
に
見
出
し
た
歴
史
的
英
雄
と
は
、
ト
イ

ト
ブ
ル
ク
森
の
戦
い
で
皇
帝
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
の
派
遣
し
た
ロ
ー
マ
軍
団
を
壊

滅
さ
せ
た
「
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ア
の
解
放
者
」、
ケ
ル
ス
キ
族
の
指
導
者
ア
ル
ミ
ニ

ウ
ス
で
あ
り
、
も
は
や
か
の
皇
帝
の
義
父
で
は
な
か
っ
た
。

反
ロ
ー
マ
」
の
ト
ポ
ス
は
、
そ
の
後
の
三
十
年
戦
争
を
経
て
「
反
フ
ラ
ン

ス
」
へ
と
鉾
先
を
転
じ
、
今
や
ド
イ
ツ
語
化
さ
れ
て
「
ヘ
ル
マ
ン
」
と
呼
ば
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
勇
者
は
、
詩
作
・
小
説
・
劇
作
品
を
通
じ
て
広
範
な
大
衆
の

心
を
捉
え
て
い
く
。
異
民
族
支
配
の
危
機
的
状
況
か
ら
祖
国
を
救
っ
た
自
由
の

闘
士
と
い
う
英
雄
像
は
、
ク
ラ
イ
ス
ト
の
戯
曲
『
ヘ
ル
マ
ン
の
戦
い
』（
一
八

〇
八
年
）
に
お
い
て
最
終
的
に
確
立
さ
れ
る
。
そ
の
執
筆
が
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
指

揮
下
の
フ
ラ
ン
ス
軍
に
よ
る
占
領
と
時
を
同
じ
く
し
て
い
る
の
は
、
も
と
よ
り

偶
然
の
符
合
で
は

137
）

な
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
時
期
、
す
な
わ
ち
一
八
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
の
転
換
期
に

お
い
て
、
救
う
べ
き
「
祖
国
（V

a
terla

n
d

）」、
あ
る
い
は
そ
の
愛
国
心
に
訴

え
か
け
る
べ
き
「
国
民
（N

a
tio
n

）」
と
は
、
い
っ
た
い
何
を
指
し
示
し
え
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
本
来
そ
の
大
枠
を
提
供
す
る
は
ず
の
「
ド
イ
ツ
国
民
の
神
聖

ロ
ー
マ
帝
国
」
は
、
諸
領
邦
の
政
治
的
分
立
と
信
仰
の
分
裂
を
克
服
で
き
な
い

ま
ま
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
政
府
へ
の
敗
北
を
通
じ
て
統
合
の
求
心
力
を
失
い
、
今

や
「
国
家
」
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
「
状
態
」
に
近
い
観
を
呈
し
て
い
た
。

「
ド
イ
ツ
と
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
私
は
そ
の
国
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

教
養
あ
る
ド
イ
ツ
が
始
ま
る
と
こ
ろ
、
政
治
的
ド
イ
ツ
は
終
わ
る
の
だ
」（
ゲ

ー
テ
・
シ
ラ
ー
『
ク
セ
ー
ニ
エ
ン
』
一
七
九
七
年
）。
そ
の
一
〇
年
後
の
一
八

〇
六
年
の
八
月
六
日
、
す
な
わ
ち
フ
ラ
ン
ツ
二
世
が
神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝
の
地
位

を
退
い
た
日
に
、
カ
ー
ル
ス
バ
ー
ト
の
湯
治
先
か
ら
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
に
帰
る
旅

の
途
上
に
あ
っ
た
ゲ
ー
テ
は
、
次
の
よ
う
に
日
記
に
書
き
留
め
た
。「
御
者
台

で
の
御
者
と
召
使
い
の
口
論
。
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
を
ロ
ー
マ
帝
国
の
分
裂
よ
り

も
興
奮
さ

138
）

せ
た
」。

現
実
の
政
治
世
界
に
お
け
る
混
迷
が
深
刻
化
す
る
な
か
、
一
九
世
紀
以
降
の

歴
史
認
識
｜
｜

教
養
あ
る
ド
イ
ツ
が
始
ま
る
と
こ
ろ
」｜
｜
に
対
し
決
定
的
と

も
言
え
る
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
の
が
、
か
つ
て
ヘ
ル
ダ
ー
（
一
七
四
四

｜
一
八
〇
三
年
）
に
よ
っ
て
革
命
前
夜
に
唱
え
ら
れ
た

民
族
精
神

V
o
lk
s-

g
eist

）」
論
で
あ
る
。
彼
は
、「
国
民
」
を
構
成
す
る
属
性
と
し
て
、
国
家
原

理
へ
の
賛
同
を
基
軸
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
流
の
政
治
的
結
合
で
は
な
く
、
共
通
の

「
言
語
」、「
文
化
」
を
据
え
、
か
か
る
集
合
体
を
呼
ぶ
際
に
、
そ
れ
ま
で
主
と

し
て
下
層
の
民
を
指
す
蔑
称
で
あ
っ
た
「
フ
ォ
ル
ク
（

139
）

V
o
lk

）」
を
用
い
た
。

フ
ォ
ル
ク
と
は
、
植
物
が
庭
園
に
お
い
て
生
育
す
る
如
く
、
神
の
摂
理
に
よ
り

導
か
れ
る
世
界
の
中
に
あ
っ
て
自﹅
然﹅
に﹅
生
成
し
、
各
々
固
有
の
成
長
を
遂
げ
て

い
く
有
機
的

オルガーニシュ
な
生
命
体
で
あ
る
、
と
。
言
語
・
文
化
共
同
体
と
し
て
の
「
民フォ

族ルク
」
の
〞
発
見
〝
は
、
そ
の
後
、
啓
蒙
主
義
の
理
性
的
思
考
や
進
歩
史
観
あ
る

い
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
急
進
化
に
反
発
し
つ
つ
も
、
同
時
に
自
ら
が
〞
遅
れ
て

き
た
国
民
〝
で
あ
る
こ
と
に
焦
燥
感
を
抱
く
ロ
マ
ン
主
義
期
の
知
識
人
に
よ
っ

て
歓
呼
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
定
立
さ
れ
た
公
準
と

は
、
人
為
的
に
造
ら
れ
た
「
国
家
」
に
先
立
つ
〞
自
然
〝
に
し
て
等
質
な
る

「
民
族
」
の
始
源
的
存
在
と
、
い
か
な
る
歴
史
の
変
遷
を
も
超
え
て
保
持
さ
れ
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続
け
る
そ
の
個
性
の
不
変
性
で
あ
っ
た
｜
｜

ま
ず
最
初
に
フ
ォ
ル
ク
あ

140
）

り
き
」。

こ
こ
に
初
め
て
、
一
八
世
紀
ま
で
国
法
学
者
に
よ
っ
て
制
度
史
的
観
点
か
ら

著
さ
れ
て
き
た
「
帝
国
ラ
イ
ヒ

の
歴
史
」
に
代
わ
る
、「
ド
イ
ツ
民フォ
族ルク
の
歴
史
」
を
統

一
的
に
叙
述
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
始
ま
り
を
フ
ラ
ン

ス
人
と
同
様
、
否
、
彼
ら
を
も
凌
ぐ
よ
り
古
き
ゲ
ル
マ
ン
人
の
時
代
へ
と
接
合

さ
せ
る
こ
と
を
通
じ
て
、
歴
史
学
者
は
、
一
九
世
紀
の
〞
現
在
〝
に
お
け
る

「
ド
イ
ツ
人
」
な
る
も
の
の
存
在
理
由
を
、
太
古
か
ら
の
連
続
性
と
い
う
歴﹅
史﹅

的﹅
観
点
か
ら
正
当
化
し
よ
う
と
試
み
た
の
で

141
）

あ
る
。
実
の
と
こ
ろ
、
彼
ら
は
、

「
国
民
」
に
な
る
こ
と
に
、
つ
い
今
し
方
よ
う
や
く
目
覚
め
た
ば
か
り
で
あ
り
、

そ
の
統
合
を
実
現
す
べ
き
革
命
は
な
お
未
完
で
あ
っ
た
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
。「
こ
れ
こ
そ
が
、
一
九
世
紀
ド
イ
ツ
の
革
命
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
街
路
で

は
な
く
、
学
者
の
書
斎
で
起
き
た
の
で
あ
る
」（
ヴ
ェ
ル

142
）

ナ
ー
）。

た
だ
し
、
原
初
的
統
一
体
と
し
て
想
定
さ
れ
た
は
ず
の
〞
ゲ
ル
マ
ン

ド
イ

ツ
民
族
〝
が
、T

eu
ton

ici ＝

ド
イ
ツ
人
」
と
し
て
史
料
に
そ
の
姿
を
現
し

始
め
る
の
は
、
よ
う
や
く
一
〇
・
一
一
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

か
か
る
時
間
的
乖
離
を
遡
及
的
に
埋
め
合
わ
せ
る
べ
く
、
理
論
的
要
請
の
命
ず

る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
導
入
さ
れ
た
の
が“S

ta
m
m
”

、
す
な
わ
ち
〞
部
族
〝
と

い
う
概
念
で
あ
る
。T

eu
ton

ici

よ
り
も
五
〇
〇
年
余
も
前
にgen

s
と
し
て

史
料
に
登
場
し
、
結﹅
果﹅
的﹅
に
ド
イ
ツ
人
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
っ
た
フ
ラ
ン
ク

人
、
ザ
ク
セ
ン
人
、
バ
イ
エ
ル
ン
人
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
（
ア
レ
マ
ン
）
人
は
、

各
々
固
有
の
ゲ
ル
マ
ン
諸
民
族
で
は
な
く
、
そ
の
歴
史
的
帰
結
を
先
取
り
さ
れ

た
形
で
、〞
ド
イ
ツ
諸
部
族
（d

eu
tsch

e S
ta
m
m
e

）〝
と
位
置
づ
け
ら

143
）

れ
た
。

序
章
で
引
用
し
た
シ
ュ
レ
ー
ジ
ン
ガ
ー
の
発
言
を
、
あ
ら
た
め
て
想
起
さ
れ
た

い
。「
ド
イ
ツ
史
の
始
め
に
は
ド
イ
ツ
諸
部
族
の
一
体
性
の
観
念
が
あ
っ
た
。

ド
イ
ツ
民
族
意
識
は
、
ま
さ
に
ド
イ
ツ
国
家
を
形
成
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で

144
）

あ
る
」。

『
ア
ン
ノ
の
歌
』
の
伝
え
る
カ
エ
サ
ル
と
ド
イ
ツ
人
の
物
語
が
、〞
ゲ
ル
マ
ン

ド
イ
ツ
の
連
続
性
〝
と
い
う
「
創
ら
れ
た

145
）

伝
統
」
と
、〞
史
実
〝
の
再
構
成

を
絶
対
視
す
る
「
実
証
主
義
」
の
規
範
に
よ
る
洗
礼
を
受
け
た
歴
史
学
者
の
眼

に
、
歴
史
の
〞
改
竄
〝
な
い
し
単
な
る
〞
寓
話
〝
と
し
て
し
か
映
ら
な
か
っ
た

と
し
て
も
、
そ
れ
は
至
極
当
然
で
あ
っ
た
。
文
学
作
品
と
し
て
は
と
も
か
く
、

そ
れ
を
自
ら
の
民
族
のO

rigo

を
伝
え
る
〞
史
料
〝
と
し
て
受
け
容
れ
る
こ

と
な
ど
到
底
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で

146
）

あ
る
。
む
し
ろ
、
一
九
世
紀
半
ば
以
降

進
行
し
つ
つ
あ
っ
た
歴
史
学
の
政
治
化
と
い
う
潮
流
の
中
で
、
彼
ら
が
熱
く
議

論
を
闘
わ
せ
た
の
は
、
二
章
二
節
で
言
及
し
た
ギ
ー
ゼ
ブ
レ
ヒ
ト
の
著
作
の
公

刊
（
一
八
五
五
年
）
を
端
に
繰
り
広
げ
ら
れ
た
「
中
世
皇
帝
政
策
論
争
」
で
あ

っ
た
。
オ
ッ
ト
ー
大
帝
以
降
の
歴
代
皇
帝
に
よ
る
イ
タ
リ
ア
政
策
の
歴
史
的
評

価
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
、
そ
の
是
非
を
問
う
視
点
が
、「
大
ド
イ
ツ
主
義
」

対
「
小
ド
イ
ツ
主
義
」
の
相
克
と
い
う
同
時
代
の
現
実
政
治
に
よ
っ
て
規
定
さ

れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
も
は
や
贅
言
を
要
し

147
）

ま
い
。

二
〇
世
紀
の
半
ば
ま
で
続
い
た
論
争
に
参
加
し
た
論
者
が
、
い
ず
れ
の
主
張

に
与
す
る
に
せ
よ
、
引
照
基
準
と
さ
れ
た
の
が
「
フ
ォ
ル
ク
」
な
い
し
「
ネ
ー

シ
ョ
ン
」
に
最
高
の
正
当
性
価
値
を
認
め
る
近
代
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ

148
）

ズ
ム
で
あ
っ

た
点
で
は
両
者
と
も
共
通
の
土
台
に
立
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、「
ロ
ー

マ＝

普
遍
的
」
対
「
ド
イ
ツ＝

ナ
シ
ョ
ナ
ル
」
と
い
う
二
項
対
立
の
思
考
カ
テ

ゴ
リ
ー
を
知
ら
な
い
時
代
に
生
き
た
ラ
イ
ン
地
方
の
一
修
道
士
は
、〞
想
像
の

共
同
体
〝
と
い
う
幻
影
に
惑
わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
中
世
と
い
う
時
代
の
本
質

を
は
る
か
に
透
徹
し
た
眼
差
し
で
捉
え
て
い
た
と
言
え
る
。

再
び
本
章
の
主
題
へ
と
戻
ろ
う
。
ド
イ
ツ
人
の
起
源
説
話
は
、
な
ぜ
他
の

(185)
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gen
s

の
よ
う
な
出﹅
自﹅
伝﹅
説﹅
と
い
う
形
を
と
ら
な
い
の
か
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
単

一
のgen

s

と
し
て
の
「
ド
イ
ツ
人
」
は
、
本﹅
源﹅
的﹅
に﹅
は﹅
存
在
し
な
か
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
共
通
の
出
自
に
よ
り
基
礎
づ
け
ら
れ
た
血
縁
共
同
体
の
一
員
で
あ

る
と
い
う
帰
属
意
識
は
、
す
く
な
く
と
も
「
ド
イ
ツ
人
」
の
次
元
に
お
い
て
は

未
生
で
あ

149
）

っ
た
。
こ
の
こ
と
が
不
可
解
に
思
わ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、

ド
イ
ツ
人
を
「
民フォ
族ルク
」
と
い
う
観
点
か
ら
フ
ラ
ン
ス
人
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
、

ロ
シ
ア
人
、
ボ
ヘ
ミ
ア
人
等
々
と
同
列
に
置
く
一
方
、
フ
ラ
ン
ク
人
、
ザ
ク
セ

ン
人
等
々
に
は
｜
｜
あ
た
か
も
〞
ド
イ
ツ
民
族
〝
の
構
成
員
た
る
こ
と
を
予
め

運
命
づ
け
ら
れ
て
い
た
か
の
如
く
｜
｜
、
そ
の
下
位
集
団
の
意
味
で
の
〞
ド
イ

ツ
部シュ
族タム
〝
と
し
て
の
地
位
し
か
認
め
な
か
っ
た
ロ
マ
ン
主
義
以
来
の
イ
メ
ー
ジ

が
、
多
か
れ
少
な
か
れ
今
日
に
も
な
お
影
響
し
続
け
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
ま
さ
に
『
ア
ン
ノ
の
歌
』
が
描
き
出
し
た
よ
う
に
、〞
部
族
〝
へ
と

格
下
げ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
れ
ら
四
つ
のgen

tes
こ
そ
、
実
は
ヴ
ェ
ン
ス
ク

ス
の
意
味
で
の
エ
ト
ノ
ス
、
す
な
わ
ち
出
自
を
共
有
す
る
と
い
う
確
信
を
絆
と

し
つ
つ
、
絶
え
ざ
る
変
成
過
程
の
中
で
独
自
の
歴
史
意
識
を
培
い
つ
つ
あ
っ
た

伝
統
共
同
体
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
グ
ル
ン
ト
マ
ン
の
類
型
に
即
す
れ
ば
、
本
来

個
々
の
「
民
族
」
と
し
て
扱
わ
れ
る
べ
き
団
体
だ
っ
た
の
で

150
）

あ
る
。
そ
し
て
、

ド
イ
ツ
人
は
、
こ
れ
ら
自
立
し
たgen

tes

が
相
互
に
対
等
な
関
係
で
、
共
に

強
大
な
支
配
と
崇
高
な
る
権
威
に
服
す
る
こ
と
を
通
じ
て
初
め
て
誕
生
し
た
上

位
の
大
集
団
｜
｜
そ
れ
を
大
民
族
（G

ro
ß
v
o
lk

）
と
呼
ぶ
か
、「
ネ
ー
シ
ョ

ン
」
と
呼
ぶ
か
は
さ
し
あ
た
り
重
要
で
は
な
い
｜
｜
と
位
置
づ
け
ら
れ
ね
ば
な

ら
な
い
。

詩
人
が
提
示
す
る
こ
の
見
取
り
図
は
、
中
世
に
お
け
る
ド
イ
ツ
人
の
生
成
過

程
を
め
ぐ
る
近
年
の
研
究
成
果
と
、
ほ
ぼ
合
致
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
す
な
わ

ち
、「
民
族
」
と

国
家
」
の
歴
史
的
先
後
関
係
は
、
エ
ー
ラ
ー
ス
に
よ
っ
て
逆

転
さ
せ

151
）

ら
れ
、
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
は
、
古
代
末
期
・
中
世
初
期
のgen

tes

が
、
ま

ず
カ
ロ
リ
ン
ガ
ー
の
支
配
下
に
編
入
さ
れ
、
フ
ラ
ン
ク
の
行
政
上
の
単
位
で
あ

る

分
国

regn
a

）」
を
枠
組
み
す
る
再
編
成
作
用

“R
eg
en
tilisieru

n
g
”

）

を
通
じ
て
大
き
く
変
質
を
遂
げ
、
次
い
で
こ
の
う
ち
東
フ
ラ
ン
ク
王
国
を
構
成

し
た
複
数
のgen

tes

か
ら
ド
イ
ツ
人
が
二﹅
次﹅
的﹅
に
形
成
さ
れ
て
い
く
見
取
り

図
を
描
き
出
し
た
｜
｜
「
ま
ず
最
初
に
諸
民
族
（V

o
lk
er

）
と
東
フ
ラ
ン
ク

王
国
あ

152
）

り
き
」。
そ
し
て
、
か
か
る
結
集
を
も
た
ら
す
統
合
力
と
し
て
作
用
し

た
の
は
、
ボ
イ
マ
ン
に
よ
れ
ば
個
々
のgen

tes

の
次
元
を
超
え
た
（su

-

p
ra
g
en
til

）、
普
遍
的
・
キ
リ
ス
ト
教
的
な
ロ
ー
マ
皇
帝
権

インペリウム
の
観
念
で
あ
っ
た

と
さ
れ
る
の
で

153
）

あ
る
。

統
合
の
絆
た
る
ロ
ー
マ
皇
帝
権
、
な
い
し
フ
ラ
ン
ク
的
伝
統
と
い
う
正
当
性

原
理
が
、
仮
に
欠
落
し
て
い
た
と
な
ら
ば
、
そ
の
後
の
歴
史
は
い
っ
た
い
ど
の

よ
う
に
展
開
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
モ
ー
ラ
フ
の
推
測
に
よ
れ
ば
、
各gen

tes

は
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
独
自
の
国
家
形
成
に
向
か
っ
た
か
、
あ
る
い
は
力
に
優
る

単
一
のgen

s

｜
｜
例
え
ば
ザ
ク
セ
ン
人
｜
｜
に
よ
る
他
の
諸gen

tes

に
対
す

る
ヘ
ゲ
モ
ニ
ア
ー
ル
な
支
配
体
制
の
構
築
に
い
た
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
も

か
く
、
ド
イ
ツ
人
の
よ
う
な
巨
大
な
集
団
が
〞
自
然
に
〝
形
成
さ
れ
る
と
い
う

こ
と
は
、
ほ
ぼ
確
実
に
不
可
能
で
あ
っ
た
｜
｜
「
ロ
ー
マ
帝
国
な
く
し
て
ド
イ

ツ
・
ネ
ー
シ
ョ
ン

154
）

な
し
」。

ド
イ
ツ
人
が
こ
う
し
た
複
雑
な
政
治
的
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
よ
う
や
く
生
み
出

さ
れ
た
歴
史
的
形
成
の
所
産
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、「
ド
イ
ツ
と
は
何
か
」

と
い
う
本
稿
の
懸
案
に
対
す
る
返
答
も
自
ず
か
ら
明
ら
か
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

彼
ら
が
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
ほ
と
ん
ど
唯
一
確
認
で
き
た
の
は
、
い

み
じ
く
も
『
ア
ン
ノ
の
歌
』
の
詩
句
に
あ
る
よ
う
に
、
皇カエ
帝サル
に
よ
り
樹
立
さ
れ

た
帝
国
に
お
い
て
、
普
遍
的
皇
帝
権
を
支
え
、
キ
リ
ス
ト
教
世
界
を
守
護
す
る
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使
命
を
担
う
同
盟
者
と
し
て
、「
愛
さ
れ
ま
た
重
ん
ぜ
ら
れ
た
」
と
い
う
確
信
、

誇
り
の
念
に
尽
き
る
で
あ
ろ
う
。「
イ
ン
ペ
リ
ア
ー
ル
な
ラ
イ
ヒ
観
念
こ
そ
、

我
々
﹇＝

ド
イ
ツ
人
﹈
の
ネ
ー
シ
ョ
ン
意
識
の
中
世
的
な
形
態
だ
っ
た
の
で
あ

る
」（
エ
ー
ラ

155
）

ー
ス
）。
見
方
を
変
え
る
な
ら
ば
、
中
世
に
お
け
る
「
ド
イ
ツ
人

の
歴
史
」
は
、「
ロ
ー
マ
帝
国
の
歴
史
」
と
あ
ま
り
に
も
分
か
ち
難
く
結
び
つ

い
て
い
た
の
で
あ
り
、
帝
国
の
伝
統
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
自
己
の
固﹅
有﹅
の﹅
記
憶
、

つ
ま
り
（
グ
ル
ン
ト
マ
ン
の
意
味
で
の
）
叙
述
す
べ
き
「
民
族
の
歴
史
」
を
、

彼
ら
は
未
だ
有
し
て
は
い
な
か
っ
た
の
で

156
）

あ
る
。

『
ア
ン
ノ
の
歌
』
の
作
者
が
今
日
の
研
究
者
と
大
き
く
意
見
を
異
に
す
る
の

は
、
ド
イ
ツ
人
の
生
成
プ
ロ
セ
ス
を
画
す
る
人
物
と
し
て
誰
に
着
目
す
る
か
と

い
う
点
で
あ
る
。
前
者
に
と
っ
て
の
そ
れ
は
、
ロ
ー
マ
帝
国
の
建
国
者
と
し
て

の
ユ
リ
ウ
ス
・
カ
エ
サ
ル
で
あ
り
、
ボ
イ
マ
ン
に
と
っ
て
は
皇
帝
権
の
ロ
ー
マ

的
性
格
を
鮮
明
に
す
る
こ
と
で
結
果
的
にsu

p
ra
g
en
til

な
統
合
の
契
機
を
提

供
し
た
オ
ッ
ト
ー
三
世
で
あ

157
）

っ
た
。
そ
し
て
、
以
上
の
概
観
的
考
察
か
ら
は
、

「
ド
イ
ツ
」
概
念
に
そ
れ
ま
で
欠
け
て
い
た
政﹅
治﹅
的﹅
・
歴﹅
史﹅
的﹅
地
平
が
、
そ
れ

ぞ
れ
ラ
ン
ペ
ル
ト
な
い
し
『
ア
ン
ノ
の
歌
』
に
よ
っ
て
初
め
て
切
り
拓
か
れ
た

と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
遠
き
民
族
移
動
期
に
ま
で
遡
り
、
フ
ラ
ン
ク
帝
国
の

分
裂
以
降
胎
動
し
始
め
た
、
長
期
に
及
ぶ
錯
綜
し
た
歴
史
的
過
程
が
、
オ
ッ
ト

ー
ネ
ン
の
イ
タ
リ
ア
皇
帝
政
策
を
経
て
、
ザ
ー
リ
ア
ー
朝
の
ハ
イ
ン
リ
ヒ
四
世

の
時
代
に
一
つ
の
締
め
く
く
り
を
見
出
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
は
ず
で

158
）

あ
る
。

叙
任
権
闘
争
期
に
生
き
た
不
詳
の
詩
人
は
｜
｜
ド
イ
ツ
人
を
早
く
も
カ
エ
サ
ル

の
時
代
に
登
場
さ
せ
て
し
ま
っ
た
一
点
を
除
け
ば
｜
｜
、
中
世
に
お
け
る
ま
さ

し
く
特﹅
殊﹅
ド﹅
イ﹅
ツ﹅
的﹅
な
歴
史
伝
統
の
創
出
の
経
緯
、
そ
し
て
彼
ら
の
自
己
理
解

の
複
雑
な
諸
相
を
解
き
明
か
し
て
み
せ
る
こ
と
に
見
事
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。
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も
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し
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習
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史
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同
書
に

よ
り
定
礎
さ
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、
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後
ウ
ィ
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大
学
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ヴ
ォ
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フ
ラ
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と
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そ
の
学
派
に
よ
り
発
展
・
深
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
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g
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藤
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古
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史
』
七
、
岩
波
書
店

一
九
九
八
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、
三
｜
七
八
頁
、
二
節
「
エ

ト
ノ
ス
と
国
制
」。

（
107
）
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史
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九
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九

七
｜
一
三
三
頁
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、
我
が
国
の
中
世
史
研
究
に
お
い
てO

rigo
問
題
に
先
鞭

を
つ
け
た
画
期
的
研
究
で
あ
る
が
、
や
は
り
『
ア
ン
ノ
の
歌
』
に
は
触
れ
て
い

な
い
。

（
108
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『
ア
ン
ノ
の
歌
』
は
、
旧
来
ほ
と
ん
ど
も
っ
ぱ
ら
ゲ
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マ
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ス
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よ
っ
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の
作
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ク
ブ
ル
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ケ
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す
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中
部
フ
ラ
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ケ
ン

方
言
地
方
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求
め
る
の
が
定
説
で
あ
る
。
し
か
し
、
押
韻
法
の
特
徴
に
着
目
し

た
ク
ラ
イ
ン
の
近
年
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
東
ヘ
ッ
セ
ン
・
チ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
地

方
｜
｜
こ
の
中
に
は
ア
ン
ノ
と
直
接
・
間
接
に
関
わ
り
の
深
い
ヘ
ル
ス
フ
ェ
ル

ト
、
ザ
ー
ル
フ
ェ
ル
ト
お
よ
び
バ
ン
ベ
ル
ク
が
含
ま
れ
る
（
本
稿
三
章
二
節
参

照
）
｜
｜
の
可
能
性
が
極
め
て
高
く
、
そ
の
東
中
部
ド
イ
ツ
語
圏
出
身
の
人
物

が
、
作
品
を
ジ
ー
ク
ブ
ル
ク
／
ケ
ル
ン
で
著
し
た
と
推
定
さ
れ
る
。T

h
.

K
lein

,
Z
u
r S

p
ra
ch
e u

n
d H

erk
u
n
ft d

es A
n
n
o
lied

es,
in
:
bickelw

ort
 

u
n
d
 
w
ild
iu
 
m
aere.

F
estsch

rift fu
r
 
E
berh

ard
 
N
ellm

an
n
 
zu
m
 
6
5
.

G
ebu

rtstag
,
h
g
,
v
.
D
.
L
in
d
em
a
n
n et a

l.,

（G
o
p
p
in
g
er A

rb
eiten zu

r
 

G
erm

a
n
istik

,
618

）,G
o
p
p
in
g
en 1995,

S
.1
36.

（
109
）

史
料
典
拠
と
関
連
文
献
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
ザ
ル
ツ
ブ
ル
ク
大
編
年

誌
」（
註
９
）、
六
章
三
節
を
参
照
。

（
110
）

H
.
T
h
o
m
a
s,
R
ezen

sio
n zu

:
M
u
ller

M
erten

s,
a
.a
.O
.,
in
:
R
h
V
j-

bll 40,
1976,

S
.280

282,
h
ier S

.280

引
用
句
）.V

g
l.d
ers.,B

em
erk

u
n
g
-

en zu D
a
tieru

n
g
,
G
esta

lt u
n
d G

eh
a
lt d

es A
n
n
o
lied

es,
in
:
Z
s.
f.
d
t.

P
h
ilol.

96,
1977,

S
.24

61,
b
es.

S
.48ff.,

N
D
.
g
ek
u
rzt m

it ein
em

 
N
a
ch
tra
g
,
in
:
D
ie
 
R
eich

sid
ee
 
in
 
d
er
 
d
eu
tsch

en
 
D
ich
tu
n
g
 
d
es

 
M
ittelalters,

h
g
.
v
.
R
.
S
ch
n
ell,

（W
d
F
,
589

）,D
a
rm
sta
d
t 1983,

S
.384

402.

（
111
）

中
世
に
お
け
るO

rigo

全
般
に
つ
い
て
は
、
グ
ラ
ウ
ス
（F

.
G
ra
u
s

）

の
先
駆
的
研
究L

eben
d
ige

 
V
ergan

gen
h
eit.

Ü
b
erlieferu

n
g
 
im

 
M
ittelalter u

n
d
 
in d

en V
orstellu

n
gen vom

 
M
ittelalter,

K
o
ln
W
ien

 
1975,

S
.81ff.,

S
.109ff.

が
出
発
点
と
な
る
。A

.
A
n
g
en
en
d
t,
D
er ein

e
 

A
d
a
m
 
u
n
d
 
d
ie
 
v
ielen

 
S
ta
m
m
v
a
ter.

Id
ee
 
u
n
d
 
W
irk
lich

k
eit d

er
 

O
rigo gen

tis im
 
M
ittela

lter,
in
:
H
erku

n
ft u

n
d
 
U
rspru

n
g.
H
istori-

sch
e u

n
d
 
m
yth
isch

e F
orm

en d
er L

egitim
ation

,
h
g
.
v
.
P
.
W
u
n
d
erli,

S
ig
m
a
rin
g
en
 
1994,

S
.27

52

は
、
幾
多
の
興
味
深
い
論
点
を
指
摘
し
て
い

る
。
個
々
のO

rigo

に
関
し
て
は
、N

ellm
a
n
n
,
S
.92ff.

の
詳
細
な
注
釈
の

他
、
次
の
個
別
研
究
を
参
照
。W

.
S
to
rm
er,

B
eo
b
a
ch
tu
n
g
en
 
zu
 
A
u
s-

sa
g
en u

n
d In

ten
tio
n
en d

er b
a
y
erisch

en S
ta
m
m
es

“S
a
g
e”
d
es 11. /
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12.
Ja
h
rh
u
n
d
erts.

F
ik
tio
n
en

S
a
g
e
“G
esch

ich
tsk

litteru
n
g
”,

in
:

F
alsch

u
n
gen

 
im
 
M
ittelalter,

T
eil 1,

（M
G
H
,
S
ch
riften

,
33

1

）,

H
a
n
n
o
v
er 1988,

S
.451

470,
b
es.

S
.459ff.

T
h
.
Z
o
tz,

E
th
n
o
g
en
ese

 
u
n
d H

erzo
g
tu
m
 
in A

lem
a
n
n
ien

（9.
11.

Ja
h
rh
u
n
d
ert

）,in
:
M
IÖ
G

 
108,

2000,
S
.48

66,
b
es.

S
.64ff.

M
.
B
ech

er,
V
o
lk
sb
ild
u
n
g
 
u
n
d

 
H
erzo

g
tu
m
 
in S

a
ch
sen w

a
h
ren

d d
es 9.

u
n
d 10.

Ja
h
rh
u
n
d
erts,

in
:

eb
d
.
S
.67

84,
b
es.

S
.72ff.

フ
ラ
ン
ク
人
の
ト
ロ
イ
ア
起
源
説
話
に
つ
い
て

は
夥
し
い
数
の
文
献
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
最
新
の
研
究
と
し
てH

.
H
.

A
n
to
n
,
T
ro
ja
H
erk

u
n
ft,
o
rig
o g

en
tis u

n
d fru

h
e V

erfa
ß
th
eit d

er
 

F
ra
n
k
en in d

er g
a
llisch

fra
n
k
isch

en T
ra
d
itio

n d
es 5.

b
is 8.

Ja
h
r-

h
u
n
d
erts,

in
:
eb
d
.
S
.1
30

を
挙
げ
て
お
く
。
後
註
132
の
文
献
も
参
照
。

（
112
）

ガ
リ
ア
と
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ア
」
は
、
一
〇
世
紀
末
以
降
、
オ
ッ
ト
ー
ネ
ン

ザ
ー
リ
ア
ー
が
支
配
す
る
ア
ル
プ
ス
以
北
の
王
国
の
領
域
全
般
を
指
す
地
理

的
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。V

g
l.
L
u
g
g
e

（
註
70
）,S

.123ff.

こ
こ
で

の
「
ガ
リ
ア
」
は
、
古
代
の
属
州
ガ
リ
ア
で
は
な
く
、
中
世
の
ロ
ー
ト
リ
ン
ゲ

ン
地
方
を
指
称
し
て
い
る
。V

g
l.
N
ellm

a
n
n
,
K
o
m
m
en
ta
r,
S
.98f.

（
113
）

ト
ー
マ
ス
は
、
一
九
七
七
年
の
論
稿
（
註
110
）
以
来
、『
ア
ン
ノ
の
歌
』

を
繰
り
返
し
取
り
上
げ
て
い
る
。
以
下
の
紹
介
は
主
と
し
て
、
そ
の
最
も
詳
細

な
分
析
で
あ
るT

h
o
m
a
s,
C
a
esa

r

（
註
71
）,b

es.
S
.251

257,
S
.272ff.

に

拠
る
。
な
お
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
研
究
で
あ
る
が
、W

a
ru
m
 
h
a
t es

 
im
 
d
eu
tsch

en
 
M
ittela

lter k
ein
e n

a
tio
n
a
le G

esch
ich
tssch

reib
u
n
g

 
g
eg
eb
en
?,
in
:
C
h
ron

iqu
es n

ation
ales et ch

ron
iqu
es u

n
iversalles,

h
g
.

v
.
D
.
B
u
sch

in
g
er,

（G
o
p
p
in
g
er A

rb
eiten

 
zu
r G

erm
a
n
istik

,
508

）,

G
o
p
p
in
g
en
 
1990,

S
.165

182

は
、
よ
り
広
い
視
野
か
ら
捉
え
た
俯
瞰
図
を

示
す
好
論
で
あ
る
。

（
114
）

前
出
七
節
のin

 
d
iu
tisch

em
i lan

d
e

の
み
は
、
確
か
に
文
法
上
単
数
形

で
あ
る
。
し
か
し
、tiu

tsch

＋lan
t

の
組
み
合
わ
せ
は
、
一
三
世
紀
初
頭
に

い
た
る
ま
で
前
置
詞
を
伴
う
定
型
句
と
し
て
の
み
現
れ
、
語
義
上
は
複
数
の
意

味
で
用
い
ら
れ
て
い
た
。V

g
l.
K
.
S
m
its,

‘tiu
tsch

’
u
n
d
‘la
n
t’
in m

ittel-

h
o
ch
d
eu
tsch

en u
n
d m

itteln
ied
erd

eu
tsch

en Q
u
ellen v

o
m
 
A
n
n
o
lied

 

b
is in d

ie zw
eite H

a
lfte d

es 13.
Ja
h
rh
u
n
d
erts,

in
:
Z
s.
f.
d
t.
P
h
ilol.

96,
1977,

S
o
n
d
erh

eft,
S
.49

86.
H
.
T
h
o
m
a
s,
S
prach

e u
n
d
 
N
ation

.

Z
u
r G

esch
ich
te d

es W
o
rtes d

eu
tsch v

o
m
 
E
n
d
e d
es 11.b

is zu
r M

itte
 

d
es 15.

Ja
h
rh
u
n
d
erts,

in
:
N
ation u

n
d S

prach
e.
D
ie D

isku
ssion ih

res
 

V
erh

altn
isses

 
in
 
G
esch

ich
te
 
u
n
d
 
G
egen

w
art,

h
g
.
v
.
A
.
G
a
rd
t,

B
erlin

N
ew
 
Y
o
rk
 
2000,

S
.47

101,
h
ier
 
S
.69ff.

複
数
形d

eu
tsch

e
 

L
an
d
er

の
圧
倒
的
優
勢
に
対
し
、
単
数
形
のD

eu
tsch

lan
d

の
用
例
数
が
増

大
し
始
め
る
の
は
、
一
五
世
紀
半
ば
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。V

g
l.
S
ch
u
b
ert

（
註
80
）,S

.238ff.
m
it A

n
m
.81.

（
115
）

V
g
l.
N
ellm

a
n
n
,
K
o
m
m
en
ta
r,
S
.103f.,

S
.113

115.

（
116
）

T
h
o
m
a
s,
B
em
erk

u
n
g
en
,
S
.58

61 b
zw
.
S
.396

400.
V
g
l.
d
ers.,

C
a
esa

r,
S
.272.

ラ
ン
ペ
ル
ト
のregn

u
m
 
T
eu
ton

icu
m

の
語
法
の
み
を
手

が
か
り
に
、
そ
こ
か
ら
遡
及
し
て
教
皇
の
政
治
的
意
図
ま
で
を
も
見
抜
く
の
は
、

至
難
の
業
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
ト
ー
マ
ス
は
、
上
記
四
〇
節
と
グ
レ
ゴ
リ

ウ
ス
の
一﹅
書﹅
簡﹅
（R

eg
.
V
7

）
の
表
現
上
の
類
似
性
に
着
目
し
、
作
者
が
同

書
簡
を
知
っ
て
い
た
可
能
性
を
考
量
し
て
い
る
が
（B

em
erk

u
n
g
en
,
S
.58

 
A
n
m
.151 b

zw
.
S
.396 A

n
m
.45

）、
自
ら
も
認
め
る
通
り
推
論
の
域
を
出
る

も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
シ
ュ
ト
ル
ー
ヴ
ェ
に
よ
れ
ば
、『
ア
ン
ノ
の
歌
』
の

作
者
は
、
政
治
的
立
場
に
お
い
て
国
王
・
教
皇
の
両
派
い
ず
れ
に
も
属
さ
な
い
、

む
し
ろ
ラ
ン
ペ
ル
ト
の
保
守
的
姿
勢
（
本
稿
三
章
四
節
）
に
近
い
人
物
と
さ
れ

る
が
、
具
体
的
な
挙
証
を
欠
い
て
い
る
。T

.
S
tru
v
e,

R
eg
in
h
a
rd
 
v
o
n

 
S
ieg
b
u
rg u

n
d L

a
m
p
ert v

o
n H

ersfeld
.
H
ersfeld

er u
n
d S

ieg
b
u
rg
er

 
Ü
b
erlieferu

n
g
en
 
u
m
 
E
rzb

isch
o
f A

n
n
o
 
v
o
n
 
K
o
ln
 
im
 
L
ich
te d

er
 

S
o
ester F

ra
g
m
en
te,
in
:
R
h
V
jbll 42,

1978,
S
.128

160,
h
ier S

.149f.

判

断
の
当
否
は
、
長
年
に
わ
た
り
論
じ
ら
れ
て
き
た
作
品
の
分
類
、
執
筆
意
図
、

対
象
読
者
等
を
め
ぐ
る
諸
問
題
と
密
接
に
関
わ
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ

こ
で
は
、
そ
も
そ
も
詩
人
が
、
同
時
代
の
皇
帝
・
教
皇
に
関
し
て
驚
く
ほ
ど
言

葉
少
な
で
あ
り
、
そ
の
視
野
の
中
心
に
位
置
す
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
ア
ン
ノ

に
代
表
さ
れ
る
聖
界
諸
侯
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。V

g
l.

L
ieb
ertz

G
ru
n

（
註
108
）,b

es.
S
.244ff.
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（
117
）

V
g
l.T
h
o
m
a
s,
B
em
erk

u
n
g
en
,
b
es.

S
.36ff.

L
ieb
ertz

G
ru
n
,
S
.234

236.
N
ellm

a
n
n
,
K
o
m
m
en
ta
r,
S
.90f.,

S
.101f.;

N
a
ch
w
o
rt,
S
.186f.

中

世
の
カ
エ
サ
ル
像
全
般
に
つ
い
て
はG

ra
u
s,

V
ergan

gen
h
eit

（
註
111
）,

S
.

218ff.

の
他
、H

.
F
ich
ten

a
u
,
V
o
m
 
V
ersta

n
d
n
is
 
d
er
 
ro
m
isch

en
 

G
esch

ich
te b

ei d
eu
tsch

en C
h
ro
n
isten d

es M
ittela

lters,
in
:
d
ers.,

B
eitrage zu

r M
ed
iavistik,

B
d
.1,
S
tu
ttg
a
rt 1975,

S
.1
23,

h
ier S

.12ff.,

（zu
erst in

:
F
estsch

rift P
ercy E

rn
st S

ch
ram

m
,
h
g
.v
.
P
.
C
la
ssen

P
.

S
ch
eib
ert,

B
d
.1,
W
iesb

a
d
en 1964,

S
.401

419

）、
お
よ
びU

.
S
ch
u
lze

 
et a

l.,
A
rt.
C
a
esa

r im
 
M
ittela

lter,
in
:
L
exikon d

es M
ittelalters,

B
d
.

2,
1983,

S
p
.1355ff.

を
参
照
。

（
118
）

V
g
l.
H
.
T
h
o
m
a
s,
E
in Q

u
ellen

fu
n
d zu

m
 
A
n
n
o
lied

.
D
ie F

ra
g
-

m
en
te v

o
n R

eg
in
h
a
rd
s V

ita A
n
n
o
n
is,
in
:
Z
s.
f.
d
t.
P
h
ilol.

97,
1978,

S
.403

414,
h
ier S

.412f.

（
119
）

V
g
l.N

ellm
a
n
n
,
K
o
m
m
en
ta
r,
S
.98,

S
.100f.

（
120
）

以
下
、主
と
し
てN

ellm
a
n
n
,
N
a
ch
w
o
rt,

S
.189f.

お
よ
びT

h
o
m
a
s,

C
a
esa

r,
S
.255ff.

に
拠
る
。

（
121
）

S
ach

sisch
e
 
W
eltch

ron
ik,

h
g
.
v
.
L
.
W
eila

n
d
,

（M
G
H
 
D
eu
tsch

e
 

C
h
ro
n
ik
en
,
2

）,H
a
n
n
o
v
er 1877,

ca
p
.27,

S
.86,

Z
.36ff.

V
g
l.
F
ich
-

ten
a
u
,
S
.13.

（
122
）

F
ich
ten

a
u
,
S
.14.

（
123
）

V
g
l.
K
o
ch

（
註
98
）,S

.111ff.
O
.
E
n
g
els,

D
a
s R

eich d
er S

a
lier

E
n
tw
ick

lu
n
g
slin

ien
,
in
:
D
ie S

alier

（
註
71
）,B

d
.3,
S
.479

541,
h
ier S

.

538ff.

（
124
）

A
d
a
m
 
v
o
n B

rem
en
,
H
am
bu
rgisch

e K
irch

en
gesch

ich
te,

h
g
.
v
.

B
.
S
ch
m
eid
ler,

（M
G
H
 
S
S
 
rer.

G
erm

.

）,H
a
n
n
o
v
er

L
eip
zig 1917,

III
ca
p
.1,
S
.142.

V
g
l.
R
.
B
u
ch
n
er,

D
ie p

o
litisch

e V
o
rstellu

n
g
sw
elt

 
A
d
a
m
s v
o
n B

rem
en
,
in
:
A
K
G
 
45,

1963,
S
.15

69,
h
ier S

.29ff.

（
125
）

V
g
l.
F
ru
to
lfi ch

ro
n
ica
,
in
:
F
ru
tolfs u

n
d E

kkeh
ard

s C
h
ron

iken
 

u
n
d
 
d
ie an

on
ym
e K

aiserch
ron

ik,
h
g
.
u
.
u
b
ers.

v
.
F
.-J.

S
ch
m
a
le
I.

S
ch
m
a
le-O

tt,

（A
u
sg
ew
a
h
lte
 
Q
u
ellen

 
zu
r
 
d
eu
tsch

en
 
G
esch

ich
te

 

d
es M

ittela
lters,

15

）,D
a
rm
sta
d
t 1972,

S
.48,

S
.56,

S
.62,

S
.72 u

.o
.

同

様
の
観
点
は
、
ジ
ャ
ン
ブ
ル
ー
の
シ
ジ
ベ
ー
ル
（
一
〇
三
〇
年
頃
｜
一
一
一
二

年
）、
マ
リ
ア
ヌ
ス
・
ス
コ
ト
ゥ
ス
（
一
〇
二
八
年
｜
一
〇
八
二
年
）
等
の
親

皇
帝
派
の
『
年
代
記
』
に
も
共
通
す
る
。V

g
l.
M
u
ller

M
erten

s,
S
.302

315.

（
126
）

A
d
a
m
,
I
ca
p
.11,

S
.11.

（
127
）

V
ita H

ein
rici IV

.
im
peratoris,

h
g
.
v
.
W
.
E
b
erh

a
rd
,

（M
G
H
 
S
S

 
rer.

G
erm

.

）,H
a
n
n
o
v
er 1899,

ca
p
.1,
S
.9.
V
g
l.
M
u
ller

M
erten

s,
S
.

289
293.

父
子
が
相
対
す
る
混
乱
状
況
に
お
い
て
自
ら
の
名
を
敢
え
て
秘
匿
し

た
著
者
に
関
し
て
は
、
そ
の
隠
さ
れ
た
素
顔
を
ヴ
ュ
ル
ツ
ブ
ル
ク
司
教
エ
ア
ル

ン
グ
（
？
｜
一
一
二
一
年
）
の
中
に
見
出
す
の
が
目
下
の
通
説
で
あ
る
が
、
在

レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル
ク
、
聖
エ
メ
ラ
ム
修
道
院
の
一
修
道
士
に
探
し
求
め
る
フ
ラ

イ
ゼ
の
異
説
に
も
説
得
力
が
あ
る
。V

g
l.
E
.
F
reise,

D
ie Ä

b
te u

n
d
 
d
er

 
K
o
n
v
en
t v
o
n S

t.
E
m
m
era

m
 
im
 
S
p
ieg
el d

er T
o
ten

b
u
ch
fu
h
ru
n
g d
es

 
11.

u
n
d
 
12.

Ja
h
rh
u
n
d
erts,

in
:
D
as
 
M
artylog

N
ecrolog

 
von

 
S
t.

E
m
m
eram

 
zu
 
R
egen

sbu
rg,

（M
G
H
 
L
ib
ri
 
M
em
o
ria
les

 
et
 
N
e-

cro
lo
g
ia
,
N
S
.
3

）,h
g
.
v
.
d
em
s.
D
.
G
eu
en
ich

J.
W
o
lla
sch

,
H
a
n
-

n
o
v
er 1986,

S
.96

106,
h
ier S

.101.

（
128
）

V
g
l.
A
.
B
o
rst,

D
er
 
T
u
rm
bau

 
von

 
B
abel.

G
esch

ich
te
 
d
er

 
M
ein
u
n
gen

 
u
ber

 
U
rspru

n
g
 
u
n
d
 
V
ielfalt d

er
 
S
prach

en
 
u
n
d
 
V
ol-

ker,
B
d
.2
1,
S
tu
ttg
a
rt 1958,

S
.450ff.;

B
d
.4,
1963,

S
.1915 m

it A
n
m
.

108.
W
.
S
a
n
d
ers,

G
ru
n
d
zu
g
e u
n
d W

a
n
d
lu
n
g
en d

er E
ty
m
o
lo
g
ie,
in
:

E
tym

ologie,
h
g
.
v
.
R
.
S
ch
m
itt,

（W
d
F
,
373

）,D
a
rm
sta
d
t 1977,

S
.7

49,
h
ier S

.21ff.,

（zu
erst in

:
W
irken

d
es
 
W
ort 17,

1967,
S
.361

384

）.

（
129
）

拙
稿
「
ザ
ル
ツ
ブ
ル
ク
大
編
年
誌
」、
四
章
を
参
照
。

（
130
）

V
g
l.
T
h
o
m
a
s,
C
a
esa

r,
S
.251 A

n
m
.34.

D
ers.,

N
a
tio
n
a
le G

e-

sch
ich
tssch

reib
u
n
g

（
註
113
）,S

.176.

（
131
）

参
照
、R

.
S
ch
ieffer,

F
ra
n
k
reich

（
註
79
）,S

.44ff.

江
川

「
中
世

フ
ラ
ン
ス
王
国
の
民
族
意
識
｜
｜
十
｜
十
一
世
紀
」、
中
村
賢
二
郎
編
『
国
家

｜
｜
理
念
と
制
度
』
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所

一
九
八
九
年
、
一
｜
四
〇
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頁
、
第
三
章
。

（
132
）

A
lex

a
n
d
er
 
v
o
n
 
R
o
es,

M
em
o
ria
le
 
d
e
 
p
rero

g
a
tiv
a
 
R
o
m
a
n
i

 
im
p
erii,

in
:
d
ers.,

S
ch
riften

,
h
g
.
v
.
H
.
G
ru
n
d
m
a
n
n
H
.
H
eim

p
el,

（M
G
H
 
S
ta
a
tssch

riften d
es sp

a
teren M

ittela
lters,

1
1

）,S
tu
ttg
a
rt

 
1958,

ca
p
.16,

S
.108

112.
V
g
l.
B
o
rst,

B
d
.2
2,
1959,

S
.824f.

J.
G
a
rb
er,

T
ro
ja
n
er

R
o
m
er

F
ra
n
k
en

D
eu
tsch

e.“N
a
tio
n
a
le”

A
b
sta
m
m
u
n
g
s-

th
eo
rien im

 
V
o
rfeld d

er N
a
tio
n
a
lsta

a
tsb
ild
u
n
g
,
in
:
N
ation

 
u
n
d

 
L
iteratu

r
 
im
 
E
u
ropa

 
d
er
 
F
ru
h
en
 
N
eu
zeit,

h
g
.
v
.
K
.
G
a
rb
er,

（F
ru
h
e N

eu
zeit,

1
）,T

u
b
in
g
en 1989,

S
.108

163,
h
ier S

.137
143.

H
.

K
a
stn
er,

D
er

“g
ro
ß
m
a
ch
tig
e
 
R
iese

 
u
n
d
 
R
eck

e
 
T
h
eu
to
n
”.

E
ty
m
o
lo
g
isch

e S
p
u
ren

su
ch
e n
a
ch d

em
 
U
rv
a
ter d

er D
eu
tsch

en a
m

 
E
n
d
e d

es M
ittela

lters,
in
:
Z
s.
f.
d
t.
P
h
ilol.

110,
1991,

S
.68

96,
b
es.

S
.81ff.

（
133
）

V
g
l.
T
h
o
m
a
s,
C
a
esa

r,
S
.274 A

n
m
.158.

F
ried

,
W
eg

（
註
35
）,S

.

11f.

ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
が
構
想
す
る
普
遍
世
界
の
秩
序
観
に
お
い
て
、
皇
帝
権

が
教
皇
権
と
と
も
に
占
め
る
決
定
的
重
要
性
、
な
ら
び
に
そ
れ
と
は
対
照
的
な

「
ド
イ
ツ
人
」、「
ド
イ
ツ
王
国
」
概
念
の
不
明
確
性
に
つ
い
て
、
西
川
洋
一

「A
lex

a
n
d
er v

o
n
 
R
o
es

と
一
三
世
紀
後
半
の
ラ
イ
ヒ
意
識
」、『
大
阪
市
立

大
学
・
法
学
雑
誌
』
四
一
｜
四
、
一
九
九
五
年
、
七
一
七
｜
七
五
〇
頁
を
参
照
。

V
g
l.
M
.
F
u
h
rm
a
n
n
,
A
lexan

d
er
 
von

 
R
oes:

ein
 
W
egbereiter

 
d
es

 
E
u
ropaged

an
ken

s
?,

（S
b
.
d
.
H
eid
elb
erg

er A
k
a
d
.
d
.
W
iss.,

p
h
il.

h
ist.

K
l.,
1994,

B
erich

t 4

）,H
eid
elb
erg 1994,

b
es.

S
.25.

（
134
）

以
下
、
近
代
人
の
抱
く
中
世
像
と
そ
の
〞
神
話
化
〝
の
過
程
に
関
し
て
は
、

グ
ラ
ウ
ス
に
よ
る
〞
ゲ
ル
マ
ン

ド
イ
ツ
の
連
続
性
〝
批
判
と
、
ゼ
ー
の
「
ゲ

ル
マ
ン
人
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
に
関
す
る
一
連
の
研
究
が
特
に
有
益
で
あ
っ
た
。

G
ra
u
s,
V
ergan

gen
h
eit,

S
.240ff.,

S
.290ff.;

d
ers.,

V
erfa

ssu
n
g
sg
e-

sch
ich
te

（
註
39
）.K

.
v
.
S
ee,

B
arbar

（
註
43
）.

参
照
、
佐
々
木
前
掲
論
文

（
註
107
）、
三
章
以
下
。

（
135
）

V
g
l.
H
.
T
h
o
m
a
s,
D
ie D

eu
tsch

e N
a
tio
n u
n
d M

a
rtin L

u
th
er,

in
:

d
ers.,

E
ssays

（
註
28
）,S

.28
52,

（zu
erst in

:
H
Jb
 
105,

1985,
S
.426

454

）.

（
136
）

ち
な
み
に
、
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
フ
ォ
ン
・
フ
ン
ボ
ル
ト
は
、
タ
キ
ト
ゥ

ス
の
〞
再
発
見
〝
を
、
コ
ロ
ン
ブ
ス
に
よ
る
「
新
大
陸
発
見
」
に
匹
敵
す
る
偉

業
と
讃
え
た
と
い
う
。V

g
l.
U
.
M
u
h
la
ck
,
D
ie G

erm
a
n
ia im

 
d
eu
tsch

en
 

N
a
tio
n
a
lb
ew
u
ß
tsein v

o
r d

em
 
19.

Ja
h
rh
u
n
d
ert,

in
:
B
eitrage zu

m
 

V
erstan

d
n
is d

er G
erm

an
ia d

es T
acitu

s,
T
eil 1,

h
g
.
v
.
H
.
Ja
n
k
u
h
n

D
.
T
im
p
e,

（A
b
h
h
.
d
.
A
k
a
d
.
d
.
W
iss.

in G
o
ttin

g
en
,
p
h
ilo
l.
h
ist.

K
l.,3

175

）,G
o
ttin

g
en 1989,S

.128
154,h

ier,S
.129.

タ
キ
ト
ゥ
ス
の
受

容
史
に
つ
い
て
は
、
同
論
文
集
所
収
の
諸
論
稿
の
他
、H

.
M
u
n
k
ler

H
.

G
ru
n
b
erg

er
K
.
M
a
y
er,

N
ation

en
bild

u
n
g.

D
ie
 
N
ation

alisieru
n
g

 
E
u
ropas

 
im
 
D
isku

rs
 
h
u
m
an
istisch

er
 
In
tellektu

eller.
Italien

 
u
n
d

 
D
eu
tsch

lan
d
,

（P
o
litisch

e Id
een

,
8

）,B
erlin 1998,S

.163ff.,

お
よ
びW

.

P
o
h
l,
D
ie G

erm
an
en
,

（E
n
zy
k
lo
p
a
d
ie d

eu
tsch

er G
esch

ich
te,

57

）,

M
u
n
ch
en 2000,

b
es.

S
.59ff.

の
概
観
を
参
照
。

（
137
）

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ス
／
ヘ
ル
マ
ン
に
関
す
る
叙
述
は
、G

ra
u
s,

V
ergan

gen
-

h
eit,

S
.246

254

に
依
拠
し
た
が
、
近
年
の
研
究
は
、
ラ
テ
ン
語
で
著
し
た
フ

ッ
テ
ン
の
、
後
世
に
対
す
る
影
響
力
の
過
大
評
価
を
修
正
す
る
一
方
、
ク
ロ
ッ

プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
（
一
七
六
九
／
八
四
／
八
七
年
）、
ク
ラ
イ
ス
ト
、
グ
ラ
ッ
ベ

（
一
八
三
八
年
）
の
陰
に
あ
っ
て
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
、

一
八
世
紀
半
ば
の
作
品
群
の
重
要
性
を
見
直
し
つ
つ
あ
る
。V

g
l.
M
u
n
k
ler

G
ru
n
b
erg

er
M
a
y
er,

b
es.

S
.266 A

n
m
.13.

H
.
M
.
B
litz,

A
u
s L

iebe
 

zu
m
 
V
aterlan

d
.
D
ie d

eu
tsch

e N
ation

 
im
 
1
8
.
Jah

rh
u
n
d
ert,

H
a
m
-

b
u
rg 2000,

S
.42ff.,

S
.91ff.

な
お
、
ゼ
ー
は
、
近
代
に
お
け
る
〞
ド
イ
ツ
人
〝

と
し
て
の
自
己
理
解
が
、
ほ
と
ん
ど
常
に
何
ら
か
の
「
他
者
」
な
い
し
「
敵
」

に
向
け
た
ア﹅
ン﹅
チ﹅
テ﹅
ー﹅
ゼ﹅
と
し
て
の
性
格
を
内
包
し
て
お
り
、
そ
の
時
々
の
状

況
に
お
い
て
相
手
を
代
え
つ
つ
も
、
新
た
に
活
性
化
し
て
く
る
点
に
注
意
を
喚

起
し
て
い
る
。K

.
v
.
S
ee,

D
eu
tsch

e G
erm

an
en

Id
eologie.

V
om
 
H
u
-

m
an
ism

u
s bis zu

r G
egen

w
art,

F
ra
n
k
fu
rt a

.
M
.
1970,

S
.9ff.

中
世
と

は
異
な
り
（
註
86
を
参
照
）、
近
世
初
期
以
降
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
ナ
シ

ョ
ナ
ル
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
の
プ
ロ
セ
ス
が
、
他
方
で
民
族
的
偏
見
の

(179 )

〝叙任権闘争"と regnum Teutonicum――〝ドイツ"概念の政治的・歴史的地平――(下)

第76輯（2002）



助
長
と
い
う
現
象
を
随
伴
し
て
い
た
こ
と
、
と
り
わ
け
革
命
期
以
降
の
ド
イ

ツ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
高
揚
に
と
っ
て
、「
宿
敵
フ
ラ
ン
ス
（E

rb
fein

d
 

F
ra
n
k
reich

）」
と
い
う
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
が
重
要
な
構

成
要
素
を
な
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
研
究
を
参
照
。W

.

S
ch
u
lze,

D
ie E

n
tsteh

u
n
g
 
d
es n

a
tio
n
a
len
 
V
o
ru
rteils.

Z
u
r K

u
ltu
r

 
d
es W

a
h
rn
eh
m
u
n
g
 
d
er frem

d
er N

a
tio
n
en
 
in
 
d
er eu

ro
p
a
isch

en
 

F
ru
h
en N

eu
zeit,

in
:
G
W
U
 
46,

1995,
S
.642

655.
M
.
Jeism

a
n
n
,
D
as

 
V
aterlan

d
 
d
er F

ein
d
e.
S
tu
d
ien zu

m
 
n
ation

alen F
ein
d
begriff u

n
d

 
S
elbstverstan

d
n
is
 
in
 
D
eu
tsch

lan
d
 
u
n
d
 
F
ran

kreich
 
1
7
9
2
1
9
1
8
,

（S
p
ra
ch
e u

n
d G

esch
ich
te,

19

）,S
tu
ttg
a
rt 1992.

（
138
）

た
だ
し
、
坂
井
栄
八
郎
氏
に
よ
れ
ば
、「
ロ
ー
マ
帝
国
の
分
裂
」
と
は
、

一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
の
と
は
異
な
り
、
同
日
の
出
来
事
で
は
な
く
、
八
月

一
日
に
お
き
た
ラ
イ
ン
連
盟
諸
邦
の
帝
国
脱
退
宣
言
を
指
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。

以
上
、
引
用
文
と
併
せ
、
同
『
ゲ
ー
テ
と
そ
の
時
代
』
朝
日
新
聞
社

一
九
九

六
年
、
一
〇
頁
、
二
〇
八
頁
、
二
二
一
頁
に
拠
る
。

（
139
）

参
照
、
山
田
欣
吾
「
一
八
世
紀
の
〞
ド
イ
ツ
民
族
〝？
｜
｜
事
典
・
辞
典

類
の
記
述
を
素
材
と
し
て
」、『
一
橋
論
叢
』
一
一
〇
｜
四
、
一
九
九
三
年
、
六

三
九
｜
六
五
四
頁
。

（
140
）

以
上
の
「
問
題
設
定
と
理
想
像
の
時
代
拘
束
性
」
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を

副
題
と
す
る
ベ
ッ
ケ
ン
フ
ェ
ル
デ
の
先
駆
的
研
究
（W

.
B
o
ck
en
fo
rd
e,
D
ie

 
d
eu
tsch

e verfassu
n
gsgesch

ich
tlich

e F
orsch

u
n
g im

 
1
9
.
Jah

rh
u
n
d
ert.

Z
eitgebu

n
d
en
e
 
F
ragestellu

n
gen

 
u
n
d
 
L
eitbild

er,

（S
ch
riften

 
zu
r

 
V
erfa

ssu
n
g
sg
esch

ich
te,
1

）,1961,
2.
A
u
fl.,

B
erlin 1995,h

ier S
.75ff.

）

お
よ
びK

.
v
.
S
ee,

V
o
m
‘ed
len W

ild
en
’
zu
m
‘V
o
lk d

er D
ich
ter u

n
d

 
D
en
k
er’.

D
ie A

n
fa
n
g
e d

er G
erm

a
n
en

Id
eo
lo
g
ie,

in
:
d
ers.,

B
arbar

（
註
43
）,S

.61
82,

h
ier S

.67,S
.76ff.

の
他
、
註
37
、
43
に
挙
げ
たW

ern
er,

A
n
fa
n
g
e,
b
es.

S
.23f.,

S
.33.

D
ers.,

V
o
lk
,
S
.172

175

、S
ch
u
lze,

b
es.

S
.

170ff.,
S
.177ff.

を
参
照
。
た
だ
し
、
ヘ
ル
ダ
ー
か
ら
ド
イ
ツ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
へ
の
道
は
、
直
線
的
に
展
開
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
彼
自
身
は
む
し
ろ

啓
蒙
主
義
的
な
世
界
市
民
主
義
の
理
念
に
忠
実
で
あ
っ
た
。Vg

l.K
.H
.M

etz,

N
a
tio
n
 
u
n
d
 
G
esch

ich
te.

J.
G
.
H
erd

er
 
u
n
d
 
d
ie
 
G
en
esis

 
d
er

 
N
a
tio
n
a
lid
ee a

n d
er S

ch
w
elle zu

r m
o
d
ern

en Z
eit,in

:S
aecu

lu
m
 
37,

1986,
S
.366

376.
B
.S
ch
o
n
em
a
n
n
,
A
rt.

V
o
lk
,
N
a
tio
n
,
N
a
tio
n
a
lis-

m
u
s,
M
a
sse

（V
I
X
II

）,in
:
G
esch

ich
tlich

e
 
G
ru
n
d
begriffe

（
註
37
）,

B
d
.7,
S
.281

380,
h
ier S

.316
319.

H
.
S
ch
u
ltz,

M
y
th
o
s u
n
d A

u
fk
la
-

ru
n
g
.
F
ru
h
fo
rm
en d

es N
a
tio
n
a
lism

u
s in D

eu
tsch

la
n
d
,
in
:
H
Z
 
263,

1996,
S
.31

67,
h
ier S

.42ff.

ち
な
み
に
、
地
域
的
に
極
め
て
多
彩
な
方
言
や

身
分
間
の
差
違
を
超
え
た
標
準
語
と
し
て
の
新
高
ド
イ
ツ
語
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
の

生
き
た
時
代
に
な
お
そ
の
確
立
途
上
に
あ
っ
た
。
彼
が
情
熱
を
込
め
て
説
い
た

「
共
通
の
言
語
」、
あ
る
い
は
「
最
初
の
ド
イ
ツ
国
歌
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
「
ド

イ
ツ
人
の
祖
国
と
は
何
か
？
」（
一
八
一
三
年
）
の
一
節
で
ア
ル
ン
ト
が
賛
美

し
た
言
語
共
同
体
｜
｜
「
ド
イ
ツ
の
祖
国
と
は
ド
イ
ツ
語
が
響
く
と
こ
ろ
す
べ

て
」
｜
｜
な
る
も
の
は
、
実
体
と
い
う
よ
り
は
多
分
に
願
望
に
近
か
っ
た
。

V
g
l.
A
.
G
a
rd
t,
N
ation u

n
d S

prach
e in d

er Z
eit d

er A
u
fk
la
ru
n
g
,
in
:

N
ation

 
u
n
d
 
S
prach

e

（
註
114
）,S

.169
198.

B
litz,

S
.355ff.

し
か
し
、

Ｊ
・
グ
リ
ム
（
一
八
四
〇
年
）
に
始
ま
る
「d

eu
tsch

の
起
源
」
の
探
求
に
お

い
て
、
か
か
る
ロ
マ
ン
主
義
的
伝
統
は
、
ナ
チ
ズ
ム
期
に
お
け
る
人
種
理
論
と

の
結
び
つ
き
を
経
て
、
実
に
二
〇
世
紀
後
半
に
い
た
る
ま
で
学
界
を
支
配
し
て

い
く
こ
と
に
な
る
。K

.
v
.
S
ee,

V
o
lk
isch

e Id
eo
lo
g
ie u

n
d S

p
ra
ch
fo
r-

sch
u
n
g im

 
19.

u
n
d 20.

Ja
h
rh
u
n
d
ert,

in
:
d
ers.,

B
arbar

,
S
.135

160,

b
es.

S
.153ff.

お
よ
び
、
習
作
な
が
ら
、
拙
稿
「“T

h
eod

iscu
s”

の
起
源
｜
｜

Ｌ
・
ヴ
ァ
イ
ス
ゲ
ル
バ
ー
の
所
説
の
検
討
を
中
心
に
」、『
北
大
史
学
』
三
一
、

一
九
九
一
年
、
一
｜
一
六
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。
も
と
よ
り
、（
本
稿
を
も
含

め
た
）
近
年
の
研
究
と
て
、
か
か
る
時
代
拘
束
性
を
逃
れ
た
〞
客
観
性
〝
を
主

張
し
う
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
。V

g
l.
G
ra
u
s,
V
erfa

s-

su
n
g
sg
esch

ich
te,

b
es.

S
.36f.,

S
.580,

S
.589.

（
141
）

最
初
の
『
ド
イ
ツ
民
族
の
歴
史
』
が
ル
ー
デ
ン
（
一
七
七
八
｜
一
八
四
七

年
）
に
よ
り
公
刊
さ
れ
た
の
は
一
八
二
五
年
で
あ
る
が
、
著
者
に
よ
れ
ば
そ
の

構
想
は
二
〇
年
前
に
遡
る
と
さ
れ
る
。H

.L
u
d
en
,
G
esch

ich
te
 
d
es
 
teu

t-

sch
en V

o
lk
es,

12B
d
e.,
G
o
th
a 1825

37.
V
g
l.
B
d
.1 V

o
rw
o
rt,
S
.X
I.

彼
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の
歴
史
観
と
そ
の
限
界
に
つ
い
て
は
、S

ch
o
n
em
a
n
n
,
S
.342f.

の
他
、
特
に

R
.
N
u
rn
b
erg

er,
H
ein
rich L

u
d
en
s A

u
ffa
ssu

n
g v

o
n d

er E
in
h
eit d

er
 

d
eu
tsch

en
 
G
esch

ich
te,

in
:
S
taat

 
u
n
d
 
G
esellsch

aft
 
im
 
Z
eitalter

 
G
oeth

es.
F
estsch

rift fu
r H

an
s T

u
m
m
ler zu sein

em
 
7
0
.
G
ebu

rtstag,

h
g
.
v
.
P
.
B
erg

la
r,
K
o
ln
W
ien 1977,

S
.229

240.

た
だ
し
、「
ド
イ
ツ
国

民
の
歴
史
」
を
主
題
と
す
る
歴
史
叙
述
（“d

eu
tsch

e N
a
tio
n
a
lg
esch

ich
ts-

sch
reib

u
n
g
”

）
の
歴
史
に
関
し
て
は
、
意
外
な
こ
と
に
ま
だ
本
格
的
研
究
が

な
さ
れ
て
は
い
な
い
。
さ
し
あ
た
りS

ch
u
lin

（
註
39
）,S

.16
26

の
概
観
を

参
照
。

（
142
）

W
ern

er,
A
n
fa
n
g
e,
S
.23.

〞
ゲ
ル
マ
ン

ド
イ
ツ
の
連
続
性
〝
に
よ
っ

て
定
礎
さ
れ
た
中
世
史
研
究
が
そ
の
後
歩
ん
だ
〞
ド
イ
ツ
の
特
有
の
道
〝
に
つ

い
て
は
、G

ra
u
s,
V
erfa

ssu
n
g
sg
esch

ich
te,

b
es.

S
.539ff.,

S
.565

を
参
照
。

B
.
S
ch
n
eid
m
u
ller,

in
:
H
Z
 
270,

2000,
S
.403

405

の
書
評
は
、
か
か
る
歴

史
理
解
が
な
お
今
日
の
教
養
知
識
人
層
に
お
い
て
も
完
全
に
払
拭
さ
れ
て
い
な

い
一
例
を
挙
示
し
て
い
る
。

（
143
）

V
g
l.
W
ern

er,
V
o
lk
,
S
.174f.

V
o
lk

とS
ta
m
m

は
、
一
八
・
一
九
世

紀
の
交
頃
ま
で
ほ
ぼ
同
義
で
用
い
ら
れ
て
い
た
（
ヘ
ル
ダ
ー
、
Ｊ
・
グ
リ
ム

等
）。
い
わ
ゆ
る
〞
部
族
〝
を
指
称
す
る
際
、
ア
イ
ヒ
ホ
ル
ン
や
ラ
ン
ケ
は
、

そ
れ
を“d

eu
tsch

e
 
V
o
lk
er”

と
呼
ん
で
い
た
し
、“d

eu
tsch

e
 
H
a
u
p
t-

n
a
tio
n
en
”

と
い
う
表
記
も
見
出
さ
れ
る
（
Ｆ
・
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
）。V

g
l.
P
.

K
irn
,
A
u
s d

er
 
F
ru
h
zeit d

es N
ation

algefu
h
ls.

S
tu
d
ien
 
zu
r
 
d
eu
t-

sch
en
 
u
n
d
 
fran

zosisch
en
 
G
esch

ich
te sow

ie zu
 
d
en
 
N
ation

alitaten
-

kam
pfen

 
au
f
 
d
en
 
britisch

en
 
In
seln

,
L
eip
zig
 
1943,

S
.114.

D
ers.,

R
ezen

sio
n
 
zu
:
M
a
rq
u
a
rd
t,
in
:
D
A
 
6,
1943,

S
.276.

O
.
B
ru
n
n
er,

R
ezen

sio
n
 
zu
:
H
u
g
elm

a
n
n

（
註
39
）,in

:
H
Z
 
186,

1958,
S
.103

111,

h
ier S

.108ff.
W
en
sk
u
s,
S
.82ff.

〞
諸
部
族
（S

ta
m
m
e

）〝
か
ら
構
成
さ
れ

た
〞
ド
イ
ツ
民
族
（d

eu
tsch

es V
o
lk

）〝
と
い
う
語
法
が
最
初
に
確
認
さ
れ

る
の
は
、
グ
ル
ン
ト
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
Ｆ
・
Ｌ
・
ヤ
ー
ン
のD

eu
tsch

es
 

V
olkstu

m

（
一
八
一
〇
年
）
な
い
し
ダ
ー
ル
マ
ン
の
一
書
簡
（
一
八
一
五
年
）

で
あ
る
と
い
う
。H

.
G
ru
n
d
m
a
n
n
,
S
ta
m
m
e u

n
d L

a
n
d
er in d

er d
eu
t-

sch
en G

esch
ich
te,

in
:
G
W
U
 
6,
1955,

S
.591

607,
h
ier S

.601.

た
だ
し
、

こ
れ
ら
の
研
究
が
繰
り
返
し
そ
の
典
拠
と
し
て
挙
げ
るI.

M
.
M
a
rq
u
a
rd
t,

V
olk im

 
M
ittelalter.

S
ein
e S

piegelu
n
g im

 
h
istorisch

en
 
S
ch
rifttu

m
 

von
 
H
erd

er bis B
u
rckh

ard
t,
D
iss.

M
u
n
ch
en
,
E
m
sd
etten 1940

は
、

ヘ
ル
ダ
ー
以
降
の
主
要
な
歴
史
家
、
思
想
家
た
ち
の
著
作
に
お
け
る
フ
ォ
ル
ク

概
念
と
彼
ら
の
中
世
観
を
分
析
し
た
も
の
で
あ
り
、V

o
lk

とS
ta
m
m

の
語

法
に
は
ま
っ
た
く
立
ち
入
っ
て
は
い
な
い
。「
部
族
概
念
の
歴
史
の
考
察
に
際

し
て
は
、
一
九
世
紀
の
政
治
理
念
史
の
相
当
部
分
が
模
範
的
に
論
じ
ら
れ
る
か

も
し
れ
な
い
」
と
い
う
ヴ
ェ
ン
ス
ク
ス
の
指
摘
（W

en
sk
u
s,
S
.14

）、
あ
る

い
は
、
フ
ラ
ン
ク
人
、
ザ
ク
セ
ン
人
等
々
が
一
個
のV

o
lk

と
し
て
の
地
位
を

最
終
的
に
失
い
、
こ
れ
をS

ta
m
m

と
表
記
す
る
語
法
が
定
着
す
る
に
際
し
て

は
、
三
月
革
命
期
の
ド
イ
ツ
統
一
運
動
や
ビ
ス
マ
ル
ク
時
代
の
政
治
的
影
響
が

作
用
し
た
と
い
う
キ
ル
ン
の
推
論
（K

irn
,
F
ru
h
zeit,

S
.114

）
は
、
お
そ
ら

く
正
鵠
を
射
て
い
る
も
の
と
予
想
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
詳
細
な
概
念
史
研

究
は
、
管
見
す
る
限
り
未
だ
著
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
中
世
史
学
史
の
課
題
と
し

て
な
お
残
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。

（
144
）

註
４
。

（
145
）

近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
創
造
さ
れ
た
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
〞
神
話
〝
の
諸

事
例
に
つ
い
て
は
、M

yth
os u

n
d N

ation
,
h
g
.
v
.
H
.
B
erd

in
g
,

（S
tu
d
ien

 
zu
r E

n
tw
ick

lu
n
g d

es k
o
llek

tiv
en B

ew
u
ß
tsein

s in d
er N

eu
zeit,

3

）,

F
ra
n
k
fu
rt a

.M
.
1996

の
各
論
稿
を
参
照
。

（
146
）
『
ア
ン
ノ
の
歌
』
は
一
八
九
五
年
、『
ト
リ
ア
ー
の
ジ
ル
ヴ
ェ
ス
タ
ー
』
と

と
も
に
確
か
にM

G
H

の
「
ド
イ
ツ
語
年
代
記
」
の
部
門
に
収
録
さ
れ
た
。

D
er
 
T
rierer

 
S
ilvester,

h
g
.
v
.
C
.
K
ra
u
s;
D
as A

n
n
olied

,
h
g
.
v
.
M
.

R
o
d
ig
er,

（M
G
H
 
D
eu
tsch

e C
h
ro
n
ik
en
,
1
2

）,B
erlin 1895.

し
か
し
、

そ
の
位
置
づ
け
は
、
史
料
的
価
値
を
高
く
評
価
さ
れ
た
『
皇
帝
年
代
記

（K
a
iserch

ro
n
ik

）』
の
付
録
（A

n
h
a
n
g

）
で
し
か
な
く
、
当
該
部
門
を
統

括
す
る
デ
ュ
ム
ラ
ー
は
、
上
記
二
点
の
詩
作
の
採
録
理
由
に
つ
い
て
、「
そ
れ

ら
の
乏
し
い
歴
史
的
内
容
を
、
言
語
な
ら
び
に
文
学
史
上
の
関
心
が
償
っ
て
く

れ
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
弁
明
し
て
い
る
。E

.
D
u
m
m
ler,

V
o
rred

e
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（1895

）,in
:
D
ie K

aiserch
ron

ik ein
es R

egen
sbu

rger G
eistlich

en
,
h
g
.

v
.
E
.
S
ch
ro
d
er,

（M
G
H
 
D
eu
tsch

e C
h
ro
n
ik
en
,
1
1

）,B
erlin 1892,

S
.

V
I.
V
g
l.
d
ers.,

in
:
N
A
 
19,

1894,
S
.5.

ち
な
み
に
、
一
九
世
紀
初
頭
以
降
、

ロ
マ
ン
主
義
的
な
中
世
へ
の
憧
憬
を
背
景
に
、
ド
イ
ツ
人
の
気
質
を
最
も
典
型

的
に
表
現
し
た
文
学
作
品
と
し
て
、「
国
民
的
叙
事
詩
」
｜
｜
「
ド
イ
ツ
の
イ

リ
ア
ス
」
｜
｜
の
地
位
を
獲
得
し
た
の
は
、『
ニ
ー
ベ
ル
ン
ゲ
ン
の
歌
』
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
長
大
な
作
品
中
、d

eu
tsch

へ
の
言
及
が
た
だ
の
一
例

し
か
な
い
こ
と
は
（
一
三
五
四
節
）、
し
ば
し
ば
見
落
と
さ
れ
て
い
た
。V

g
l.

K
.
v
.
S
ee,

D
a
s N

ieb
elu
n
g
en
lied

.
E
in
 
N
a
tio
n
a
lep
o
s
?,
in
:
d
ers.,

B
arbar

（
註
43
）,S

.83
134,

h
ier S

.124,

（zu
erst in

:
D
ie N

iebelu
n
gen

.

S
tu
d
ien
 
u
n
d
 
D
oku

m
en
te zu

r
 
R
ezeption

 
d
es N

iebelu
n
gen

stoffs im
 

1
9
.
u
n
d
 
2
0
.
Jah

rh
u
n
d
ert,

h
g
.
v
.
J.
H
ein
zle

A
.
W
a
ld
sch

m
id
t,

F
ra
n
k
fu
rt a

.M
.
1991,

S
.43

110
）.

（
147
）

V
g
l.
H
.
B
o
o
ck
m
a
n
n
,
G
h
ib
ellin

en o
d
er W

elfen
,
Ita
lien

o
d
er

 
O
stp
o
litik

.
W
u
n
sch

e
 
d
es
 
d
eu
tsch

en
 
19.

Ja
h
rh
u
n
d
erts

 
a
n
 
d
a
s

 
M
ittela

lter,
in
:
d
ers.,

W
ege in

s M
ittelalter,

h
g
.
v
.
D
.
N
eitzert

U
.

Isra
el
E
.
S
ch
u
b
ert,

M
u
n
ch
en 2000,

S
.397

413,
zu
erst in

:
Italia e

 
G
erm

an
ia.

Im
m
agin

i,
m
od
elli,

m
iti fra d

u
e popoli n

ell’
O
ttocen

to:

il M
ed
ioevo.

D
as M

ittelalter.
A
n
sich

ten
,
S
tereotypen

 
u
n
d
 
M
yth
en

 
zw
eier

 
V
olker

 
im
 
n
eu
n
zeh

n
ten
 
Jah

rh
u
n
d
ert:

D
eu
tsch

lan
d
 
u
n
d

 
Italien

,
h
g
.
v
.
R
.
E
lze

P
.
S
ch
iera

,

（A
n
n
a
li d

ell’
Istitu

to
 
sto
rico

 
ita
lo
g
erm

a
n
ico in T

ren
to
,
C
o
n
trib

u
ti,
1

）,B
o
lo
g
n
a
B
erlin 1988,

S
.127

150

）.

オ
ッ
ト
ー
大
帝
に
対
す
る
歴
史
的
評
価
の
変
遷
に
焦
点
を
絞
っ

た
興
味
深
い
エ
ッ
セ
イ
が
、
最
近
フ
リ
ー
ト
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
。J.

F
ried

,

O
tto
 
d
er G

ro
ß
e,
sein

 
R
eich

 
u
n
d
 
E
u
ro
p
a
.
V
erg

a
n
g
en
h
eitsb

ild
er

 
ein
es Ja

h
rta
u
sen

d
s,
in
:
O
tto d

er G
roß

e,
M
agd

ebu
rg u

n
d
 
E
u
ropa,

h
g
.
v
.
M
.
P
u
h
le,

B
d
.1,

M
a
in
z 2001,

S
.537

562.

特
に
、
ブ
ラ
ッ
ク
マ

ン
、
オ
ー
バ
ン
等
の
研
究
姿
勢
に
対
す
る
極
め
て
手
厳
し
い
批
判
が
目
を
引
く
。

中
世
史
研
究
と
一﹅
九﹅
三﹅
三﹅
年
な
い
し
一﹅
九﹅
四﹅
五﹅
年
以
降
の
同
時
代
状
況
と
の
関

係
全
般
に
つ
い
て
は
、
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
、
グ
ラ
ウ
ス
、
シ
ュ
ラ
イ
ナ
ー
の
諸
研
究

（
註
39
、
註
104
）
が
そ
の
先
鞭
を
つ
け
て
い
た
が
、
フ
リ
ー
ト
の
問
題
意
識
は
、

周
知
の
よ
う
に
こ
こ
数
年
来
学
界
を
賑
わ
せ
て
い
る
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
期
か
ら
ナ

チ
ズ
ム
期
に
お
け
る
歴
史
学
と
政
治
の
関
わ
り
を
め
ぐ
る
議
論
の
文
脈
に
位
置

づ
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
れ
と
密
接
に
関
連
す
る
「
フ
ォ
ル
ク
史
」、
な
い
し

「
フ
ェ
ル
キ
ッ
シ
ュ
」
な
歴
史
観
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
と
方
法
論
上
の
「
革
新

性
」
を
め
ぐ
る
論
争
の
中
で
も
、
先
に
そ
の
名
を
挙
げ
た
シ
ュ
タ
イ
ン
バ
ッ
ハ

（
註
105
）
の
属
す
る
ボ
ン
学
派
、
シ
ュ
レ
ー
ジ
ン
ガ
ー
（
註
４
）
の
ラ
イ
プ
ツ

ィ
ヒ
学
派
に
対
す
る
評
価
が
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

本
稿
は
こ
れ
ら
の
論
点
に
立
ち
入
る
場
で
は
な
い
し
、
目
下
の
と
こ
ろ
筆
者
に

は
そ
の
準
備
も
欠
け
て
い
る
。
さ
し
あ
た
り
、
西
川
洋
一
「V

o
lk
sg
esch

ich
-

te

とV
erfa

ssu
n
g
sg
esch

ich
te

｜
｜
ド
イ
ツ
国
制
史
研
究
へ
の
一
視
角
」、

『
国
家
学
会
雑
誌
』
一
〇
九
｜
九
・
一
〇
、
一
九
九
六
年
、
一
三
〇
｜
一
七
一

頁
、
お
よ
び
そ
の
後
に
公
刊
さ
れ
た
次
の
論
文
集
を
参
照
。G

esch
ich
ts-

sch
reibu

n
g
 
als
 
L
egitim

ation
sw
issen

sch
aft
 
1
9
1
8
1
9
4
5
,
h
g
.
v
.
P
.

S
ch
o
ttler,

F
ra
n
k
fu
rt a

.M
.
1997

（
邦
訳
、
Ｐ
・
シ
ェ
ッ
ト
ラ
ー
編

木
谷

勤
他
訳
『
ナ
チ
ズ
ム
と
歴
史
家
た
ち
』
名
古
屋
大
学
出
版
会

二
〇
〇
一
年
）.

D
eu
tsch

e H
istoriker im

 
N
ation

alsozialism
u
s,
h
g
.
v
.
W
.
S
ch
u
lze

O
.

G
.
O
ex
le,

F
ra
n
k
fu
rt a

.M
.
1999.

Z
fG
 
49,

H
.1,
2001,

S
.5
61.

（
148
）

V
g
l.
D
.
L
a
n
g
ew
iesch

e,
‘N
a
tio
n
’,
‘N
a
tio
n
a
lism

u
s’,
‘N
a
tio
n
a
l-

sta
a
t’
in d

er eu
ro
p
a
isch

en G
esch

ich
te seit d

em
 
M
ittela

lter
V
er-

su
ch ein

er B
ila
n
z,
in
:
F
od
erative N

ation
.
D
eu
tsch

lan
d
kon

zepte von
 

d
er
 
R
eform

ation
 
bis

 
zu
m
 
E
rsten

 
W
eltkrieg,

h
g
.
v
.
d
em
s.
G
.

S
ch
m
id
t,
M
u
n
ch
en 2000,

S
.9
30,

h
ier S

.12f.,
S
.17f.,

S
.28.

（
149
）

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
佐
々
木
前
掲
論
文
、
一
〇
二
頁
も
ほ
ぼ
同
じ
結
論

に
到
達
し
て
い
る：

出
自
神
話
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
中
世
の
ド

イ
ツ
は
、
民
族
意
識
、
す
な
わ
ち
出
自
を
共
有
す
る
と
い
う
信
仰
に
も
と
づ
く

連
帯
感
が
ま
っ
た
く
希
薄
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
」。

（
150
）

た
だ
し
ヴ
ェ
ン
ス
ク
ス
も
、S

ta
m
m

概
念
の
時
代
拘
束
性
を
認
識
し
つ

つ
も
（
註
143
）、
旧
来
の
語
法
を
踏
襲
し
、
ま
た
そ
れ
を
規
定
す
る
伝
統
的
歴

史
像
の
呪
縛
を
な
お
完
全
に
は
脱
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。V

g
l.W

er-
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n
er,

V
o
lk
,
S
.174

 
A
n
m
.
8.

ま
た
、
例
え
ば
ツ
ェ
ル
ナ
ー
は
、
早
く
か
ら

gen
tes

をV
o
lk
er

と
呼
び
、
同
時
にO

rigo gen
tis

の
重
要
性
を
指
摘
し
て

い
た
が
、V

o
lk

と
と
も
にS

ta
m
m

を
頻
繁
に
併
用
し
て
お
り
、
両
者
の
関

係
は
不
明
確
で
あ
る
。E

.
Z
o
lln
er,

D
ie politisch

e S
tellu

n
g d

er V
olker

 
im
 
F
ran

ken
reich

,

（V
IÖ
G
,
13

）,W
ien 1950,

b
es.

S
.35ff.,

S
.46ff.

逆

に
、
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
が
「
ロ
マ
ン
主
義
的
な
伝
統
概
念
に
囚
わ
れ
て
い
た
」

（W
ern

er,
V
o
lk
,
S
.178

）
と
批
判
す
る
グ
ル
ン
ト
マ
ン
は
、
あ
ま
り
知
ら
れ

て
い
な
い
別
の
論
稿
に
お
い
て
、
研
究
史
と
用
語
法
の
整
理
を
、
当
時
と
し
て

は
先
見
的
な
観
点
か
ら
提
示
し
て
い
た
。G

ru
n
d
m
a
n
n
,
S
ta
m
m
e

（
註
143
）.

と
も
あ
れ
、
特
殊
ド
イ
ツ
的
な
視
角
の
問
題
性
を
、
特
に
フ
ラ
ン
ス
と
の
比
較

か
ら
鋭
く
認
識
し
、S

ta
m
m

をV
o
lk

へ
と
読
み
替
え
る
必
要
を
強
く
訴
え
、

か
つ
自
ら
一
貫
し
て
用
い
た
の
は
、
ブ
リ
ュ
ー
ル
が
お
そ
ら
く
最
初
で
あ
ろ
う
。

B
ru
h
l,
D
eu
tsch

lan
d

（
註
40
）,K

a
p
.4
1:
“G
en
s
n
atio

popu
lu
s.
V
o
l-

k
er o

d
er S

ta
m
m
e im

 
9.
u
n
d 10.

Ja
h
rh
u
n
d
ert

?”,
S
.243

267,
b
es.

S
.

260ff.
V
g
l.
J.
Ja
rn
u
t,
G
ed
a
n
k
en zu

r E
n
tsteh

u
n
g d

es m
ittela

lter-

lich
en d

eu
tsch

en R
eich

es,
in
:
G
W
U
 
32,

1981,
S
.99

114,
h
ier S

.99.

も
と
よ
り
、S

ta
m
m

、V
o
lk

、
あ
る
い
はN

a
tio
n

の
い
ず
れ
と
も
、
近
代

に
刻
印
さ
れ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
負
荷
を
背
負
っ
て
い
る
が
故
に
、
学
術
用
語

と
し
て
は
問
題
が
あ
り
、
ま
た
そ
れ
を
使
用
す
る
各
研
究
者
の
理
解
と
語
法
上

の
相
違
が
深
刻
な
混
乱
を
招
い
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
本
稿
で
便
宜
的
に

用
い
て
い
るgen

s

も
、
確
か
に
本
来
は
史
料
か
ら
採
ら
れ
て
用
語
で
は
あ
る

が
、
ま
た
そ
の
例
外
で
は
な
い
。V

g
l.
P
o
h
l,
T
ra
d
itio

n

（
註
106
）,

S
.12f.

D
ers.,

A
rt.

G
en
tilism

u
s,
in
:
R
eallexikon

 
d
er
 
G
erm

an
isch

en
 
A
lter-

tu
m
sku

n
d
e,
2.
A
u
fl.,

B
d
.11,

B
erlin

N
ew
 
Y
o
rk
 
1998,

S
.91

101.
B
.

S
ch
n
eid
m
u
ller,

N
o
m
en
 
g
en
tis.

N
a
tio
n
s

u
n
d
 
N
a
m
en
b
ild
u
n
g
 
im

 
n
a
ch
k
a
ro
lin
g
isch

en E
u
ro
p
a
,
in
:
N
om
en
 
et gen

s.
Z
u
r h

istorisch
en

 
A
u
ssagekraft

 
fru
h
m
ittelalterlich

er
 
P
erson

en
n
am
en
,
h
g
.
v
.
D
.

G
eu
en
ich

W
.
H
a
u
b
rich

s
J.
Ja
rn
u
t,

（R
G
A
,
E
rg
.
B
d
.,16

）,B
erlin

N
ew
Y
o
rk 1997,

S
.140

156,
b
es.

S
.143ff.

H
.
W
.
G
o
etz,

G
en
tes.

Z
u
r

 
zeitg

en
o
ssisch

en
 
T
erm

in
o
lo
g
ie
 
u
n
d
 
W
a
h
rn
eh
m
u
n
g
 
o
stfra

n
k
-

isch
er E

th
n
o
g
en
ese im

 
9.
Ja
h
rh
u
n
d
ert,

in
:
M
IÖ
G
 
108,

2000,
S
.85

116,
b
es.

S
.85ff.,

S
.100f.

（
151
）

V
g
l.
E
h
lers,

N
a
tio
n

（
註
40
）,b

es.
S
.26ff.

D
ers.,

D
ie E

n
tsteh

u
n
g

 
d
er N

a
tio
n
en u

n
d d
a
s m

ittela
lterlich

e R
eich

,
in
:
G
W
U
 
43,

1992,S
.

264
274,

h
ier S

.274 ：

歴
史
的
経
過
の
逆
転
、
す
な
わ
ち
﹇
ラ
イ
ヒ
の
成
立

に
先
行
す
る
﹈
民
族
の
生
成
と
民
族
意
識
に
よ
る
ラ
イ
ヒ
の
形
成
と
い
う
公
準

の
中
に
、
ド
イ
ツ
の
歴
史
像
に
関
す
る
悲
劇
的
な
誤
り
が
存
す
る
」。

（
152
）

W
ern

er,
D
eu
tsch

la
n
d

註
８
）,S

p
.
787.

V
g
l.
d
ers.,

V
o
lk
,
S
.178,

S
.243f.V

o
lk
er u

n
d R

eg
n
a
,in
:B
eitrage zu

r m
ittelalterlich

en R
eich

s

u
n
d
 
N
ation

sbild
u
n
g
 
in
 
D
eu
tsch

lan
d
 
u
n
d
 
F
ran

kreich
,
h
g
.
v
.
C
.

B
ru
h
l
B
.
S
ch
n
eid
m
u
ller,

（H
Z
,
B
eih
eft,

24

）,M
u
n
ch
en 1997,

S
.15

43.

（
153
）

V
g
l.
B
eu
m
a
n
n
,
K
a
isertu

m

（
註
76
）.

拙
稿
「
オ
ッ
ト
ー
三
世
」（
註

９
）、
四
章
。
一
二
二
〇
〜
三
四
年
頃
に
ア
イ
ケ
・
フ
ォ
ン
・
レ
プ
ゴ
ウ
が
綴

っ
た
次
の
一
節
も
、
同
様
の
文
脈
の
中
で
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。「
い

ず
れ
の
ド
イ
ツ
の
地
方
（lan

t

）
も
宮
中
伯
を
も
っ
て
い
る
。﹇
す
な
わ
ち
﹈

ザ
ク
セ
ン
、
バ
イ
エ
ル
ン
、
フ
ラ
ン
ケ
ン
お
よ
び
シ
ュ
ワ
ー
ベ
ン
。
こ
れ
ら
は

す
べ
て
王
国
（kon

in
krıch

e

）
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
ロ
ー
マ
人
が
彼
等
を

征
服
し
て
以
来
、
彼
等
は
名
を
変
え
て
大
公
（h

ertoge

）
と
呼
ば
れ
た
が

…
…
」（
三
・
五
三
・
一
）。『
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
・
ラ
ン
ト
法
』、
久
保

正
幡
・
石
川
武
・
直
居
淳
訳
、
創
文
社

一
九
七
七
年
、
二
九
八
頁
。

（
154
）

M
o
ra
w

（
註
23
）,

S
.36f.

（
引
用
文
はS

.39

）。V
g
l.

G
ru
n
d
m
a
n
n
,

S
ta
m
m
e

（
註
143
）,S

.600.

中
世
盛
期
のgen

tes

は
既
に
、「
多
か
れ
少
な
か

れ
そ
の
形
を
歪
め
ら
れ
た
、
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
な
中
世
初
期
の
遺
物
」（
シ
ュ
ナ

イ
ト
ミ
ュ
ラ
ー
）
と
化
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
カ
ロ
リ
ン
グ
帝

国
の
崩
壊
は
、
ザ
ク
セ
ン
人
の
例
が
示
す
よ
う
に
、「
脱
フ
ラ
ン
ク
（E

n
t-

fra
n
k
u
n
g

）」
と
い
う
起
爆
剤
と
し
て
、gen

s

の
再
活
性
化
を
促
す
方
向
で

作
用
し
た
。
ま
た
、
結
果
的
に
ド
イ
ツ
人
へ
と
統
合
さ
れ
たgen

tes

は
、
そ

こ
に
〞
部
族
〝
と
し
て
の
安
住
を
約
束
さ
れ
た
〞
指
定
席
〝
を
見
出
し
た
の
で

も
な
い
。
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
人
と
バ
イ
エ
ル
ン
人
が
一
一
世
紀
末
に
な
っ
て
よ

(175 )
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う
や
く
自
己
のO

rigo

を
獲
得
し
た
こ
と
や
、
中
世
後
期
の
〞
東
方
植
民
〝

に
伴
う
〞
新
部
族
（N

eu
sta
m
m
e

）〝
の
形
成
｜
｜
ポ
ン
メ
ル
ン
人
、
メ
ッ

ク
レ
ン
ブ
ル
ク
人
、
シ
ュ
レ
ジ
エ
ン
人
等
々
｜
｜
か
ら
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
、gen

s

は
「
全
体
」
を
構
成
す
る
「
部
分
」、
す
な
わ
ち
ド
イ
ツ
人

を
堅
固
に
支
え
る
「
礎
石
」
に
留
ま
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
自
体
恒﹅
常﹅
的﹅
な﹅
生
成

・
変
容
の
プ
ロ
セ
ス
に
さ
ら
さ
れ
続
け
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

故
、
両
者
の
エ
ト
ノ
ス
生
成
は
、
単
な
る
上
下
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
構
造
と
し
て

で
は
な
く
、
多
様
な
形
態
を
と
り
つ
つ
長
期
に
わ
た
り
同
時
並
行
的
に
展
開
さ

れ
た
相
互
関
係
と
し
て
把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。V

g
l.
B
.
S
ch
n
eid
m
u
l-

ler,
R
eich

V
o
lk

N
a
tio
n
.
D
ie E

n
tsteh

u
n
g d

es d
eu
tsch

en R
eich

es
 

u
n
d
 
d
er
 
d
eu
tsch

en
 
N
a
tio
n
 
im
 
M
ittela

lter,
in
:
M
ittelalterlich

e
 

n
ation

es

（
註
79
）,

S
.73

101,
h
ier
 
S
.81

（
引
用
句
）.
D
ers.,

V
o
lk
er

S
ta
m
m
e
H
erzo

g
tu
m
er
?
V
o
n d

er V
ielfa

lt d
er E

th
n
o
g
en
esen

 
im

 
o
stfra

n
k
isch

en R
eich

,
in
:
M
IÖ
G
 
108,

2000,
S
.31

47,
b
es.

S
.37ff.

こ

う
し
た
視
角
は
必
然
的
に
、
史
料
に
現
れ
るgen
s

と
は
何
か
を
あ
ら
た
め
て

問
い
直
す
作
業
へ
と
通
じ
て
い
く
が
、
実
の
と
こ
ろ
そ
れ
は
よ
う
や
く
緒
に
着

い
た
ば
か
り
で
あ
る
。M

IÖ
G

の
同
号
に
併
載
さ
れ
たB

ech
er

（
註
111
）、

Z
o
tz

（
註
111
）、
お
よ
びG

o
etz

（
註
150
）
の
各
論
稿
を
参
照
。

（
155
）

J.
E
h
lers,

S
ch
riftk

u
ltu
r,
E
th
n
o
g
en
ese u

n
d N

a
tio
n
sb
ild
u
n
g in

 
o
tto
n
isch

er Z
eit,

in
:
F
M
S
t 23,

1989,
S
.302

317,
h
ier S

.310.

な
お
、
一

二
世
紀
に
な
る
と
、「
帝
権
移
譲
論
（T

ra
n
sla
tio
 
Im
p
erii

）」
を
め
ぐ
る
活

発
な
理
論
展
開
に
お
い
て
、
八
〇
〇
年
の
カ
ー
ル
の
皇
帝
戴
冠
を
も
っ
て
ロ
ー

マ
皇
帝
権
は
ギ
リ
シ
ア
人
か
ら
フ
ラ
ン
ク
人
／
ド
イ
ツ
人
の
手
に
移
転
し
た
と

い
う
解
釈
が
一
般
化
す
る
よ
う
に
な
る
。
ゲ
ッ
ツ
に
よ
れ
ば
、
か
か
る
論
理
は
、

「
彼
ら
﹇＝

ド
イ
ツ
人
﹈
の
自
意
識
を
弱
め
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
高
め
さ

え
し
た
」
の
で
あ
り
、
ゲ
ッ
ツ
は
こ
の
文
脈
の
中
に
ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
の
ジ
ョ
ン

（
一
一
一
五
年
頃
｜
八
〇
年
）
の
有
名
な
発
言
を
位
置
づ
け
て
い
る
｜
｜
「
誰

が
ド
イ
ツ
人
を
諸
民
族
の
裁
判
官
に
任
じ
た
と
い
う
の
か
？
」。
ま
た
、
オ
ッ

ト
ー
・
フ
ォ
ン
・
フ
ラ
イ
ジ
ン
グ
（
後
述
五
章
）
を
筆
頭
と
す
る
同
時
期
の
ド

イ
ツ
の
歴
史
叙
述
者
が
、
好
ん
で
「
世﹅
界﹅
年
代
記
（W

elt
ch
ro
n
ik

）」
を
著

し
た
の
も
、
ま
さ
に
「
ロ
ー
マ
帝
国
（Im

periu
m
 
R
om
an
u
m

）
に
生
き
て

い
る
と
い
う
感
情
」
に
発
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。W

.
G
o
ez,

T
ran

s-

latio
 
Im
perii.

E
in
 
B
eitrag

 
zu
r
 
G
esch

ich
te d

es G
esch

ich
tsd
en
ken

s
 

u
n
d
 
d
er
 
politisch

en
 
T
h
eorien

 
im
 
M
ittelalter

 
u
n
d
 
in
 
d
er
 
fru
h
en

 
N
eu
zeit,

T
u
b
in
g
en 1958,

S
.111,

S
.131 m

it A
n
m
.
1.

（
156
）
『
ア
ン
ノ
の
歌
』
で
は
、「
ロ
ー
マ
人
」
と
し
て
カ
エ
サ
ル
の
み
な
ら
ず
カ

ト
ー
、
ポ
ン
ペ
イ
ウ
ス
等
が
登
場
す
る
の
に
対
し
、「
ド
イ
ツ
人
」
を
構
成
す

る
個
々
の
人
物
の
名
前
が
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
想
起
さ
れ
た
い
。
た
だ

一
人
の
例
外
は
、
フ
ラ
ン
コ
で
あ
る
が
、
彼
も
ド
イ
ツ
人
で
は
な
く
、「
フ
ラ

ン
ク
人
」
の
始
祖
と
し
て
現
れ
る
。
フ
リ
ー
ト
の
指
摘
す
る
ド
イ
ツ
概
念
の

「
輪
郭
の
曖
昧
さ
」（
本
稿
二
章
二
節
）
は
、
こ
こ
に
も
妥
当
す
る
。

（
157
）

B
eu
m
a
n
n
,
K
a
isertu

m
,
S
.110.

（
158
）

V
g
l.
S
ch
n
eid
m
u
ller,

R
eich

（
註
154
）,b

es.
S
.94ff.

ザ
ー
リ
ア
ー
時

代
の
「
移
行
期
」
な
い
し
「
変
革
期
」
と
し
て
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
本
稿
と

異
な
る
側
面
に
つ
い
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。V

g
l.
S
t.
W
ein
fu
rter,

H
err-

sch
aft
 
u
n
d
 
R
eich

 
d
er
 
S
alier.

G
ru
n
d
lin
ien
 
ein
er
 
U
m
bru

ch
zeit,

S
ig
m
a
rin
g
en 1992,

b
es.

S
.9ff.

五
章

結
び
に
代
え
て
｜
｜

ロ
ー
マ
人
の
国
王
」と

ド
イ
ツ
王
国
」

教
皇
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
七
世
が
一
〇
七
〇
年
代
半
ば
以
降
自
覚
的
に
選
び
取
っ

た
「
ド
イ
ツ
王
国
」
に
関
す
る
語
法
は
、
ア
ル
プ
ス
以
北
に
お
い
て
こ
れ
ら
の

名
辞
が
普
及
・
定
着
す
る
契
機
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
副
産
物
と
は
対
照

的
に
、
彼
が
「
戦
い
の
言
葉
」
に
込
め
た
本
来
の
望
み
は
、
結
果
的
に
「
ド
イ

ツ
人
」
の
間
に
受
け
容
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
教
皇
の
攻
撃

は
、
一
方
に
お
い
て
、
反
国
王
派
で
あ
り
な
が
ら
教
会
改
革
に
も
批
判
的
な
ラ

ン
ペ
ル
ト
を
し
て
、「
ド
イ
ツ
王
国
」
概
念
に
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
政
治
的
意
味
内
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容
を
付
与
さ
せ
る
引
き
金
と
な
っ
た
。『
編
年
誌
』
が
綴
ら
な
か
っ
た
「
ド
イ

ツ
人
の
歴
史
」
に
つ
い
て
、『
ア
ン
ノ
の
歌
』
は
そ
の
特
殊
な
起
源
説
話
を
描

き
出
し
て
み
せ
る
こ
と
で
、
ラ
ン
ペ
ル
ト
と
は
異
な
り
後
世
に
対
し
相
当
の
影

響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
も
っ
と
も
、
カ
エ
サ
ル
か
ら
詩
人
の
生
き
る

〞
現
在
〝
ま
で
の
間
に
大
き
な
歴
史
の
溝
を
残
し
た
ま
ま
で
は
あ
っ
た
が
。

他
方
、
争
い
の
当
事
者
で
あ
る
国
王
と
そ
の
支
持
者
は
、
自
ら
の
地
位
の
低

下
を
意
味
す
る
「
ド
イ
ツ
王
国
・
国
王
」
の
使
用
を
忌
避
し
つ
つ
も
、
支
配
権

の
正
当
性
を
あ
ら
た
め
て
理
論
的
に
発
展
・
深
化
さ
せ
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い

た
。
そ
の
一
つ
の
表
現
は
、
ザ
ー
リ
ア
ー
王
権
の
ロ﹅
ー﹅
マ﹅
的﹅
性
格
を
前
面
に
打

ち
出
し
た
フ
ル
ト
ル
フ
、『
皇
帝
ハ
イ
ン
リ
ヒ
四
世
伝
』
等
の
著
作
で
あ
る
。

他
の
選
択
肢
は
、「
ロ
ー
マ
」
と
並
ぶ
も
う
一
つ
の
正
当
性
の
原
理
、
す
な
わ

ち
、
一
一
世
紀
の
前
半
以
降
薄
れ
つ
つ
あ
っ
た
フ﹅
ラ﹅
ン﹅
ク﹅
的﹅

159
）

伝﹅
統﹅
へ
の
記
憶
を
、

あ
ら
た
め
て
蘇
ら
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

ラ
ン
ペ
ル
ト
や
ベ
ル
ト
ル
ト
が
一
〇
七
七
年
に
樹
立
さ
れ
た
ル
ー
ド
ル
フ
の

対
立
王
権
を
正
当
化
す
べ
く
、「
フ
ラ
ン
ク
」
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
た
こ

と
に
つ
い
て
は
、
既
に
紹
介
し
た
（
三
章
四
節
）。
同﹅
時﹅
代﹅
の
出
来
事
に
関
し

て
「
フ
ラ
ン
ク
人
の
王
国
」
を
用
い
た
の
は
、
両
者
が
お
そ
ら
く
最
後
で
あ
る

と
考
え
ら

160
）

れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
ヘ
ル
ス
フ
ェ
ル
ト
修
道
院
に
お
け
る
ラ
ン
ペ

ル
ト
の
弟
子
と
目
さ
れ
る

161
）

人
物
は
、
皇
帝
派
の
立
場
に
身
を
置
き
つ
つ
、
ハ
イ

ン
リ
ヒ
の
支
配
権
の
フ
ラ
ン
ク
的
性
格
を
他
に
類
例
を
見
な
い
ほ
ど
明
確
に
一

貫
し
て
強
調
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
論
証
に
際
し
、
彼
が
用
い
た
の
は
「
歴
史

的
議
論
（h
isto

risch
es

162
）

A
rg
u
m
en
t

）」
の
手
法
で
あ
り
、
そ
の
重
点
は
過﹅
去﹅

か
ら
の
連
続
性
に
置
か
れ
る
。

一
〇
八
〇
年
の
一
連
の
事
件
｜
｜
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
再
度
の
破
門
、
グ
レ
ゴ
リ

ウ
ス
に
よ
る
ル
ー
ド
ル
フ
王
権
の
承
認
、
対
立
教
皇
ク
レ
メ
ン
ス
三
世
の
擁
立

｜
｜
は
、
王
国
と
教
会
そ
れ
ぞ
れ
の
分
裂
を
招
く
と
同
時
に
、「
論
争
文
書

（L
ib
elli d

e lite

）」
を
通
じ
て
の
理
論
面
に
お
け
る
華
々
し
い
闘
争
が
展
開

さ
れ
る
動
因
と
な
っ
た
。
多
彩
な
文
書
群
の
中
に
あ
っ
て
「
最
も
重
要
で
ま
た

価
値
の
あ
る

163
）

も
の
」
と
さ
れ
る
『
教
会
統
一
擁
護
論
』（
一
〇
九
一
｜
九
三
年

成
立
）
に
お
い
て
、
か
の
不
詳
の
修
道
士
は
、「n

o
m
en

p
o
testa

s

理
論
」、

「
帝
権
移
譲
論
」
等
を
駆
使
し
つ
つ
、
ピ
ピ
ン
が
最
初
の
「
フ
ラ
ン
ク
人
の
国

王
」、「
ロ
ー
マ
人
の
守
護
者

パトリキウス
」
に
選
ば
れ
、
カ
ー
ル
大
帝
が
「
ロ
ー
マ
人
の
皇

帝
」
の
称
号
を
与
え
ら
れ
た
の
は
、
教
皇
の
権
限
で
は
な
く
神
の
御
意
志
に
よ

る
も
の
で
あ
る
、
と
論
じ
る
。
そ
し
て
、
世
襲
権
が
神
の
御
加
護
の
証
し
で
あ

る
こ
と
を
強
調
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
地
位
を
父
祖
か
ら
正
当
に
受
け
継
い
だ

ハ
イ
ン
リ
ヒ
を
、「
現
今
に
お
け
る
（n

ostri tem
poris

）
フ
ラ
ン
ク
人
の
国

王
に
し
て
ロ
ー
マ
人
の
皇
帝
（rex F

ran
coru

m
 
et im

perator
 
R
om
an
o-

ru
m

）」
と
呼
び
、
彼
を
今
も
な
お
絶
え
る
こ
と
な
く
存
続
す
る
「
フ
ラ
ン

ク
」
の
正
当
な
後
継
者
と
し
て
位
置
づ
け
る
の
で

164
）

あ
る
。

一
一
世
紀
末
頃
以
降
、「
ド
イ
ツ
王
国
」
概
念
は
、「
戦
い
の
言
葉
」
と
し
て

の
ポ
レ
ー
ミ
ッ
シ
ュ
な
性
格
を
次
第
に
失
い
、
両
陣
営
の
争
い
の
圏
外
に
位
置

す
る
知
識
人
た
ち
に
よ
っ
て
も
用
い
ら
れ
て
い
く
よ
う
に

165
）

な
る
。
ハ
イ
ン
リ
ヒ

五
世
期
（
在
位
一
一
〇
六
｜
二
五
年
）
に
な
る
と
、
皇
帝
側
の
著
作
に
お
い
て

も
、
か
つ
て
の
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
意
味
合
い
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
の
が
確
認
さ
れ

る
。
一
一
一
一
年
の
ロ
ー
マ
に
お
け
る
劇
的
な
皇
帝
戴
冠
か
ら
ま
も
な
く
、
皇

帝
は
、
彼
の
カ
ン
ツ
ラ
イ
に
属
す
る
一
聖
職
者
に
、「
カ
ー
ル
大
帝
か
ら
彼
自

身
の
時
代
（su

a

166
）

tem
pora

）」
に
い
た
る
ま
で
の
歴
史
を
誌
す
よ
う
委
嘱
し
た
。

こ
う
し
て
著
さ
れ
た
『
皇
帝
年
代
記
』（
一
一
一
四
年
頃
成
立
）
の
序
言
は
、

そ
の
前
半
部
で
自
ら
の
君
主
を
次
の
よ
う
に
賞
賛
す
る
。
彼
が
「
ロ
ー
マ
帝
国

（R
om
an
u
m
 
Im
periu

m

）」
の
統
治
を
委
ね
ら
れ
た
こ
と
を
「
ロ
ー
マ
な
ら

(173 )
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び
に
ド
イ
ツ
の
全
世
界
（u

n
iversu

s
 
orbis

 
tam

 
R
om
an
u
s
 
qu
am

 
T
eu
ton

icu
s

）
が
歓
喜
し
て
い
る
」。
そ
し
て
、
こ
の
著
作
の
唯
一
の
目
的
は
、

「
ロ
ー
マ
帝
国
と
ド
イ
ツ
王
国
の
名
誉
（tam

 
R
om
an
i
 
im
perii

 
qu
am

 
T
eu
ton

ici regn
i h

on
or

）
に
資
す
る
こ
と
で
あ
り
、
両
国
の
統
合
は
フ
ラ

ン
ク
人
の
カ
ー
ル
の
下
で
始
ま
っ
た
」、
と
｜
｜
。
著
者
は
、
カ
ー
ル
統
治
下

の
王
国
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
既
に
ド
イ
ツ
王
国
と
見
な
し
て
い
る
。
か
か
る
見

解
を
提
示
し
た
の
は
、
こ
の
作
品
が
最
初
で
あ
る
。
つ
ま
り
、『
教
会
統
一
擁

護
論
』
が
過
去
の
フ
ラ
ン
ク
王
国
の
歴
史
を
「
現
今
」
に
向
か
っ
て
引
き
延
ば

し
た
の
に
対
し
、『
皇
帝
年
代
記
』
は
、
逆
に
「
彼
自
身
の
時
代
」
の
ド
イ
ツ

王
国
を
過
去
へ
と
遡
っ
て
押
し
広
げ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
著
者
は
カ
ー
ル
を
「
ド
イ
ツ
人
」
で
は
な
く
、
上
記
の
よ

う
に
「
フ
ラ
ン
ク
人
」
と
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
さ
れ
た
い
。
そ
し
て
、
叙
述

を
さ
ら
に
読
み
進
め
て
い
く
と
、
こ
の
「
ド
イ
ツ
王
国
」
な
る
も
の
は
、
ラ
ン

ペ
ル
ト
の
語
法
と
同
様
、
事
実
上
「
フ
ラ
ン
ク
人
の
王
国
」
と
同
義
で
あ
る
こ

と
が
明
ら
か
と
な
る
。
序
言
の
後
半
部
で
は
、
こ
の
書
の
構
成
が
次
の
よ
う
に

説
明
さ
れ
る
。
第
一
巻
で
は
「
極
め
て
高
貴
なgen

s

」
つ
ま
り
「
フ
ラ
ン
ク

人
の
起
源
（origo

 
F
ran

coru
m

）」
か
ら
、「
こ
のgen

s

の
国
王
た
ち
の
時

代
」
ま
で
を
、
第
二
巻
は
カ
ー
ル
大
帝
に
よ
る
皇
帝
権
樹
立
か
ら
、「
そ
の
後

ロ
ー
マ
帝
国
が
い
か
に
、
か
のgen

s

の
後
継
諸
王
に
よ
っ
て
見
事
に
統
治
さ

れ
た
か
」
を
、
そ
し
て
最
後
の
第
三
巻
は
ハ
イ
ン
リ
ヒ
五
世
の
偉
業
を
取
り
上

げ
る
、
と
。
第
二
巻
の
緒
言
に
相
当
す
る
箇
所
で
も
、
カ
ー
ル
は
、「
ロ
ー
マ

皇
帝
権
の
栄
誉
に
浴
し
た
最
初
の
フ
ラ
ン
ク
人
の
国
王
（rex F

ran
coru

m

）」

と
讃
え
ら
れ
、
さ
ら
に
「
彼
の
功
績
、
徳
、
そ
し
て
賢
明
さ
の
故
に
、
フ
ラ
ン

ク
人
の
王
国
（regn

u
m
 
F
ran

coru
m

）
は
、
神
の
御
意
志
に
よ
り
聖
な
る

ロ
ー
マ
教
会
と
固
く
結
び
つ
け
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
皇
帝
を
か
のgen

s

以
外

か
ら
選
ぶ
こ
と
は
神
の
法
に
反
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
」
と
続
く
の
で

167
）

あ
る
。

そ
れ
で
は
、
作
品
を
献
呈
さ
れ
た
ハ
イ
ン
リ
ヒ
自
身
は
、
い
か
な
る
自
己
理

解
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
ろ

168
）

う
か
。
一
一
〇
四
年
に
始
ま
る
父
帝
に
対
す
る
反

逆
を
経
て
、
一
一
〇
六
年
に
正
式
に
登
位
し
た
新
国
王
は
、
旧
来
の
単
な
る

「
国
王
（rex

）」
と
い
う
称
号
に
新
た
な
名
辞
を
加
え
て
名
乗
り
始
め
た
。
も

と
よ
り
彼
が
選
択
し
た
の
は
、
三
〇
年
余
前
に
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
が
権
威
を
貶
め

る
意
味
合
い
を
込
め
て
父
を
指
称
し
た
「
ド
イ
ツ
人
の
国
王
（rex

 
T
eu
ton

icoru
m

）」
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、『
教
会
統
一
擁
護
論
』
の
匿
名

の
著
者
が
新
た
に
呼
び
起
こ
し
た
、
し
か
し
既
に
九
一
一
年
以
降
長
ら
く
西
フ

ラ
ン
ク

フ
ラ
ン
ス
国
王
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
専
有
さ
れ
て
い
た
「
フ
ラ
ン
ク
人
の

国
王
（rex

 
F
ran

coru
m

）」
で
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
自
ら
の
手
で
君
主

の
座
か
ら
追
い
落
と
し
た
父
が
、
か
つ
て
か
の
教
皇
宛
の
書
簡
の
中
で
、
イ
タ

リ
ア
王
国
へ
の
支
配
権
主
張
と
将
来
の
皇
帝
位
獲
得
へ
の
意
欲
を
表
明
す
べ
く

用
い
た
称
号
｜
｜
「
ロ
ー
マ
人
の
国
王
（R

om
an
oru

m
 
rex

）」
で
あ
っ
た

（
本
稿
二
章
一
節
）。

採
用
さ
れ
た
名
辞
が
、
教
皇
の
〞
称
号
政
策
〝
に
対
す
る
王
権
側
か
ら
の
返

答
を
意
味
し
て
い
た
こ
と
は
、
確
か
で
あ
ろ
う
。
新
た
な
国
王
称
号
は
、
皇
帝

に
戴
冠
さ
れ
た
オ
ッ
ト
ー
ネ
ン

ザ
ー
リ
ア
ー
の
支
配
者
が
、
九
九
六
年
以
来

名
乗
り
続
け
て
き
た
皇
帝
称
号
｜
｜
「
ロ
ー
マ
人
の
皇
帝
」
｜
｜
に
対
応
す
る

も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
彼
ら
が
、
統
治
す
べ
き
支
配
圏
を
「
ロ
ー
マ
帝

国
」（
一
〇
三
四
年
初
出
）
と
表
記
し
た
こ
と
に
つ
い
て
も
、
既
に
紹
介
し
た
。

し
か
し
、「
ロ
ー
マ
人
の
国
王
」
に
と
っ
て
の
実
質
的
な
権
力
基
盤
で
あ
る
ア

ル
プ
ス
以
北
の
領
域
を
、
称
号
か
ら
語
法
上
帰
結
さ
れ
る
「
ロ
ー
マ
人
の
王
国

（regn
u
m
 
R
om
an
oru

m

）」
と
呼
ぶ
こ
と
は
、
ほ
ぼ
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ

169
）

っ
た
。
希
求
す
べ
き
理
念
と
現
実
の
政
治
状
況
と
の
間
に
横
た
わ
る
溝
は
、
中
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世
後
期
以
降
イ
タ
リ
ア
・
ロ
ー
マ
に
対
す
る
王
権
の
影
響
力
が
後
退
す
る
な
か

で
、
ま
す
ま
す
実
体
と
の
乖
離
を
深
め
て
い
く
が
、
か
の
国
王
称
号
は
、
実
に

一
八
〇
六
年
の
帝
国
の
消
滅
に
い
た
る
ま
で
の
長
き
に
わ
た
り
用
い
ら
れ
続
け

て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

叙
任
権
闘
争
」
は
、
一
一
二
二
年
の
ヴ
ォ
ル
ム
ス
協
約
に
お
い
て
、
霊
的

権
威
（S

p
iritu

a
lien

）
と
世
俗
的
権
力
（T

em
p
o
ra
lien

）
の
分
離
と
い
う

形
で
一
応
の
解
決
に
達
し
た
。
た
だ
、
こ
の
妥
協
に
お
い
て
峻
別
さ
れ
た
の
は

そ
れ
の
み
で
は
な
い
。
教﹅
皇﹅
側﹅
の
文
書
は
、
高
位
聖
職
者
の
叙
任
手
続
き
に
関

し
て
、
空
間
的
に
「
ド
イ
ツ
王
国
（T

eu
ton

icu
m
 
regn

u
m

）」
と
「
帝
国
の

そ
の
他
の
部
分
（aliae partes im

perii

）」（＝

イ
タ
リ
ア
、
ブ
ル
グ
ン
ト
）

を
明
瞭
に
区
別
し
た
の
で
あ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
ザ
ー
リ
ア
ー
国
王
の

皇
帝
的

インペリアール
な
支
配
権
主
張
を
否
認
し
よ
う
と
す
る
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
の
企
図
は
、

確
か
に
そ
の
望
み
通
り
に
実
現
す
る
こ
と
は
な
く
、
教
皇
は
南
イ
タ
リ
ア
の
流

謫
の
地
で
孤
独
な
最
後
を
迎
え
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

そ
れ
ま
で
王
権
側
が
自
明
の
如
く
一
体
視
し
て
き
た
「
帝

国

インペリウム」
を
、
三
つ
の

「
王
国

レーグヌム
」
へ
と
切
り
離
し
て
扱
う
彼
の
構
想
は
、
す
く
な
く
と
も
教
会
人
事
政

策
に
関
し
て
は
、
こ
こ
に
一
つ
の
結
実
を
見
た
と
言
え
よ
う
。
ま
た
上
記
の
文

言
を
ハ
イ
ン
リ
ヒ
五
世
の
側
が
受
け
容
れ
た
こ
と
で
、regn

u
m
 
T
eu
ton

icu
m

と
い
う
名
辞
は
、
今
や
国
制
用
語
と
し
て
公
式
に
承
認
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
の

で

170
）

あ
る
。

他
方
、「
ロ
ー
マ
人
の
国
王
」
を
称
す
る
王
権
と
そ
の
周
辺
の
政
治
指
導
層

・
知
識
人
が
志
向
し
た
の
は
、
も
と
よ
り
局
地
的
政
治
形
象
と
し
て
の
「
ド
イ

ツ
王
国
」
へ
の
自
己
限
定
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
彼
ら
に
と
っ
て
肝
要
な

の
は
、
支
配
権
を
最
大
限
に
正
当
化
し
う
る
普
遍
的
権
威
と
し
て
の
「
ロ
ー
マ

帝
国
」、
な
い
し
そ
の
皇
帝
位
を
フ
ラ
ン
ク
人
へ
と
も
た
ら
し
た
カ
ー
ル
大
帝

の
伝
統
に
対
す
る
自
覚
的
接
合
の
度
合
い
を
、
よ
り
一
層
強
化
す
る
こ
と
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
一
一
二
五
年
の
ハ
イ
ン
リ
ヒ
五
世
の
死
を
も
っ
て
フ
ラ
ン
ク

人
出
身
の
国
王
家
門
は
断
絶
し
、
以
後
王
位
が
ザ
ク
セ
ン
人
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ

ン
人
の
手
へ
と
次
々
と
移
転
し
て
い
く
な
か
、
王
権
は
事
実
上
そ
の
フ
ラ
ン
ク

的
基
盤
を
喪
失
し
て
い
く
。
残
さ
れ
た
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
正
当
性
の
原
理
は
、

ロ
ー
マ
皇
帝
権
の
観
念
で
あ
る
。
そ
れ
は
、『
ア
ン
ノ
の
歌
』
が
描
き
出
し
た

よ
う
に
、
確
か
に
ド
イ
ツ
人
の
形﹅
成﹅
段
階
に
お
い
て
は
、
統
合
的
契
機
と
し
て

作
用
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、「
ド
イ
ツ
」
な
る
政
治
的
・
歴
史
的
意
識
の
さ

ら
な
る
醸
成
に
と
っ
て
、
皇
帝
権
と
の
密
接
な
関
わ
り
合
い
を
強
め
る
こ
と
は

｜
｜
上
述
の
言
説
と
は
一
見
矛
盾
す
る
よ
う
に
響
く
か
も
し
れ
な
い
が
｜
｜
、

ま
さ
に
そ
の
圧
倒
的
な
伝
統
と
権
威
の
故
に
、
大
い
な
る
重
圧
と
し
て
彼
ら
の

肩
に
の
し
か
か
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
は
ず
で

171
）

あ
る
。

ド
イ
ツ
と
は
何
か
」
｜
｜
。
こ
の
厄
介
な
問
題
が
呈
す
る
複
雑
な
様
相
に

直
面
し
て
、
頭
を
悩
ま
せ
て
い
る
の
は
、
現
代
の
研
究
者
の
み
で
は
な
い
。
既

に
一
二
世
紀
中
葉
、
母
方
に
お
い
て
ハ
イ
ン
リ
ヒ
四
世
の
孫
に
あ
た
る
中
世
最

大
の
歴
史
家
に
と
っ
て
も
、
事
情
は
お
そ
ら
く
同
様
で
あ
っ
た
。
フ
ラ
イ
ジ
ン

グ
司
教
オ
ッ
ト
ー
（
一
一
一
二
年
頃
｜
五
八
年
）
は
、『
年
代
記
』（
一
一
四
三

｜
四
六
年
成
立
）
の
中
に
い
ち
早
く
『
ア
ン
ノ
の
歌
』
の
伝
え
る
カ
エ
サ
ル
の

物
語
を
採
り
入
れ
て
は
い
る
が
、
ま
だ
そ
の
時
代
に
「
ド
イ
ツ
人
」
を
登
場
さ

せ
て
は
い

172
）

な
い
。
そ
も
そ
も
、
彼
の
関
心
は
周
知
の
よ
う
に
、
一
民
族
な
ど
で

は
な
く
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
流
の
「
二
つ
の
国
（civitates

）」
の
歴
史
過
程

に
向
け
ら
れ
て
い
る
。

有
名
な
第
六
巻
一
七
章
で
は
、「
ド
イ
ツ
人
の
王
国
の
始
め
に
つ
い
て
。
そ

れ
が
ド
イ
ツ
人
の
王
国
、
そ
れ
と
も
よ
り
正
し
く
は
フ
ラ
ン
ク
人
の
王
国
と
呼

(171)
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ば
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
の
異
な
れ
る
見
解
」
と
の
表
題

173
）

の
下
、「
あ
る
者
た

ち
（qu

id
am

）」
が
こ
の
問
題
に
つ
い
て
唱
え
た
所
説
が
議
論
の
俎
上
に
載
せ

ら
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
、
王
位
が
フ
ラ
ン
ク
人
か
ら
ザ
ク
セ
ン
人
の
手
に
移
っ

た
ハ
イ
ン
リ
ヒ
一
世
の
登
位
（
九
一
九
年
）
を
画
期
と
見
な
し
、「
そ
の
時
を

も
っ
て
フ
ラ
ン
ク
人
の
王
国
を
終
わ
ら
せ
、
ド
イ
ツ
人
の
王
国
を
算
え
る
」。

王
朝
交
替
、
な
い
し
そ
れ
と
軌
を
一
に
す
るR

eich
sv
o
lk

の
変
遷
を
も
っ
て

節
目
と
す
る
こ
の
見
方
は
、
本
稿
の
序
章
で
紹
介
し
た
一
九
世
紀
以
来
の
国
民

史
的
観
点
と
部
分
的
に
重
な
る
も
の
で
あ
る
。「
し
か
し
、
私
の
見
解
に
よ
れ

ば
」、
す
な
わ
ち
普
遍
的
・
キ
リ
ス
ト
教
的
救
済
史
の
観
点
に
立
つ
オ
ッ
ト
ー

の
歴
史
観
に
お
い
て
は
、「
フ
ラ
ン
ク
」
か
「
ド
イ
ツ
」
か
と
い
う
二
者
択
一

的
問
題
設
定
自
体
が
誤
り
で
あ
り
、
な
お
か
つ
そ
の
意
義
は
二
次
的
で
し
か
な

か
っ
た
。

し
か
し
、
私
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
人
の
王
国
は
、
現
今
に
お
い
て

な
る
ほ
ど
ロ
ー
マ
を
手
中
に
収
め
て
は
い
る
が
、
フ
ラ
ン
ク
人
の
王
国
の
一
部

な
の
で
あ
る
」。
彼
の
理
解
に
即
す
れ
ば
、〞
ド
イ
ツ
人
〝
と
は
正
確
に
は
「
ド

イ
ツ
の
東
フ
ラ
ン
ク
人
（T

eu
ton

ici orien
tales F

ran
ci

）」
な
い
し
「
ド
イ

ツ
の
フ
ラ
ン
ク
人
（T

eu
ton

ici F
ran

ci

）」
と
見
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、

「
ロ
ー
マ
を
手
中
に
収
め
る
」、
す
な
わ
ち
皇
帝
権
の
担
い
手
に
着
目
す
る
な
ら

ば
、
そ
れ
は
ロ
ー
マ
人
に
発
し
、
ギ
リ
シ
ア
人
、
フ
ラ
ン
ク
人
、
ラ
ン
ゴ
バ
ル

ト
人
の
間
を
次
々
に
移
転
し
た
後
、
オ
ッ
ト
ー
大
帝
に
よ
っ
て
再
び
〞
フ
ラ
ン

ク
人
〝
の
手
に
取
り
戻
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
か
か
る
帝
権

移
譲
（T
ra
n
sla
tio
 
Im
p
erii

）
は
、「
地
上
の
国
（civitas

 
terren

a

）」
に

お
け
る
「
万
物
の
移
ろ
い

m
u
tatio reru

m

）」
の
は
か
な
さ
を
示
す
証
左
で

し
か
な
く
、
何
に
も
増
し
て
重
要
な
の
は
、
人
間
世
界
の
事
象
を
超
え
た
よ
り

高
次
の
レ
ヴ
ェ
ル
、
す
な
わ
ち
神
の
摂
理
に
よ
っ
て
進
行
す
る
救
済
史
の
歴
史

過
程
に
お
い
て
、
第
四
に
し
て
最
後
の
世
界
帝
国
た
る
位
置
を
占
め
る
「
ロ
ー

マ
帝
国
（Im
periu

m
 
R
om
an
u
m

）」
が
〞
現
在
〝
に
い
た
る
も
な
お
存
続
し

て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
帝
国
は
、
オ
ッ
ト
ー

の
生
き
る
今
、
ま
さ
に
そ
の
最
後
の
局
面
に
臨
み
つ
つ
あ
る
の
で

174
）

あ
る
。

ド
イ
ツ
史
の
始
ま
り
」
｜
｜
今
日
に
い
た
る
ま
で
絶
え
る
こ
と
の
な
い
、

そ
し
て
今
後
も
「
ド
イ
ツ
歴
史
学
が
存
在
す
る
限
り
論
じ
ら
れ
て
い
く
で
あ

175
）

ろ
う
」
果
て
し
の
な
い
議
論
は
、
こ
こ
に
そ
の
開
始
を
告
げ
た
の
で
あ
る
。

註159
）

G
.
T
ellen

b
a
ch
,
V
o
n d

er T
ra
d
itio

n d
es fra

n
k
isch

en R
eich

es in
 

d
er
 
d
eu
tsch

en
 
u
n
d
 
fra

n
z
o
sisc

h
e
n
 
G
e
sc
h
ic
h
te
 
d
e
s
 
h
o
h
e
n

 
M
ittela

lters,
in
:
d
ers.,

A
u
sgew

ah
lte A

bh
an
d
lu
n
gen

 
u
n
d
 
A
u
fsatze,

B
d
.2,
S
tu
ttg
a
rt 1988,

S
.688

709,
b
es.

S
.701,

S
.703,

（zu
erst in

:
D
er

 
V
ertrag von

 
V
erd

u
n
 
8
4
3
,
h
g
.
v
.
T
h
.
M
a
y
er,

L
eip
zig 1943,

S
.187

202

）
の
先
駆
的
研
究
の
他
、L

u
g
g
e

（
註
70
）,S

.108f.,
S
.115

お
よ
びM

u
l-

ler
M
erten

s,
S
.300

を
参
照
。

（
160
）

V
g
l.
B
ru
h
l,
D
eu
tsch

lan
d

（
註
40
）,S

.716f.

（
161
）

V
g
l.
S
tru
v
e

（
註
58
）,T

eil 1,
S
.71.

（
162
）

V
g
l.
W
.
A
ffeld

t,
K
o
n
ig
serh

eb
u
n
g P

ip
p
in
s u

n
d U

n
lo
sb
a
rk
eit

 
d
es E

id
es im

 
L
ib
er d

e u
n
ita
te ecclesia

e co
n
serv

a
n
d
a
,
in
:
D
A
 
25,

1969,
S
.313

346,
h
ier S

.315,
S
.335,

S
.344ff.

H
.
W
.
G
o
etz,

G
esch

ich
-

te
 
a
ls
 
A
rg
u
m
en
t.
H
isto

risch
e
 
B
ew
eisfu

h
ru
n
g
 
u
n
d
 
G
esch

ich
ts-

b
ew
u
ß
tsein

 
in
 
d
en
 
S
treitsch

riften
 
d
es In

v
estitu

rstreits,
in
:
H
Z

 
245,

1987,
S
.31

69,
b
es.

S
.44,

S
.48f.,S

.56f.
（
163
）

R
.
H
o
ltzm

a
n
n
,
in
:
W
a
tten

b
a
ch

H
o
ltzm

a
n
n

（
註
58
）,T

eil 2,
S
.

406.

（
164
）

L
ib
er
 
d
e
 
u
n
ita
te
 
ecclesia

e
 
co
n
serv

a
n
d
a
,
in
:
Q
u
ellen

 
zu
m

 
In
vestitu

rstreit,
T
eil 2,

h
g
.
u
.
u
b
ers.

v
.
I.
S
ch
m
a
le
O
tt,

（A
u
sg
e-
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w
a
h
lte Q

u
ellen zu

r d
eu
tsch

en G
esch

ich
te d

es M
ittela

lters,
12b

）,

D
a
rm
sta
d
t 1984,

S
.272

579

（
引
用
句
はI

ca
p
.5,
S
.294

）.

註
162
の
諸
論

稿
、G

o
ez

（
註
155
）,S

.95ff.

の
他
、
特
にM

u
ller

M
erten

s,
S
.293

302
お
よ
びK

o
ch

（
註
98
）,S

.108ff.

を
参
照
。

（
165
）

V
g
l.
M
u
ller

M
erten

s,
S
.315.

（
166
）

以
下
、
引
用
はA

n
o
n
y
m
i ch

ro
n
ica
 
im
p
era

to
ru
m
,
in
:
F
ru
tolf

（
註
125
）,

S
.212,

S
.214

に
拠
る
。V

g
l.
M
u
ller

M
erten

s,
S
.342

350.

T
h
o
m
a
s,
C
a
esa

r,
S
.269f.

（
167
）

な
お
、『
皇
帝
年
代
記
』
の
本
文
テ
キ
ス
ト
は
、
一
〇
九
五
年
以
降
に
つ

い
て
し
か
公
刊
さ
れ
て
い
な
い
。
フ
ル
ト
ル
フ
に
発
し
、
エ
ッ
ケ
ハ
ル
ト
・
フ

ォ
ン
・
ア
ウ
ラ
、『
皇
帝
年
代
記
』
に
よ
っ
て
継
続
さ
れ
た
一
連
の
年
代
記
群

の
校
訂
版
は
、
シ
ュ
マ
ー
レ
夫
妻
に
よ
っ
てM

G
H

か
ら
の
公
刊
が
長
ら
く

準
備
さ
れ
て
い
る
が
、D

A

誌
上
で
毎
年
報
じ
ら
れ
る
進
捗
状
況
か
ら
察
す
る

と
、
そ
の
全
貌
が
明
ら
か
に
な
る
ま
で
に
は
、
な
お
か
な
り
の
年
月
を
要
す
る

と
思
わ
れ
る
。

（
168
）

以
下
、
註
16
に
挙
げ
たB

eu
m
a
n
n
,
“R
om
an
oru

m
 
rex”

,
b
es.S

.46ff.

、

お
よ
びM

erta
,
S
.195ff.

に
拠
る
。

（
169
）

V
g
l.
H
.
K
eller,

E
n
tsch

eid
u
n
g
ssitu

a
tio
n
en u

n
d L

ern
p
ro
zesse

 
in
 
d
en

‘A
n
fa
n
g
en
 
d
er d

eu
tsch

en
 
G
esch

ich
te’.

D
ie
‘Ita

lien
u
n
d

 
K
a
iserp

o
litik

’
O
tto
s d
es G

ro
ß
en
,
in
:
F
M
S
t 33,

1999,
S
.20

48,
h
ier

 
S
.20.W

eisert

（
註
22
）,S
.454f.

は
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
三
世
（
一
例
）、
コ
ン
ラ

ー
ト
三
世
（
三
例
）
の
証
書
か
ら
極
め
て
稀
な
用
法
を
採
録
し
て
い
る
が
、
こ

れ
ら
の
場
合regn
u
m
 
R
om
an
oru

m

は
、
イ
タ
リ
ア
王
国
を
指
す
か
、

im
periu

m
 
R
om
an
u
m

と
同
義
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
170
）

V
g
l.
M
u
ller

M
erten

s,
S
.375

383.

（
171
）

V
g
l.E

h
lers,E

n
tsteh

u
n
g

（
註
40
）,S

.21ff.,S
.45f.,S

.55,S
.81,S

.99,

S
.110 u

.o
.

中
世
後
期
の
帝
権
と
教
権
の
関
係
、
特
に
一
三
世
紀
以
降
の
教
皇

庁
の
帝
権
移
譲
論
の
展
開
と
皇
帝
・
帝
国
側
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
池
谷
文
夫

氏
の
重
厚
な
研
究
が
公
刊
さ
れ
た
。『
ド
イ
ツ
中
世
後
期
の
政
治
と
政
治
思
想

｜
｜
大
空
位
時
代
か
ら
「
金
印
勅
書
」
の
制
定
ま
で
』
刀
水
書
房

二
〇
〇
〇

年
。

（
172
）

O
tton

is episcopi F
risin

gen
sis C

h
ron

ica sive H
istoria d

e d
u
abu

s
 

civitatibu
s,
h
g
.
v
.
A
.
H
o
fm
eister,

（M
G
H
 
S
S
 
rer.

G
erm

.

）,
H
a
n
-

n
o
v
er

L
eip
zig 1912,

II
ca
p
.48,

S
.125f.

「
ゲ
ル
マ
ン
人
」
に
対
す
る
カ
エ

サ
ル
の
勝
利
と
「
ガ
リ
ア
人
と
ゲ
ル
マ
ン
人
」
と
の
同
盟
に
つ
い
て
。
た
だ
し
、

『
皇
帝
年
代
記
（K

a
iserch

ro
n
ik

）』
を
通
じ
て
の
間
接
的
利
用
の
可
能
性
が

考
量
さ
れ
て
い
る
。V

g
l.
N
ellm

a
n
n
,
K
o
m
m
en
ta
r

（
註
108
）,S

.98.

『
年
代

記
』
の
中
で
〞
ド
イ
ツ
〝
に
初
め
て
言
及
さ
れ
る
の
は
、
東
フ
ラ
ン
ク
国
王
ア

ル
ヌ
ル
フ
・
フ
ォ
ン
・
ケ
ル
ン
テ
ン
（
在
位
八
八
七
｜
九
九
年
、
本
稿
序
章
参

照
）
に
関
連
し
て
で
あ
る
。V

I
ca
p
.11,

S
.272 ：

か
く
し
て
ア
ル
ヌ
ル
フ
は
、

東
フ
ラ
ン
ク
全
体
（tota

 
orien

talis F
ran

cia

）
｜
｜
そ
れ
は
今
日
ド
イ
ツ

王
国
（T

eu
ton

icu
m
 
regn

u
m

）
と
呼
ば
れ
て
い
る
｜
｜
、
す
な
わ
ち
バ
イ

エ
ル
ン
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
、
ザ
ク
セ
ン
、
テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
、
フ
リ
ー
ス
ラ

ン
ト
、
ロ
ー
ト
リ
ン
ゲ
ン
を
統
治
し
た
」。

（
173
）

E
b
d
.,
S
.28.

（
174
）

E
b
d
.
V
I
ca
p
.17,

S
.276f.

参
照
、
山
田
「〞
ド
イ
ツ
国
〝」（
註
７
）、
一

章
、
お
よ
びH

.
W
.
G
o
etz,

D
as G

esch
ich
tsbild

 
O
ttos von

 
F
reisin

g.

E
in B

eitrag zu
r h

istorisch
en V

orstellu
n
gsw

elt u
n
d
 
zu
r G

esch
ich
te

 
d
es 1

2
.
Jah

rh
u
n
d
erts,

（A
K
G
,
B
eih
eft,

19

）,K
o
ln
W
ien 1984,

b
es.

S
.148ff.

な
お
、
オ
ッ
ト
ー
が
論
敵
と
す
る
「
あ
る
者
た
ち
」
の
比
定
問
題
は
、

『
ザ
ル
ツ
ブ
ル
ク
大
編
年
誌
』
の
ド
イ
ツ
王
国
概
念
の
同
時
代
性
を
め
ぐ
る
ミ

ュ
ラ
ー

メ
ル
テ
ン
ス
と
ボ
イ
マ
ン
の
論
争
（
註
40
）
に
お
い
て
、
重
要
な
役

割
を
占
め
て
い
た
。
両
者
の
議
論
の
分
か
れ
目
と
な
っ
た
の
は
、『
ザ
ル
ツ
ブ

ル
ク
大
編
年
誌
』
と
密
接
に
関
わ
る
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
編
年
誌
群
」
に
属
す
る

Ａ
Ｇ
Ｓ
の
成
立
年
代
で
あ
り
、
ミ
ュ
ラ
ー

メ
ル
テ
ン
ス
は
そ
れ
を
一
一
八
〇

年
頃
と
す
る
通
説
に
与
し
た
の
に
対
し
、
ボ
イ
マ
ン
は
一
一
四
〇
年
頃
と
推
定

す
る
シ
ュ
マ
ー
レ
の
研
究
に
依
拠
し
て
い
た
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
山
田
前
掲

論
文
、
四
章
を
参
照
。
し
か
し
、
バ
イ
ハ
マ
ー
に
よ
る
関
連
史
料
の
極
め
て
精

緻
な
比
較
分
析
の
結
果
、
シ
ュ
マ
ー
レ

ボ
イ
マ
ン
説
が
妥
当
し
う
る
可
能
性

は
完
全
に
排
除
さ
れ
た
と
言
え
る
。A

.
B
eih
a
m
m
er,

D
ie
 
A
lp
en
la
n
-
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S
.325.
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）

J.
F
leck

en
stein

,
Ü
ber d

ie A
n
fan

ge d
er d

eu
tsch

en G
esch

ich
te,

O
p
la
d
en 1987,

N
D
.
in
:
d
ers.,

O
rd
n
u
n
gen u

n
d form

en
d
e K

rafte d
es

 
M
ittelalters,

G
o
ttin

g
en 1989,

S
.147.

﹇
付
記
﹈
本
稿
は
、
平
成
一
三
年
度
日
本
学
術
振
興
会
・
科
学
研
究
費
（
基
盤
研

究
Ｃ
）、
な
ら
び
に
東
海
大
学
総
合
研
究
機
構
・
研
究
奨
励
補
助
金
、
同
文
学

部
研
究
教
育
補
助
金
に
よ
る
助
成
を
受
け
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

(168 ) 東海大学紀要文学部

三佐川亮宏



(167 )

Abstract

“Investiturstreit”und regnum Teutonicum
――Zu den politischen und historischen Dimensionen des

 
Begriffs“deutsch”（Teil 2)――

Misagawa Akihiro
 

H. Grundmann hat in seinen Überblick uber “Volksgeschichte (Origo
 

gentis)”festgestellt:“Deutschland aber bekam im Mittelalter keine Darstellung
 

seiner Volksgeschichte,als fehlte ihm der Blick auf eine gemeinsame Vergan-

genheit.Jeder Stamm hatte,nur teilweise aufgezeichnet,seine eigenen Erinne-

rungen,die noch nicht zu einer gemeinsamen Tradition verschmolzen waren,als
 

die Stammesverbande sich auflosten...”.Gab es im Mittelalter wirklich keine
 

Origo gentis Teutonicorum?

Es ist H.Thomas zu verdanken,daßer uns auf eine merkwurdige Geschichts-

erzahlung uber “Julius Caesar und die Deutschen”im mhdt. gedichteten An-

nolied,das um 1077/81 vermutlich in Koln bzw.Siegburg entstand,aufmerksam
 

gemacht hat.In den Strophen 19-28 berichtet der unbekannte Dichter zuerst uber
 

Caesars Kampf gegen die vier Volker der Schwaben,der Bayern,der Sachsen
 

und der Franken,und die Unterwerfung dieser Volker eines nach dem anderen
 

durch ihn.Dabei wird jeweils die Origo des betreffenden Volkes im Sinne der
 

Herkunftssage erzahlt, und es folgt weiter :weil Caesar in Rom nicht in der
 

gebuhrenden Weise empfangen wurde, kehrt er zu den deutschen Landern
 

zuruck,gewinnt als Bundesgenossen die vorher Besiegten.Mit ihnen vertreibt er
 

Cato,Pompeius und den Senat in einer gewaltigen Schlacht und gewinnt damit
 

alle Reiche.Seitdem waren die deutschen Mannen(diutschi man)in Rom geliebt
 

und geschatzt...

Nach dieser Geschichte oder genauer“Geschichtsklitterung”sind die Deut-

schen nicht wie ihre vier Volker(gentes)eine Abstammungsgemeinschaft,son-

dern erst durch die Unterwerfung durch Caesar und durch ihrem Bund mit ihm
 

zu einer neuen,einheitlichen Gemeinschaft zusammengefugt worden.Das Rom-

ische Reich verdankt seinerseits seine Grundung als Monarchie,als Alleinherr-

schaft der Hilfe der Deutschen :Origo gentis Teutonicorum et Romani Imperii.

Im zweiten Teil dieses Aufsatzes geht es hauptsachlich darum,Komplexitat des
 

Identitatsproblems der Deutschen im romisch-imperial bzw.christlich-universal
 

gepragten Mittelalter vor allem auf Grund von historiographischen Werken
 

nachzudenken.Daneben wird aber auch die Zeitgebundenheit des neuzeitlichen
 

Volks-und Stammesbegriffs erneut gepruft.
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